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序　　　　　文

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、ブルキナファソ政府との討議議事録（R/D）に基づき、

技術協力プロジェクト「ゴマ生産支援プロジェクト」を 2014 年 10 月から 5 年間の計画で実施し

ています。

プロジェクトの中間地点である 2017 年 6 月 3 日から 6 月 23 日までの間、日本及びブルキナファ

ソ側での合同評価を通じて、協力期間前半における活動の実績の確認と評価及び後半に向けての

課題の抽出と提言を行うことを目的として、JICA 農村開発部 農業・農村開発第二グループ第三

チーム課長伊藤圭介を団長とする中間レビュー調査団を現地に派遣しました。

本報告書は、これらの中間レビュー調査団による現地調査や協議の内容・結果をまとめたもの

であり、今後のプロジェクト運営に広く活用されることを願うものです。

最後に、調査の実施にあたりご協力をいただいた内外の関係者の方々に深い感謝の意を表する

とともに、引き続き一層のご支援をお願いする次第です。

平成 29 年 7 月

独立行政法人国際協力機構

農村開発部長　宍戸　健一
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ァソ事務所、JICA 本部は見直し・協議を行う。 

（2）効果的、効率的なプロジェクト活動のために、JICA 技術協力のコンセプト、JICA プロジェク

ト評価ガイドラインをブルキナファソ側に共有する。 
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撮影場所：HB 州 Marcel 氏の圃場

撮影日：2017 年 6 月 9 日

プロジェクトで調達した農耕機材
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１－１　協力の背景と概要

ブルキナファソは西アフリカのほぼ中央に位置する内陸国であり、農業は GDP の 38%
（BCEAO、2012 年）、産業別労働人口を見ると約 80% を占める重要なセクターである。ブルキ

ナファソの経済は金と綿花の輸出に輸出総額の 80% 以上を依存している（2014 年）。そのため、

ブルキナファソ政府は輸出産品の多様化によって輸出構造を改善すべく、2010 年に策定した

「持続的開発及び成長の加速化戦略文書（SCADD）」のなかで、農業セクターを成長加速のため

の優先セクターと位置付けている。2012 年には、農業・農村セクター開発計画の最上位政策と

して位置付けられる「農村開発セクター国家プログラム 2011 ～ 2015（PNSR）」が策定された。

同文書の成長プライオリティ方針には、ゴマをはじめとする油糧作物・種子類が国際市場向け

輸出を見込める作物として取り上げられている。なかでも輸出額第 3 位のゴマに対する期待は

大きい。

ブルキナファソ政府はゴマを含む油糧作物・種子の振興を進め、次第にその生産面積と生産

量が増加してきた。ブルキナファソ経済におけるゴマの重要度がますます高まってきているこ

とからブルキナファソ政府は、ゴマの生産性向上とゴマ生産農家の収入向上及びこれらを通じ

たゴマ産業強化を目的とする技術協力プロジェクトを要請した。独立行政法人国際協力機構（以

下、JICA という。）は「ゴマ生産支援プロジェクト」（以下、プロジェクトという。）の実施に

合意した。

本プロジェクトは、西部 2 州において、対象農家が普及研修を通じて栽培技術を学ぶことで

搾油用ゴマの生産性向上及び当地にてほとんど導入されていない食用ゴマの品種登録やプロ

ジェクトが対象としている種子の生産・配布体制を整備することで、農家のゴマ生産性と収入

の改善に寄与するものである。

１－２　協力内容

（１）上位目標：ゴマの輸出量が増大する。

（２）プロジェクト目標：プロジェクト対象農家のゴマの生産性と収入が改善される。

１．案件の概要

国名 : ブルキナファソ 案件名 : ゴマ生産支援プロジェクト

分野 : 農村開発 援助形態 : 技術協力プロジェクト

所轄部署 : 農村開発部 協力金額 : 約 4.3 億円（評価時点）

協力期間 （R/D）:
2014 年 10 月 1 日 ~
2019 年 9 月 30 日

先方関係機関 : 農業・水利省（MAAH）、農村経済振興

総局（DGPER）、MAAH 植物生産総局（DGPV）、国立

環境農業研究所（INERA）、ブックルドゥムーン州農業・

水利局（DRAAH-BM）、オーバッサン州農業・水利局

（DRAAH-HB）

日本側協力機関 : 株式会社 VSOC、公益社団法人国際農林

業協働協会

他の関連協力 : なし

評価調査結果要約表
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（３）成果１：搾油用ゴマの生産性が改善される。

成果２：食用ゴマが導入され、生産体制が構築される。

成果３：プロジェクトが対象とする種子の生産・配布体制が整備される。　

成果４：ゴマ関係者のマーケティング能力が改善される。

（４）投入（評価時点）

日本側 
・ 日本人専門家：2014 年 10 月より 3 名の長期専門家が派遣されている（50.4 人 / 月）。長

期専門家の担当分野は、総括 / 農業・農村開発アドバイザー、コミュニティ開発 / 業務

調整、営農 / 栽培。また、2016 年 2 月より 8 名の短期専門家が合計 27 回（32.4 人 / 月）

派遣された。短期専門家の担当分野は、総括 / ゴマフィリエール形成支援、副総括 / 流

通、普及 1（FFS/FBS 実施・運営）、普及 2（農民組織化）、普及 3（視聴覚教材）/ 業務

調整、収穫後処理、農薬管理、通訳。

・ 機材供与：プロジェクト車両、トラクター、事務機器等の機材がプロジェクト活動のた

めに調達された。機材調達の合計額は 2017 年 4 月時点で 94,068,230 FCFA（約 1,752 万

円）1 である。

・ 本邦研修：合計 20 名が本邦研修に参加した（2015 年：8 名、2016 年：12 名）。また、3
名が第三国研修（ルワンダ）に参加した。

ブルキナファソ側

・ カウンターパート配置：19 名（ナショナル・コーディネーター / プロジェクト・ダイレ

クター 2 名、プロジェクトリーダー 2 名、カウンターパート職員 15 名）

・ 施設・土地手配：4 カ所の試験圃場と 3 カ所の日本人専門家の執務スペース（プロジェ

クト事務所）がブルキナファソ側から提供されている。

・ ローカルコスト負担：2016 年にはプロジェクトの活動予算として 12,425,000 FCFA（約

231 万円）が配賦された。2017 年の予算請求額は 70,708,000 FCFA（約 1,317 万円）であ

るが、2017 年 6 月時点で、予算額は決定されていない。

２．評価調査団の概要

調査者 担当分野 氏名 所属

日本側 団長 / 総括 伊藤　圭介 JICA 農村開発部 農業・農村開発第二グループ 第三チーム

課長

ゴマ栽培 浅沼　修一 JICA 国際協力専門員

農薬管理 滝本　浩司 厚生労働省 / JICA 専門家

農薬管理 井川　晴彦 JICA パラグアイ事務所　事業班長

評価分析 岡野　鉄平 株式会社アイコンズ　コンサルタント

協力企画 赤井　勇樹 JICA 農村開発部 農業・農村開発第二グループ 第三チーム

ブルキナ

ファソ側

Mr. POUYA W.Thierry DGPER 農業フィリエール経済監視、振興局（DPEFA）/
MAAH

Mr. NANAN Lamime セクター調査・計画・統計総局（DGESS）/MAAH

調査期間 2017 年 6 月 3 日 ~6 月 23 日 評価種類：中間レビュー調査

1
　 FCFA 1= JPY 0.186270 ／ JICA 統制レート 2017 年 6 月
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３－１　実績の確認

（１）活動実績

本プロジェクトは 2013 年 12 月に R/D が締結され、2014 年 10 月から活動が開始された。

しかしながら、政変等の影響もあり、ブルキナファソ側のカウンターパートが正式に任命

されたのは 2015 年 12 月であった。2016 年 2 月からは日本人専門家で構成されるプロジェ

クトチームが派遣され、PO に従った活動を実施しているものの、プロジェクト実施体制の

整備に時間を要したため、計画より進捗が遅れている活動や、他の活動と統合された活動

がある。中間レビュー時点で成果 1から成果 4において着実な進捗は見られるが、プロジェ

クトの残りの期間でプロジェクト目標を達成するためには、各成果の活動を加速させる必

要がある。なお、日本向けに輸出されたゴマから残留農薬が検出されたことから、農薬管

理に関する活動が追加されている。また、成果 2 に関連する食用ゴマに関する活動は、成

果 1 の活動と統合された。

（２）成果の達成状況

成果 1：搾油用ゴマの生産性が改善される。

成果 1 の指標の全てが現時点で未達成、もしくは達成状況の判断が困難である。対象農

家のゴマの生産性の推移に関連する正確なデータがないため、ゴマの生産性に関する指標

1-1 の達成状況を判断することは難しい。しかし、FFS/FBS の研修を通じて種子の種類（認

証種子、ローカル種子）や施肥の有無による生産性の違いが確認されており、活動が順調

に進捗し、FFS/FBS 研修並びに中核農家による技術の普及が計画どおりに進めば、対象農

家のゴマ生産性の向上が期待できる。研修の実施に関する指標 1-2、1-3、1-4 について、プ

ロジェクトはこれまでに、2 つの対象州（BM 州、HB 州）において、合計 61 グループ、

122 名の中核農家を選定し、FFS/FBS 研修（ファシリテーター研修、実践研修、総括研修）

を実施している。現在までに、FFS / FBS の研修は計 15 回行われ、平均 26.3 名が参加して

いる。また、組織強化研修は計 8 回行われ、平均 25 名が参加した。

成果 2：食用ゴマが導入され、生産体制が構築される。

成果 2 の活動のうち、食用ゴマに関連する研修の実施は成果 1 の活動と統合された。そ

の他の活動については、大幅な遅延もなく計画どおりに実施されている。ゴマの品種選定

に関する指標 2-1 は、プロジェクトの後半に達成されることが期待されているものの、指

標 2-2、2-3、2-4、2-5 は、指標が適切に設定されておらず、達成状況を判断することは困

難である。2016 年の乾季には 50 種のゴマ種子が試験的に栽培され、4 品種を VAT 試験の

対象として選定、8 品種を候補品種として選択した。これらの品種は 4 つの地域で、135 人

の農家の参加の下で選抜され、また、食味試験も実施された。これらの結果から、有望な

食用ゴマと考えられる MKD2 と GMP3 の生産システムの整備が進められている。また、プ

ロジェクトが実施したゴマの国家登録制度に関する調査によって、国家品種登録の申請に

必要な手続きが明らかにされた。品種登録に必要な試験データの収集は着実に進んでおり、

2018 年後半までには申請の準備が整う見込みである。

成果 3：プロジェクトが対象とする種子の生産・配布体制が整備される。

成果 3 に関連する活動は計画どおり実施さている。しかし、成果 3 の 5 つの指標のうち、

３．評価結果の概要
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食用ゴマに関する 4 つの指標（指標 3-2、3-3、3-4、3-5）については、指標の設定が適切

ではなく、再検討する必要がある。搾油用ゴマ種子の生産量に関する指標 3-1 は、現時点

で指標に関連するデータを入手することは困難であり、達成状況の測定が困難である。た

だし、種子生産研修（理論研修、実践研修、総括セミナー）は計画どおりに実施されており、

現在までに計 17 回実施され、平均 27 名の農家が参加している。このうち、2 州合計で 29
名の中核農家が種子生産のための全国種子生産者リストに登録を完了した。指標 3-2~3-5
については、食用ゴマを想定しているものの、本プロジェクトでは、関係者のニーズを考

慮し食用ゴマに特化した活動を行っていない。そのため、指標の再検討に加え、関連する

活動についても見直しを行う必要がある。

成果 4：ゴマ関係者のマーケティング能力が改善される。

成果 4 の指標は明確に記載されておらず、成果の達成を測定することは困難である。国

際市場の動向を理解するための仕組みの構築に関する指標 4-1 については、ゴマのプラッ

トフォームが、日本で 2 回（2015 年 5 月と 2016 年 6 月）、ブルキナファソで 1 回（2016 年

8 月）開催された。また、ブルキナナファソ産のゴマ取扱業者から採集した 13 のサンプル

と、生産者から収集したゴマの 23 サンプルを用いた残留農薬の分析を日本国内で実施し

た。これらの取り組みを通じて明らかになった事項は、今後の品質管理に役立てられる。

指標 4-2 は研修に関する指標である。指標に目標値が設定されていないが、2016 年 11 月に

は BM 州でゴマ関係の業者を対象とした研修を行い、24 名が参加した。指標 4-3 はゴマの

職業間組織に関する指標が検討中であり、指標 4-4 はゴマ関連情報の発信に関する指標で

ある。これまでに日本語とフランス語の 2 言語で作成されたパンフレット 2 種類（2016 年、

2017 年）、ならびに計 5 回のニュースレター（vol.1 〜 vol.5）の発行が行われた。

（３）プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標：プロジェクト対象農家のゴマの生産性と収入が改善される。

 現行の PDM では、指標が適切に設定されていないため、プロジェクト目標の達成の見

込みを判断することはできない。また、ブルキナファソ側のカウンターパートの正式な任

命の遅れと、日本人長期専門家（総括 / 農業・農村開発アドバイザー）の離任により、プ

ロジェクト活動の多くは 2016 年以降に開始されている。農家を対象とした研修は 2016 年

のゴマ生産の時期、1 シーズンのみで実施されているため、活動の具体的な成果が観察さ

れ、指標に関連するデータの入手が可能となるまでには、一定の時間が必要である。

（４）上位目標の達成状況

上位目標：ゴマの輸出量が増大する。

中間レビューの時点で上位目標の達成見込みを判断することは時期尚早である。また、

プロジェクト目標と上位目標との因果関係が明確ではないことに加え、上位目標を達成す

るための道筋についても明らかではない。したがって、上位目標の設定を見直す必要があ

る。ゴマの輸出量は、プロジェクトが開始された 2014 年と比較して 2015 年、2016 年とも

に増加しているが、輸出量の増加には、国際価格の変動や、気象条件による生産量の増減

といったさまざまな要因が影響することから、ゴマ輸出量の増加とプロジェクト活動の成

果との因果関係は不明である。
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３－２　評価結果の要約

（１）妥当性（やや高い）

本プロジェクトは、経済成長加速のために農業分野に重点を置くブルキナファソの開発

戦略と整合している。ブルキナファソ政府は成長加速化に向けた戦略文書である SCADD
に対応する農業分野の実行計画文書として「農村開発セクター国家プログラム」（PNSR）
を策定しており、ゴマを含む搾油作物に国際市場への輸出が可能な農産物としての高い優

先順位を付けている。また、ゴマ生産性の向上及びゴマフィリエール関係者のマーケティ

ング能力の強化は、対象となるゴマ生産農家の収入向上のニーズを満たすものである。一

方、移転した技術を対象地域に普及・定着させるためには、中核農家が実施する FFS/FBS
を定期的にサポートする仕組みが必要となる。しかしながら、モニタリング並びにフォ

ローアップの体制が適切に構築されておらず、プロジェクトのアプローチに課題が見られ

る。

（２）有効性（測定不能）

現行の PDM で設定された指標は適切ではない、もしくは記述が曖昧なため、プロジェク

ト目標の達成の見込みを正確に評価することは困難である。中核農家を対象とした各種の

研修はプロジェクトチームが派遣された 2016 年から本格的に開始され、おおむね計画どお

りに実施されているものの、研修成果を普及・定着させるためのモニタリングやフォロー

アップの仕組みは、依然として構築の途上にある。また、ブルキナファソ側のカウンター

パート職員の正式な配置が遅れたことにより、多くの活動で計画されている技術移転の成

果が十分に発現していない。ゴマの生産は 1 年に 1 シーズンしか行えないため、プロジェ

クトの具体的な成果を確認するためのデータの取得には一定の時間が必要となる。

（３）効率性（中程度）

2014 年の政変の影響と日本人長期専門家の辞任により、本格的な活動の開始は当初の

計画よりも大幅に遅れている。このような困難な状況において、日本人専門家は高度な専

門知識を駆使して活動に取り組んでいる。プロジェクト活動に用いる資機材は各活動の必

要性に応じて随時調達され、試験圃場などの現場で活用されている。また、本邦研修、第

三国研修は戦略的に計画、実施された。ただし、ブルキナファソ側の予算配分が十分でな

かったことにより、カウンターパート職員のプロジェクトへの関与は限られている。プロ

ジェクトの残りの期間における効率的な活動実施に向けては、適切な予算配賦と、カウン

ターパート機関の積極的な参加が必須となる。

（４）インパクト（時期尚早）

中間レビュー時点で、多くの活動が実施中であり、プロジェクトのインパクトを測定す

ることは時期尚早である。また、現行の PDM の指標を用いて上位目標の達成見込みとプロ

ジェクトの効果の規模を予測することも困難である。プロジェクト完了後にブルキナファ

ソ国内の他地域で FFS / FBS を普及させるための道筋が明確ではなく、プロジェクトの成

果がどの程度広がっていくかについても明確な判断根拠がない。なお、プロジェクトの上

位目標はゴマの輸出量の増加であり、プロジェクトの目的は地域の農家の生産性と収入の

改善である。現時点で上位目標を達成するための道筋が明確にされてはおらず、上位目標

を達成するという観点で実施されている活動はない。また、ゴマの輸出量の増減について

は、国際的なゴマの価格や気象条件などの外部要因が大きく影響することから、プロジェ
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クトの貢献度を測定することは困難である。そのため、上位目標の設定自体が適切ではな

いと考えられる。

（５）持続性（やや低い）

政策面：本プロジェクトの目的は、ブルキナファソ政府の国家開発戦略及び農村セク

ター開発計画と一致しており、ゴマ生産の改善にかかわる優先順位は依然として高い。ま

た、収穫後のゴマの取り扱いを規定した仕様書である「Cahier des Charges」が 2016 年に関

係省庁により署名され、2017 年に発効する予定である。さらに、栽培に関する「Cahier des 
Charges」も準備中であり、こうした状況は、プロジェクトの政策面の持続性の確保に貢献

している。

組織面：中核農家を対象とした研修の計画立案から関係者の調整、研修実施など、プロ

ジェクト完了後にプロジェクトの成果を活用していく主要なアクターが明確ではない。中

心的なカウンターパート機関である DGPER は、国内及び地域の流通、収穫後処理、国内

消費に関する業務に責任を負うが、プロジェクト活動は、技術開発、品種選択、技術普及、

種子流通、農薬管理、輸出といった幅広い活動が含まれる。組織面での持続性を確保する

ためには、幅広いアクターのプロジェクト活動への積極的な巻き込みが必要である。

財政面：ブルキナファソ側が活動を継続的に実施していくための持続的な仕組みがない。

活動予算の不足は、プロジェクト実施期間中においてもカウンターパート職員のプロジェ

クト活動への関与を阻害しており、財源確保の課題は、財務面の持続性のみならず、技術

移転の効率性をも低下させている。

技術面：プロジェクトの主な技術移転の対象は、BM 州、HB 州のゴマ生産農家である。

そのため、プロジェクトによる FFS / FBS 研修が終わった後に、中核農家による FFS / FBS
が確実に実施されるためのモニタリングの仕組みが不可欠である。しかしながら、農家活

動のサポートにおいて中心的な役割を果たす ZAT/UAT の関与は、プロジェクト前半ではほ

とんど見られなかった。一方で、プロジェクトで準備されたマニュアル、テキスト、ツー

ルは、プロジェクト完了後にも現場レベルで活用されることが見込まれる。

３－３　効果発現に貢献した要因

（１）フィードバックを活用した継続的な改善

プロジェクトは、各研修の実施から得たフィードバックや教訓を活用し、継続的な研修

内容の改善に取り組んでいる。例えば、2016 年の研修には、フランス語を十分に理解し

ない中核農家が研修に参加していたことにより効率的な研修の実施が困難であった。こ

うした問題を改善するため、研修に参加する中核農家の選定は、明確なクライテリアに基

づき慎重に行われた。また、研修の実施時期、内容、期間は、前回研修の結果やフィード

バック、所見に基づいて必要な変更がなされている。こうした、PDCA サイクル（Plan-Do-
Check-Action）は、適切に機能しており、対象ゴマ生産農家への効率的な技術移転に寄与し

ている。

（２）ローカルリソースの活用

プロジェクトでは、他ドナーや政府機関によって実施されたゴマセクターの支援事業を

通じてブルキナファソに蓄積された既存のリソースを活用し、効率的な活動を実施してい

る。特に研修の実施に当たっては、他ドナーが実施するプロジェクトに直接関与した経験

のある地域の専門家を登用しており、研修の内容については、地域の状況を十分に把握し
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ている専門家との討議を通じて決定されている。また、JICA が 2008 年 ~2012 年の期間で

実施した優良種子普及計画プロジェクト、ドイツ国際協力公社（GIZ）の実施した農業開発

プログラムなど、他のプロジェクトによって開発されたマニュアルや研修教材を活用して

いる。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（１）コミュニケーションと相互理解の不足

プロジェクトメンバー間のコミュニケーションには課題が見られる。関係者間の日常的

なコミュニケーションは十分とは言えず、多くのカウンターパート職員にとって、JCC が

プロジェクト進捗に関する情報を入手するための主な機会となっている。JCC などの正式

な会合では、参加者の手当やその他の費用を賄うための予算配分が必要であるが、ブルキ

ナファソ側が負担すべき予算が不足しているため JCC 以外の会議の機会が十分ではない。

また、カウンターパート職員が通常業務で多忙であることもあり、予算を必要としない定

期的な会議も開催されていない。こうした事情により、プロジェクト関連の情報共有の機

会が限られており、カウンターパート職員のプロジェクト活動への参加や、プロジェクト

に関する相互理解の醸成を阻害している。

（２）PDM の修正の遅れ

ベースライン調査の結果の検証が遅れたため、PDM の改訂が適切なタイミングで実施さ

れていない。現在の PDM に設定された指標は具体的な記述に欠けており、各活動の目標が

明確ではない。プロジェクトの適切な枠組みが整理されていないため、プロジェクト関係

者が活動の実施、及びその目標を達成するための道筋について共通認識を持つことができ

ていない。

（３）ブルキナファソ側による予算配賦の制限

ブルキナファソ側の活動を効果的に実施するための予算配賦が十分ではない。カウン

ターパート職員は予算不足が原因でプロジェクト活動に積極的に参加することができてお

らず、円滑なプロジェクト運営が困難になっている。カウンターパート職員の活動への関

与の機会が制限されることにより、先方のオーナーシップ意識が希薄になり、さらに活動

への参加意欲が低下するという悪循環に陥っている。また、カウンターパート以外でプロ

ジェクトの効果発現に重要な役割を果たす ZAT / UAT などの地方農業機関の巻き込みが不

十分であり、プロジェクトによる技術移転の普及メカニズムの有効性が損われている。

３－５　結論

評価 5 項目の評価結果では、プロジェクトの妥当性は「やや高い」と評価した。プロジェク

トのアプローチは、農業セクターを経済成長の柱とするブルキナファソの国家政策や日本の援

助政策と合致しており、換金作物であるゴマの生産性の向上は関係者のニーズとも整合してい

る。一方で、プロジェクトのデザインに関しては、改善すべき課題が見受けられた。有効性に

ついては「測定不能」と判断した。PDM の指標が適切に設定されておらず、プロジェクト目標

の達成状況・見込みを測定することは不可能である。効率性に関しては「中程度」と評価した。

すべての成果は未達成であり、ブルキナファソ側の予算が不足している中で活動が実施されて

いる。各活動で着実な成果が見られるとはいえ、実施体制の整備に時間を要したことで、活動

の進捗に遅れが見られる。インパクトについては、評価を行うことが「時期尚早」であること
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に加え、プロジェクト目標と上位目標の因果関係に乖離が見られることから、PDM の上位目標

を再検討する必要がある。プロジェクトの持続性は、「やや低い」と判断した。政策面での持続

性は確保されている一方で、財政面、組織面、技術面において、課題が見られることから、プ

ロジェクト後半では改善に向けた取り組みが必要となる。

３－６　提言

＜プロジェクトチームへの提言＞

（１）PDM 改訂について

中間レビュー調査開始時点で、PDM 指標の数値目標が未設定であり、また適切な指標が

設定されていない箇所も見られた。プロジェクトの目標、その先の活動を関係者間で共有

するためにも PDM に適切な指標、数値目標が設定されることは不可欠であることからも、

可能な限り早いうちに PDM 改訂、数値目標の設定を行うこと。本評価団は改訂版 PDM の

ドラフト版を作成し、評価報告書の別添として提出している。次回 JCC までに改訂版 PDM
について議論し、最終合意が図られるよう期待する。

（２）情報共有について

１）プロジェクトはワーキングチームを結成しており、チーム内での情報共有は主に

JCC で行われている。しかし、実際の各活動の実施者とワーキングチーム内のカウンター

パートに任命されている者にはいくつか乖離が見られる。日本側、ブルキナファソ側、両

者の各活動における実施者間で情報共有が円滑になされるよう、まずはプロジェクトの PO
に従い、各活動に対応する両者の実施責任者を明確にする。

２）上述のとおり、JCC 以外に関係者間で情報共有を行う場がほとんど存在しない。こ

れは慢性的な予算不足の問題を抱えるなか、公式な場を設置する場合は多くの支出を必須

とすることが一因となっている。今後は、JCC 等の公式な会議とは別に、１）の実施責任

者間で定期的なプロジェクト進捗を共有する打合せが設けられることを期待する。

３）各活動の実施責任者は各自の上長に定期的にプロジェクト活動の進捗報告を行い、

関係者間でプロジェクトの進捗を共有する。左記については、次官表敬時に先方農業省次

官と調査団長間で確認された事項である。

（３）モニタリング・フォローアップの強化

１）FFS/ FBS 等の技術研修の実施フォローや一般農家への技術普及を担保するためには、

公的農業普及員（ZAT/ UAT）を巻き込んだモニタリング・フォローアップ活動が必須であ

る。

２）どのようにローカルの人的リソースを活用しモニタリング・フォローアップ体制を

強化するか、今後のプロジェクト活動で議論していく。

＜ブルキナファソ側への提言＞

（１）R/D 記載のプロジェクト活動のローカルコスト負担の順守に向け、最大限尽力する。

（２） カウンターパートのプロジェクト活動への参加が非常に限定的である。今後のプロジェク

ト活動の成功、プロジェクト終了後の持続性を担保するためにも、JICA 専門家に相談のも

と、ブルキナファソ側が強いリーダーシップ・イニシアティブを持って活動を実施してい

くこと。

（３） 次官表敬時に先方農業省次官と調査団長間で確認したとおり、ベースライン調査の審議会
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については、次回 JCC を早急に実施するためにも、可能な限り早く実施する。また、その

実施に際して、JICA 専門家は技術面でサポートを行う。

＜日本側への提言＞

（１） 中間レビュー調査の結果を受けて、今後の効率的・効果的な投入に向けて、JICA ブルキナ

ファソ事務所、JICA 本部は見直し・協議を行う。

（２） 効果的・効率的なプロジェクト活動のために、JICA技術協力のコンセプト、JICAプロジェ

クト評価ガイドラインをブルキナファソ側と共有する。
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第１章　中間レビュー調査の概要

１－１　評価団派遣の経緯と目的

ブルキナファソは西アフリカのほぼ中央に位置する内陸国であり、農業は GDP の 38%
（BCEAO、2012 年）、産業別労働人口を見ると約 80% を占める重要なセクターである。ブルキ

ナファソの経済は金と綿花の輸出に輸出総額の 80% 以上を依存している（2014 年）。そのた

め、ブルキナファソ政府は輸出産品の多様化によって輸出構造を改善すべく、2010 年に策定し

た「持続的開発および成長の加速化戦略文書（Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement 
Durable：SCADD）」のなかで、農業セクターを成長加速のための優先セクターと位置付けてい

る。2012 年には、農業・農村セクター開発計画の最上位政策として位置付けられる「農村開発

セクター国家プログラム 2011 ～ 2015（Programme National du Secteur Rural：PNSR）」が策定された。

同文書の成長プライオリティ方針には、国内及び域内における輸出ポテンシャルを持つ穀類及び

ササゲ、果実・野菜類、畜産物、牛乳及び乳製品のほか、ゴマをはじめとする油糧作物・種子類

が国際市場向けに輸出を見込める作物として取り上げられている。なかでも輸出額第 3 位のゴマ

に対する期待は大きい。

一方、日本では健康食品ブームによりゴマの消費は伸びているが、消費量の 99.9% 以上は輸入

に頼っている。かつての大生産地であった中国とインドが輸入国に転じ、国際市場は供給不足に

陥っている。ブルキナファソはわが国にとってナイジェリア、タンザニアに次いで重要な輸入先

国であるが、近年連続して残留農薬違反が指摘されていることから、品質に対するわが国のゴマ

関連業界の目は厳しい。

ブルキナファソ政府はゴマを含む油糧作物・種子の振興を進め、次第にその生産面積と生産量

が増加してきた。ブルキナファソ経済におけるゴマの重要度がますます高まってきていることか

らブルキナファソ政府は、ゴマの生産性向上とゴマ生産農家の収入向上及びこれらを通じたゴマ

産業の強化を目的とする技術協力プロジェクトを要請した。独立行政法人国際協力機構（以下、

JICA という。）は「ゴマ生産支援プロジェクト」（以下、プロジェクトという。）の実施に合意した。

プロジェクトは 2014 年 10 月から開始され、2015 年 12 月にブルキナファソ政府に正式にプロジェ

クトとして認可された。直営専門家 2 名（営農 / 栽培、コミュニティ開発 / 業務調整）が先行し

て派遣され、2016 年 2 月からは、生産・加工・販売などゴマバリューチェーンの各部門の能力

強化及びアクター間の交流を促進する取り組みによってゴマフィリエールの活性化を図る任務を

受けた日本人コンサルタントチームがプロジェクトへ組み込まれている。

本プロジェクトは、西部 2 州において、対象農家が普及研修を通じて栽培技術を学ぶことで搾

油用ゴマの生産性向上及び当地にてほとんど導入されていない食用ゴマの品種登録やプロジェク

トが対象としている種子の生産・配布体制を整備することで、農家のゴマ生産性と収入の改善に

寄与するものである。

同プロジェクトが協力期間の半ばを過ぎた時期をとらえ、プロジェクトの実績確認、計画に対

する達成度の検証、プロジェクト後半の活動計画への提言等を目的に調査団を派遣した。
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１－２　評価団の構成と調査日程

（１）日本側調査団の構成

担当分野 氏名 所属等 日程

団長 /総括 伊藤　圭介
JICA 農村開発部 農業・農村開発第二グループ 第三チーム

課長
6/11-6/21

ゴマ栽培 浅沼　修一 JICA 国際協力専門員 6/11-6/21

農薬管理 滝本　浩司 厚生労働省 /JICA 専門家 6/11-6/18

農薬管理 井川　晴彦 JICA パラグアイ事務所 事業班長 6/11-6/18

評価分析 岡野　鉄平 株式会社アイコンズ コンサルタント 6/3-6/21

協力企画 赤井　勇樹 JICA 農村開発部 農業・農村開発第二グループ 第三チーム 6/6-6/21

（２）ブルキナファソ側調査団の構成

氏名 所属等

Mr. POUYA W. Thierry
農村経済振興総局（Direction Général de Promotion de l’Economie Ru-
rale：DGPER）

Mr. NANAN Lamime
セクター調査・計画・統計総局（Direction Générale des Études et des 
Statistiques Sectorielles： DGESS）

（３）調査期間

本調査は 2017 年 6 月 3 日～ 6 月 23 日までの期間で行われた。調査スケジュールの詳細は

付属資料 2：調査日程を参照。

１－３　主要面談者

ブルキナファソにおいて、主要なプロジェクト関係者と面談した。主要面談者は付属資料 3：
主要面談者リストを参照。

１－４　プロジェクトの概要

本プロジェクトは、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）

version 0 に基づき実施されている。プロジェクトの概要は以下の通り。

（１）上位目標：ゴマの輸出量が増大する。

（２）プロジェクト目標：プロジェクト対象農家のゴマの生産性と収入が改善される。

（３）成果１：搾油用ゴマの生産性が改善される。

成果２：食用ゴマが導入され、生産体制が構築される。

成果３：プロジェクトが対象とする種子の生産・配布体制が整備される。　

成果４：ゴマ関係者のマーケティング能力が改善される。
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（４）活動

1-1： 搾油用ゴマの品種特性を確認する。

1-2： 搾油用ゴマの各種収量改善試験を実施する。（播種時期、施肥等）

1-3： 搾油用ゴマの適切な生産技術の普及研修とモニタリングを実施する。

1-4： 一般農家における搾油用ゴマの生産拡大と生計向上を可能とする組織・営農のあり方を

検討し、提案する。（契約栽培、組織強化等）

1-5： 生産者の組織活動及び運営体制強化のための研修を行う。（組織マネージメント、資金ア

クセス等）

2-1： 候補品種の特性を調査する。

2-2： 食用ゴマとしての適性及び栽培適性を確認し、普及品種を選定する。

2-3： 食用ゴマの栽培試験を行い、栽培技術を確立する。

2-4： 食用ゴマの新品種国家品種登録を行う。

3-1： 適切な原種生産のための研修を実施する。

3-2： 種子生産農家へ普及指導を行う講師に対し、指導能力を強化するための研修を実施する。

3-3： 種子生産農家に対し、優良種子生産能力を強化するための研修を実施する。

3-4： プロジェクトで対象とする種子の生産・配布体制を構築する。（モニタリング、指導等）

4-1： 国際市場におけるマーケティング能力を強化する。（市場ニーズ調査、国際見本市参加促

進、作況予測手法の検討等）

4-2： 市場ニーズに基づく品質管理に関する研修を実施する。（夾雑物処理、農薬使用管理、検

査体制の強化等）

4-3： ゴマ関連団体の組織を強化するとともにゴマ分野全体のクラスターを強化する。

4-4： 生産・流通・市場情報の共有を促進する。

１－５　中間レビュー調査の方法（評価分析）

本中間レビュー調査は 2013 年 12 月 19 日に署名された討議議事録（Record of Discussion：R/D）

の付属資料である PDM version 0 並びにプラン・オブ・オペレーション（Plan of Operation：PO）

に基づき実施した。また、「新 JICA 事業評価ガイドライン」に則った評価設問を設定し、必要な

情報とデータ、情報の収集方法について検討した上で、評価グリッドに沿った調査を行った。

１－５－１　DAC5 項目評価

本中間レビュー調査における評価は表－ 1 に示す経済開発協力機構（Organization for 
Economic Cooperation and Development：OECD）/ 開 発 援 助 委 員 会（Development Assistance 
Committee：DAC）が定めた評価 5 項目を用いて実施した。
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表－１　評価 5 項目

基準 説明

妥当性

プロジェクトの目指している効果（プロジェクト目標や上位目標）が、受益者

のニーズに合致しているか、問題や課題の解決策として適切か、ブルキナファ

ソと日本側の政策との整合性はあるか、プロジェクトの戦略・アプローチは妥

当か等といった「援助プロジェクトの正当性・必要性」を問う視点。

有効性
プロジェクトの実施により、本当に受益者もしくは社会への便益がもたらされ

ているのか（あるいは、もたらされるのか）を問う視点。

効率性
主にプロジェクトのコストと効果の関係に着目し、資源が有効に活用されてい

るか（あるいは、されるか）を問う視点。

インパクト
プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的・間接的効果や波及効果を

見る視点。予期していなかった正・負の効果・影響を含む視点。

持続性
援助が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続しているか（あるいは

持続の見込みがあるか）を問う視点。

（出所：新 JICA 事業評価ガイドライン /2010 年）

１－５－２　データ収集方法

本中間レビュー調査においては、定量的、定性的なデータを収集し分析を行った。データの

収集手法は以下の通り。

‐文献・既存資料調査（専門家報告書、詳細計画策定調査報告書等）

‐質問票調査

‐インタビュー調査

‐視察調査
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第２章　プロジェクトの実績と実施プロセス

２－１　投入実績

２－１－１　日本側投入

2013 年 12 月 19 日に署名された R/D の付属資料である PDM version 0 における計画と、中間

レビュー時点の日本側投入の実績を表－２に示す。

表－２　日本側投入

計画（PDM version 0） 実績（2017 年 4 月末）

１）専門家派遣

‐チーフアドバイザー

‐栽培技術

‐営農管理 / 組織

‐品質管理 / 収穫後処理

‐流通 / 事業化

‐業務調整 / 研修管理

【日本人専門家】（付属資料 7-1 を参照）

長期専門家 3 名（合計 50.4M/M）

‐ 総括 / 農業・農村開発アドバイザー（2015 年 6 月 30 日離任）

‐コミュニティ開発 / 業務調整

‐営農 / 栽培（2017 年 4 月 5 日離任）

短期専門家 8 名（合計 32.4M/M）

‐総括 / ゴマフィリエール形成支援

‐副総括 / 流通

‐普及 1（FFS/FBS 実施・運営）

‐普及 2（農民組織化）

‐普及 3（視聴覚教材 / 業務調整）

‐収穫後処理

‐農薬管理

‐通訳

２）資機材供与 【機材】（付属資料 7-2 を参照）

プロジェクト車両、トラクター、事務機器等の機材がプロジェ

クト活動のために調達された。調達機材の合計額は 2017 年 4 月

時点の合計で FCFA 94,068,230 2
（約 1,752 万円）

3
である。

３）研修・研修員受け入れ 【本邦・第三国研修】（付属資料 7-3 を参照）

合計 20 名が本邦研修に参加した（2015 年：8 名、2016 年：12 名）。

また、3 名が第三国研修（ルワンダ共和国、以下ルワンダという。）

に参加した。

実施国名 2015 年 2016 年

日本 8 名 12 名

ルワンダ 0 名 3 名

（出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成）

2
　FCFA 90,002,184 （現地調達分）+ JPY 756,000（本邦調達分）

3
　FCFA 1= JPY 0.186270 ／ JICA 統制レート 2017 年 6 月
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２－１－２　ブルキナファソ側投入

PDM version 0 における計画と、ブルキナファソ側投入の実績を表－３に示す。

表－３　ブルキナファソ側投入

計画（PDM version 0） 実績（2017 年 4 月末）

１）カウンターパート

‐人員配置

【カウンターパート配置】（付属資料 7-4 を参照）

合計で 19 名のカウンターパート職員が配置されている。

①　 DGPER：13 名（ナショナル・コーディネーター / プロジェ

クト・ダイレクター、プロジェクトリーダーを含む）

②　 植物生産総局（Direction Générale des Productions Végétales：
DGPV）：3 名

③　 国立環境農業研究所（Institut National pour l’Environnement et 
de la Recherche Agricole：INERA）：1 名

④　 州 農 業・ 水 利 局（Direction Régionale de l’agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques：DRAAH）：オーバッサン州、ブッ

クルドゥムーン州 各 1 名 

２）施設・土地手配

‐ プロジェクト事務所及び

機材

‐ 専門家派遣、免税等の手

続き等

【施設・土地手配】（付属資料 7-5 を参照）

4 カ所の試験圃場と 3 カ所の日本人専門家の執務スペース（プ

ロジェクト事務所）がブルキナファソ側から提供されている。

①　 試験圃場：4 カ所

‐ 農村振興センター（Centre de Promotion Rurale：CPR）/
Kodougou サイト

‐INERA/Gammpela サイト

‐INERA/Farako-Ba サイト

‐INERA/Niangoloko サイト

②　 プロジェクト事務所：3 カ所

‐DRAAH ブックルドゥムーン（Boucle du Mouhoun：BM）州

‐DRAAH オーバッサン（Hauts-Bassins：HB）州

‐DGPER（ワガドゥグ）

３）ローカルコスト

‐カウンターパート予算

【ブルキナファソ側活動予算】

2016 年にはプロジェクトの活動予算として 12,425,000 FCFA（約

231 万円）
4
が配賦された。2017 年の予算請求額は 70,708,000 

FCFA（約 1,317 万円）
3
であるが、2017 年 6 月時点で、予算額は

決定されていない。

（出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成）

２－２　成果ごとの活動実績と達成状況

２－２－１　成果ごとの活動実績

本プロジェクトは 2013 年 12 月に R/D が締結され、2014 年 10 月から活動が開始された。し

かしながら、ブルキナファソ側のカウンターパートが正式に任命されたのは 2015 年 12 月で

4
　FCFA 1= JPY 0.186270 ／ JICA 統制レート 2017 年 6 月
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あった。2016 年 2 月からは日本人専門家で構成されるプロジェクトチームが派遣され、PO に

従った活動を実施しているものの、プロジェクト実施体制の整備に時間を要したため、計画よ

り進捗が遅れている活動や、他の活動と統合された活動がある。中間レビュー時点で成果 1 か

ら成果 4 において着実な進捗は見られるものの、プロジェクトの残りの期間でプロジェクト目

標を達成するためには、各成果の活動を加速させる必要がある。プロジェクト活動の進捗状況

と主な活動実績は表－４に示すとおりである。

なお、日本向けに輸出されたゴマから残留農薬が検出されたことから、農薬管理に関する活

動が追加されている。また、成果 2 に関連する食用ゴマに関する活動は、成果 1 の活動と統合

された。

表 －４　プロジェクト活動の進捗状況

活動 1

1-1
搾油用ゴマの品種特性を確

認する。

‐ 搾油用ゴマの品種特性試験のための試験圃場が設置された。

‐ 3 種の種子（S42、32-15、Yandev55）の品種特性試験（DHS 試

験）、S42、32-15 の収量試験（VAT 試験）が実施された。

‐ 試験栽培を行った全 49 種について、データ整理と統計分析が

実施中である。

1-2
搾油用ゴマの各種収量改善

試験を実施する。（播種時

期、施肥等）

‐ 搾油用ゴマ収量改善のための試験圃場が設置された。

‐ S42 を用い、収量改善のための各種試験が以下の通り実施さ

れた。① 播種日試験（CPR サイト /BM 州および Farako-Ba ス
テーション /HB 州）、② 施肥試験（Badala サイト /BM 州お

よび Gampela ステーション / ワガドゥグ）、③ 播種密度試験

（Makognadougou サイト /HB 州）、④ 病害虫試験（Farako-Ba ス
テーション /HB 州）。上記試験のデータ整理と統計分析が実施

中である。

‐ 散布農薬と防虫効果に関する検証のための試験圃場が

Makognadougou サイト /HB 州に設置された。

1-3
搾油用ゴマの適切な生産技

術の普及研修とモニタリン

グを実施する。

‐ 研修 TOR が作成され、研修講師、研修プログラムが確認され

た。

‐ 農民圃場の学校（Farmer Field School：FFS）/ 農民経営学校

（Farmer Business School：FBS）研修の対象農家グループは下

表のとおりである。2016 年には HB 州の 15 グループと BM 州

の 15 グループが対象農家グループとして選定された。また、

2017 年には HB 州から 15 グループ、BM 州から 18 グループ

が選定された。

BM 州 HB 州

2016 年 15 グループ 15 グループ

2017 年 18 グループ 15 グループ

‐ 2016 年には FFS/FBS 研修について、各州 1 回の理論研修と、

各州 6 回の実践研修が実施された（合計 14 回）。
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‐ 2016 年 12 月に、FFS/FBS 研修、組織強化研修、種子生産研修

の総括ワークショップが実施された。

‐ 上記研修に関連して、FFS 実施マニュアル、ファシリテーター

ノート、生産者ノート、生産者ノートの活用マニュアルが作

成された。

‐ 研修実施後のモニタリングは下表のとおり、これまでに 3 回、

14 サイトを対象に実施されている。

モニタリング実施時期
モニタリングサイト数

BM 州 HB 州 合計

1 2016 年 7 月 2 4 6

2 2016 年 9 ～ 10 月 4 2 6

3 2016 年 11 月 1 1 2

合計 7 7 14

‐ 2017 年には FFS/FBS 研修について、各州 1 回の理論研修が実

施された（合計 2 回）。

1-4
一般農家における搾油用ゴ

マ生産拡大と生計向上を可

能とする組織・営農のあり

方を検討し、提案する。（契

約栽培、組織強化等）

‐ 収量の実測、労働負荷調査（文献・聞き取り調査）、マーケッ

トでの価格調査（文献・聞き取り調査）を行い、ゴマの 7 月

中旬播種の営農的評価が実施された。

‐ Farako -Ba ステーション の試験圃場にて、ゴマの播種日試験

と並行して、試験的にダイズ、ラッカセイ、ササゲの播種日

試験が実施された。

1-5
生産者の組織活動及び運営

体制強化のための研修を行

う。（組織マネージメント、

資金アクセス等）

‐ 2016 年には、組織強化研修（農民グループの能力強化研修）

について、各州 4 回の研修が実施された（合計 8 回）。

‐ 2016 年 12 月に、FFS/FBS 研修、組織強化研修、種子生産研修

の総括ワークショップが実施された。

活動 2

2-1
候補品種の特性を調査す

る。

‐ ブルキナファソのローカル種子のうち、有望であると考えら

れる約 40 種のゴマ品種が分離され、純粋選抜が実施された。

‐ 2016 年の乾季には Gampela サイトで 50 種のゴマの試験栽培が

実施された。試験栽培の結果に基づいて、VAT 試験の対象品

種として 4 品種（S42、3215、Humera、Wollega）が用いられ、

8 品種（GMP3、SIE2、KDG3、KDG5、BEN2、BEN4、PSK1 およ

び MDK2）が候補品種として選定された。

‐ 2016 年の雨季には、Gampela サイトにおいて、50 種の特性試

験を実施した。これらの調査結果はワガドゥグ大学の学生に

よる修士論文として発表されている。

‐ 2017 年には、36 品種を対象に特性試験を実施したが、試験対

象のゴマの半数が牛の食害を受けたため、関連する研究は中

止された。
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2-2
食用ゴマとしての適性及び

栽培適性を確認し、普及品

種を選定する。

‐ 品種選抜の研究方針案が作成された。

‐ 2016 年 に は、 ① Pissila サ イ ト（Kaya、 白・ 黒 ゴ マ ）、 ②

Gampela サ イ ト（ワ ガ ド ゥ グ、 黒 ゴ マ）、 ③ CPR サ イ ト

（Dédougou、白ゴマ）、④ Makognadougou サイト（Bobo-Diulasso、
白ゴマ）、⑤ Farako-Ba サイト（Bobo-Diulasso、黒ゴマ）、⑥

Niangoloko サイト（Banfora、白ゴマ）の計 6 カ所の検査サイ

トが設置された。

‐ 2017 年は、Gampela（Ouagadougou、 黒ゴマ）、Makognadougou 
サイト（Bobo-Diulasso、白ゴマ）で特性試験を実施した。

‐ 4 つのサイトにて農家参加による品種選抜が行われた。合計

135 名（開花期 64 名、登熟期 71 名）が選抜に参加した。

2-3
食用ゴマの栽培試験を行

い、栽培技術を確立する。

‐ MKD2、GMP3 について、①播種日試験（CPR サイト /BM 州

及び Farako-Ba ステーション /HB 州）、②施肥試験（Badala サ
イト /BM 州）及び Gampela/ ワガドゥグ）、③播種密度試験

（Makognadougou サイト /HB 州）が実施された。

‐ 2017 年には、Badala サイトにて、純化作業が実施されている。

また、同様の活動が Makognadougou サイトで実施される予定

である。 

2-4
食用ゴマの新品種国家品種

登録を行う。

‐ 品質登録システムに関する調査が実施され、必要な手順が明

らかにされた。

2-5
食用ゴマの生産技術の普及

研修とモニタリングを実施

する。

‐ 活動 2-5 は、成果 1 の活動 1-3 に統合された。

2-6
一般農家における食用ゴマ

生産拡大と生計向上を可能

とする組織・営農のあり方

を検討し、提案する。

‐ 活動 2-6 は、成果 1 の活動 1-3 に統合された。

2-7
生産者の組織活動及び運営

体制強化のための研修を行

う。

‐ 活動 2-7 は、成果 1 の活動 1-3 に統合された。

活動 3

3-1
適切な原種生産のための研

修を実施する。

‐ ゴマの原種種子の適切な生産に関する研究のため、2016 年の

乾季（2 月～ 6 月）に、BM 州の Badala サイト にて約 1ha の
原種生産が実施された。
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3-2
種子生産農家へ普及指導を

行う講師に対し、指導能力

を強化するための研修を実

施する。

‐ JICA 優良種子プロジェクト（PDSA, 2009-2012）において作成

されたマニュアルを活用するため、カウンターパート職員と

共同でのマニュアル改訂作業が進行中である。

3-3
種子生産農家に対し、優良

種子の生産能力を強化する

ための研修を実施する。

‐ 2015 年には種子生産に関する理論研修が 1 回実施された。

‐ 2016 年には種子生産研修について、各州 1 回の理論研修、各

州 5 回の実践研修、各州 1 回の総括研修が実施された（合計

14 回）。

‐ 2017 年には各州 1 回の理論研修が実施された（合計 2 回）。

‐ 2016 年の研修について、アンケート調査によるモニタリング

が、BM 州 12 グループ、13 名、HB 州 13 グループ、13 名を対

象に実施された。

3-4
プロジェクトで対象とする

種子の生産・配布体制を構

築する。（モニタリング、

指導等）

‐ BM・HB 両州にて技術支援エリア（Zone d’Appui Technique：
ZAT）/ 技 術 指 導 ユ ニ ッ ト（Unité d’Animation Technique：
UAT）を対象に、種子生産研修モニタリング実施方針説明会

が実施された。

‐ 2016 年 7 月に BM 州 Mouhoun 県 Wiloho と Bouamissé 、HB 州 
Houet 県 Satiri と Léna を訪問し、認証種子生産の現地モニタリ

ングが実施された。

‐ プロジェクトが提供した種子生産研修に参加したゴマ生産農

家のうち、BM 州では 2016 年の研修に参加した 13 名、2017
年の研修に参加した 2 名が登録を完了、HB 州では 2017 年の

研修に参加した 14名が登録を完了している（2017年 4月時点）。

活動 4

4-1
国際市場におけるマーケ

ティング能力を強化する。

（市場ニーズ調査、国際見

本市参加促進、作況予測手

法の検討等）

‐ 2016 年にブルキナファソ国内で生産されたゴマから試料を収

集し、日本国内において分析が行われた。

‐ 東京にて 2 回の本邦プラットフォーム（2015 年 5 月、2016 年

6 月）が開催され、農薬管理に関する課題が議論された。2017
年 9 月には、第 3 回本邦ゴマプラットフォームを開催予定。

4-2
市場ニーズに基づく品質管

理に関する研修を実施す

る。（夾雑物処理、農薬使

用管理、検査体制の強化等）

‐ 2016 年に農薬管理に関する調査、収穫後処理に関する調査並

びに、ゴマの流通に関する調査が実施された。

‐ 2016 年 11 月には、BM 州流通業者を対象とした流通セミナー

が実施された。

4-3
ゴマ関連団体の組織を強化

するとともにゴマ分野全体

のクラスターを強化する。

‐ 2016 年 8 月にブルキナファソプラットフォームが開催され、

47 名が参加した。
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4-4
生産・流通・市場情報の共

有を促進する。

‐ 2016 年 6 月、9 月に本邦研修（流通分野・生産分野）が 2 回

実施された。

２－２－２　成果の達成状況

本プロジェクトの活動は PO に沿って着実に実施されているものの、PDM の指標が適切に設

定されておらず、成果の達成状況を正確に測定することは困難である。そのため、本調査にお

いては、表－５のとおり一部の成果について補足指標を用いることとした。

表－５　PDM の成果指標と補足指標

PDM 指標 補足指標

成

果

1

1-1  搾油用ゴマ栽培による農家一人当たりの生産

性（● kg/ha → ● kg/ha）
1-2  受益者数に関する指標が検討されている

1-3  栽培技術普及のために実施された研修の回数

（●回）及び参加者数（●名）

1-4  組織活動と管理システムの強化のために提供

された研修の回数（●回）及び参加者数（●名）

・ 対象グループの農家が最適な時期

に播種を完了する

・ 対象グループの農家が認証種子を

使用する

・ 対象グループの農家の 1ha 当たり

のゴマの収量が増加する

成

果

2

2-1  普及に適した品種の選択

2-2  INERA による新品種の承認

2-3  受益者数に関する指標が検討されている

2-4  栽培技術普及のために実施された研修の回数

（●回）及び参加者数（●名）

2-5  組織活動と管理システムの強化のために提供

された研修の回数（●回）及び参加者数（●名）

・ 複数の登録申請を国家種子委員会

（Comite National de Semance：CNS）
に提出する

・ 新品種のデータシートを INERA が

承認する

成

果

3

3-1  選択した搾油用ゴマの種子生産量（● kg → 
● kg）

3-2  食用ゴマの種子中の異なる色の種子の混合比

（● % から● %）

3-3  選択された食用ゴマの原種種子の量（● kg/年）

3-4  食用ゴマの種子を生産する農家の数（●農家）

3-5  食用ゴマの種子生産に使われた農地の総面積

（● ha）

・ 認証種子生産検査マニュアルの更

新

・ 種子生産に関する理論研修の実施

回数と参加者数

・ INERA/PRPS の研修コースで訓練

された農家による認定ゴマの生産

量

・ 全国種子生産者リストに新たに登

録された農家の数

成

果

4

4-1  ゴマの国際的な市場動向を理解するための仕

組みを構築する

4-2  品質管理のために実施された研修の回数（●

回）

4-3  ゴマの職業間組織の強化に関する指標が検討

されている

4-4  ゴマ関連情報の発信回数（●回）
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（１）成果 1 の達成状況

成果 1：搾油用ゴマの生産性が改善される。

成果 1 の指標の全てが現時点で未達成、もしくは達成状況の判断が困難である。また、

指標の設定が適切ではなく、進捗状況を確認するために必要なデータの入手も難しい。

指標 1-1：搾油用ゴマ栽培による農家一人当たりの生産性（● kg/ha → ● kg/ha）

➢  中間レビュー時点で指標の達成を判断するためのデータの入手が困難である。

➢  指標には数値目標が設定されていないため、達成状況を判断することはできない。

対象農家のゴマの生産性の推移に関連する正確なデータがないため、指標 1-1 の達成

状況を判断することは難しい。ベースライン調査によれば、過去 13 年間のゴマの収量の

全国平均は 502 kg/ha であり、対象地域の収量は BM 州で 400 ～ 800 kg/ha（2015 年～ 2016
年）、HB 州で 180 ～ 430 kg/ha（2015 年～ 2016 年）であった。FFS/FBS の研修を通じて種

子の種類（認証種子、ローカル種子）や施肥の有無による生産性の違いが確認されており、

活動が順調に進捗し、FFS/FBS 研修並びに中核農家による技術の普及が計画どおりに進め

ば、対象農家のゴマ生産性の向上が期待できる。

指標 1-2：受益者数に関する指標が検討されている

➢  指標は検討中であるが、当初の計画（詳細計画策定調査報告書）で目標としている受益者

の人数は、プロジェクトの後半で達成される見込みである。

2013 年 9 月に実施された詳細計画策定調査において想定されていた受益者の目標数は、

①中核農家：約 60 〜 100 名、② FFS/FBS に参加した農民：約 1,000 名である。したがって、

この数値目標を想定した下記の補足指標を用いて、達成状況を測定した。

•補足指標：中核農家が指導する FFS/FBS に参加した農民の数

表－６に示すとおり、プロジェクトはこれまでに、2 つの対象州（BM 州、HB 州）に

おいて、合計 61 グループ、122 名の中核農家を選定し、FFS/FBS 研修（ファシリテーター

研修、実践研修、総括研修）を実施している。研修に参加した中核農家が実施した FFS
には合計 550 名、FBS には合計 520 名のゴマ生産農家が参加しており、このうち 310 名が

プロジェクトによって移転された技術を少なくとも 1 つ導入している。プロジェクトの

FFS/FBS 研修の対象は毎年異なる地域のゴマ生産農家を選定していることから、受益者の

数は今後も増加する見込みである。
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表－６　プロジェクトの受益者数（中核農家 / ゴマ生産農家）

中核農家
グループ内

農家の数

ゴマ生産

農家の数

FFS
（*1）

FBS
（*2）

技術移転

（*3）

BM 州（2016 年） 14 グループ 28 名 424 289 302 262 232

BM 州（2017 年） 15 グループ 30 名 - - - - -

HB 州（2016 年） 14 グループ 28 名 354 102 248 258 78

HB 州（2017 年） 18 グループ 36 名 - - - - -

合計 61 グループ 122 名 778 391 550 520 310
（* 1）FFS に少なくとも 1 回参加した農家の数（* 2）FBS に少なくとも 1 回参加した農家の数

（* 3）FFS/FBS で紹介された技術のうち少なくとも 1 つを導入した農家の数

（出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成）

指標 1-3：栽培技術普及のために実施された研修の回数（●回）及び参加者数（●名）

➢  栽培技術を普及させるための研修の回数、参加者数は計画どおりに達成されている。

➢  指標には数値目標が設定されていないため、達成状況を判断することはできない。

指標には数値目標が設定されておらず、達成状況を正確に測定することはできないもの

の、2016 年の研修は全て計画どおりに実施されており、着実な成果が見られる。中間レ

ビュー調査の時点で、FFS/FBS 研修の実施を阻害する要因はないことから、計画どおりに

活動が実施されれば、指標はプロジェクトが目指すレベルで達成されることが見込まれ

る。なお、現在までに、FFS/FBS の研修は計 15 回行われ、平均 26.3 名の農家が参加して

いる。また、2017 年には、2016 年の対象農家とは別の農民グループを対象とした研修が

実施されており、研修の参加者数は増加している（表－７参照）。

表－７　研修参加者数（FFS/FBS 研修）

研修コース

HB 州 BM 州

日付
参加

者数
日付

参加

者数

FFS/FBS ファシリテーター研修（2016） 2016 年 6 月 8 ～ 10 日 30 名 2016 年 6 月 1 ～ 3 日 28 名

FFS/FBS 実践研修（第 1 回 /2016） 2016 年 6 月 30 日 28 名 2016 年 6 月 28 日 25 名

FFS/FBS 実践研修（第 2 回 /2016） 2016 年 7 月 14 日 28 名
2016 年 7 月 12 日

（2016 年 8 月 2 日）
5 26 名

FFS/FBS 実践研修（第 3 回 /2016） 2016 年 8 月 10 日 27 名 2016 年 8 月 25 日 25 名

FFS/FBS 実践研修（第 4 回 /2016） 2016 年 10 月 6 日 23 名 2016 年 10 月 13 日 25 名

FFS/FBS 実践研修（第 5 回 /2016） 2016 年 10 月 20 日 24 名 2016 年 10 月 27 日 24 名

FFS/FBS 実践研修（総括回 /2016） 2016 年 12 月 8 日 25 名 2016 年 12 月 6 日 26 名

FFS/FBS ファシリテーター研修（2017） 2017 年 4 月 25 ～ 27 日 30 名

（出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成）

5
　 BM 州の第 2 回目 FFS/FBS 実践研修は、2016 年 7 月 12 日に実施予定であったが、第一回目の FFS/FBS 実践研修で播種したゴマ

の生育が思わしくなかったことから、8 月 2 日に延期された。
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•補足指標：対象グループの農家が、最適な時期に播種を完了する

HB 州 Houet 県に位置する K.Vigué 村のゴマ生産農家への聞き取り調査では、研修から

学んだ栽培技術のうち、特に有益と思う技術は「適切な播種時期」であるという回答が得

られた。播種のタイミングはゴマの生産性に大きく影響することから、播種時期に関する

補足指標は、成果達成に向けた活動の進捗状況を判断するために用いることが可能であ

る。本補足指標に関しては、達成に向けてポジティブな進展が見られる。2016 年にプロ

ジェクトが実施したアンケート調査によると、22 グループの中核農家が、合計 467 名の

ゴマ生産農家に対して栽培カレンダーの使用方法の指導を行っている（表－８を参照）。

実際の播種時期を確認するためのデータは、2017 年雨季の播種完了以降に入手可能とな

る。

表－８　栽培カレンダーに関する FBS の実施

対象グループ数
栽培カレンダーに関する

FBS を実施したグループ数
参加者数

BM 州 14 グループ 11 グループ 257 名

HB 州 14 グループ 11 グループ 210 名
（出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成）

•補足指標：対象グループの農家が認証種子を使用する

ゴマの生産性向上のためには品質が保証された認証種子の使用が推奨される。中間レ

ビュー調査団による聞き取り調査では、中核農家による FFS/FBS に参加したゴマ生産農

家は、「適切な品質の種子の使用に関する知識が向上した」と感じていることが分かった。

認証種子の使用状況を示すデータは、搾油用ゴマの生産性の改善を目指す成果 1 の達成を

計測するために有用であると考えられる。ただし、現時点で 2017 年のゴマの播種が完了

していないため、認証種子の利用に関連するデータの入手は、2017 年雨季の播種完了以

降となる。

指標 1-4：  組織活動と管理システムの強化のために提供された研修の回数（●回）及び参加者

数（●名）

➢  農家グループを対象とした組織強化研修の実施回数及び参加者数は計画どおりに達成され

ている。

➢  指標には数値目標が設定されていないため、達成状況を判断することはできない。

指標 1-4 の達成状況を測定することは困難である。ただし、中間レビュー調査の時点

で、組織強化研修の実施を阻害する要因はないことから、計画どおりに活動が実施されれ

ば、指標はプロジェクトが目指すレベルで達成されることが見込まれる。なお、現在まで

に、組織強化研修は計 8 回行われ、表－９のとおり平均 25 名の農家が参加している。プ

ロジェクトでは、研修後に参加者からのフィードバックを収集し、次回以降の研修内容の

継続的な改善に役立てている。
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表－９　研修参加者数（組織強化研修）

研修コース

HB 州 BM 州

日付
参加

者数
日付

参加

者数

組織強化研修（第 1 回 /2016 年） 2016 年 6 月 30 日 28 名 2016 年 6 月 28 日 25 名

組織強化研修（第 2 回 /2016 年） 2016 年 10 月 6 日 23 名 2016 年 10 月 13 日 25 名

組織強化研修（第 3 回 /2016 年） 2016 年 10 月 20 日 24 名 2016 年 10 月 27 日 24 名

組織強化研修（総括セッション /2016 年） 2016 年 12 月 8 日 25 名 2016 年 12 月 6 日 26 名

（出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成）

（２）成果 2 の達成状況

成果 2：食用ゴマが導入され、生産体制が構築される。

成果 2 の活動のうち、食用ゴマに関連する研修の実施は成果 1 の活動と統合された。そ

の他の活動については、大幅な遅延もなく計画どおりに実施されている。指標 2-1 は、プ

ロジェクトの後半に達成されることが期待されているものの、指標 2-2、2-3、2-4、2-5 は、

指標が適切に設定されておらず、達成状況を判断することは困難である。

指標 2-1：導入に適した品種の選択

➢  プロジェクトの後半に指標が達成される見込みである。

Gampela サイトでは、2016 年の乾季に 50 種のゴマ種子を試験的に栽培した。この試験

栽培に基づいて、4 種（S42、32-15、Humera、Wollega）を VAT 試験の対象として選定した

上で、8 品種（GMP3、SIE2、KDG3、KDG5、BEN2、BEN4、PSK1 および MDK2）を候補

品種として選択した。これらの品種は 4 つの地域で、135 人の農家の参加の下で選抜され、

また、S42、Humera、MKD2、GMP3 を用いた食味試験も実施された。これらの結果から、

有望な食用ゴマと考えられる MKD2 と GMP3 の生産システムの整備が進められている。

指標 2-2：INERA による新品種の承認

➢  指標は未達成である。

➢  指標の設定を再検討する必要がある。

プロジェクトの調査によると、国家品種登録は国家種子委員会（Comite National de 
Semance：CNS）によって審査が行われ、判断が下されることが分かった。したがって、

新品種の承認を行う主体は INERA ではない。CNS は DGPV 総局長が議長を務め、農業省、

環境省、科学技術省の主要 3 省に加え、警察省、法務省、保健省、経済省などから指名

されたメンバーで構成されている。また、CNS のサブコミッティーのチームが INREA の

Farako-Ba ステーションに設置されており、科学的な審査を行っている。
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•補足指標：品種登録の申請用紙を CNS に提出する

補足指標は、プロジェクト終了時までに達成されることが見込まれる。ゴマの国家登録

制度に関する調査は完了しており、品種登録の申請に必要な手続きが明らかにされてい

る。また、品種登録に必要な試験データの収集は着実に進んでおり、2018 年後半には申

請の準備が整うことが見込まれている。なお、全国品種登録の国家カタログは 5 年ごとに

更新されるため、次の登録機会は 2019 年となる。

•補足指標：新品種のデータシートを INERA が承認する

補足指標は、プロジェクトの後半に達成されることが見込まれている。活動の進捗状況

で述べたとおり、DHS 試験、VAT 試験を通じて得られたデータは整理、分析が進められ

ており、ゴマの原種種子の生産に関する研究も進行中である。これらの研究の成果はプロ

ジェクト後半で取りまとめられ、新品種の技術仕様書が INERA の承認を受ける予定であ

る。

指標 2-3：受益者数に関する指標が検討されている

➢  指標は検討中であるが、当初の計画（詳細計画策定調査報告書）で目標としている受益者

の人数は、プロジェクトの後半で達成される見込みである。

成果 2 の活動の対象となる農民グループは、成果 1 の活動の対象となる農民グループと

同一である。そのため、指標 1-2 と同様に、受益者数（中核農家、FFS/FBS に参加したゴ

マ生産農家）については、当初計画の目標値を達成することが見込まれている。

指標 2-4：栽培技術普及のために実施された研修の回数（●回）及び参加者数（●名）

指標 2-5： 組織活動と管理システムの強化のために提供された研修の回数（●回）及び参加者

数（●名）

➢  指標 2-4、指標 2-5 の達成状況を測定することは困難である。関連する活動は成果 2 の下で

は実施されておらず、指標のデータを入手することは不可能である。

食用ゴマの栽培に関する研修（活動 2-5、2-6、2-7）はブルキナファソ側のカウンターパー

トとの共通認識に基づき、活動の実施を取りやめている。そのため、本指標を用いて成果

2 の達成状況を測定することは不可能である。なお、成果 1 で実施されている研修では、

ゴマ栽培技術に加えて、流通に関連するテーマを扱っており、本指標は成果 1 の達成状況

の測定に用いられている。

（３）成果 3 の達成状況

成果 3：プロジェクトが対象とする種子の生産・配布体制が整備される。

成果 3 に関連する活動は計画どおり実施されている。しかし、成果 3 の 5 つの指標のう

ち、4 つの指標（指標 3-2、3-3、3-4、3-5）については、指標の設定が適切ではなく、再

検討する必要がある。中間レビュー調査においては、達成状況を測定するために複数の補
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足指標を用いた。

指標 3-1：選択した搾油用ゴマの種子生産量（● kg → ● kg）

➢  活動は実施中であり、現時点で指標に関連するデータを入手することは困難である。

➢  数値目標は設定されていないため、指標の達成状況を測定することは困難である。

2016 年の研修に参加した農家のアンケート調査によると、① BM 州では、アンケート

に参加した 13 名の種子生産農家による総生産量は 10,995 kg、1ha 当たりの収量は 53 kg/ha
から 480 kg/ha であった。また、② HB 州では、アンケートに参加した 13 名の種子生産農

家による総生産量は 7,401 kg、1ha 当たりの収量は、17 kg/ha 〜 494 kg/ha であった。

•補足指標：種子生産に関する研修の回数と参加者数

表－ 10 に示したとおり、現在までに種子生産研修（理論研修、実践研修、総括セミ

ナー）は計 17 回実施され、平均 27 名の農家が参加している。今後も研修は継続実施され

ていく予定であり、研修回数、研修参加者数は増加していくことが見込まれる。

表－ 10：研修参加者数（種子生産研修）

研修コース

HB 州 BM 州

日付
参加

者数
日付

参加

者数

種子生産 理論研修（2015 年） 2015 年 6 月 16 ～ 17 日 34 名

種子生産 理論研修（2016 年） 2016 年 6 月 7 日～ 8 日 30 名
2016 年 5 月 31 日

～ 6 月 1 日
25 名

種子生産 実践研修（第 1 回 /2016 年） 2016 年 6 月 30 日 28 名 2016 年 6 月 28 日 25 名

種子生産 実践研修（第 2 回 /2016 年） 2016 年 7 月 14 日 28 名 2016 年 7 月 12 日 26 名

種子生産 実践研修（第 3 回 /2016 年） 2016 年 8 月 10 日 27 名 2016 年 8 月 25 日 25 名

種子生産 実践研修（第 4 回 /2016 年） 2016 年 10 月 6 日 23 名 2016 年 10 月 13 日 25 名

種子生産 実践研修（第 5 回 /2016 年） 2016 年 10 月 20 日 24 名 2016 年 10 月 27 日 24 名

種子生産 総括セミナー 2016 年 12 月 8 日 25 名 2016 年 12 月 6 日 26 名

種子生産 理論研修（2017 年） 2017 年 2 月 8 ～ 9 日 27 名 2017 年 2 月 15 ～ 16 日 38 名

（出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成）

•補足指標：認証された種子生産の検査のためのマニュアルの更新

2008 年～ 2012 年の期間で JICA が実施した「ブルキナファソ国優良種子普及計画プロ

ジェクト（PDSA 2008-2012）」で作成されたマニュアルの更新作業が進められている。同

マニュアルは DGPV の職員、INERA の研究者、全国種子課（Service National desSemences：
SNS）の査察官を含むプロジェクトメンバーによってレビューされている。このプロセス

はプロジェクトの 2018 年までに完了する予定である。

－ 17 －



指標 3-2：食用ゴマの種子中の異なる色の種子の混合比（● % →● %）

指標 3-3：選択された食用ゴマの原種種子の量（● kg/ 年）

指標 3-4：食用ゴマの種子を生産する農家の数（●農家）

指標 3-5：食用ゴマの種子生産に使われた農地の総面積（● ha）

➢  指標に関連する活動が進行中であり、この指標の中間レビューのためのデータを入手する

ことは困難である。

➢  これらの指標は再検討する必要がある。

これらの指標は食用ゴマを想定しているものの、本プロジェクトでは、関係者のニーズ

を考慮し食用ゴマに特化した活動を行っていない。そのため、これらの指標の達成状況を

判断するためのデータの入手は困難である。また、指標の再検討に加え、関連する活動に

ついても見直しを行う必要がある。

•補足指標：全国種子生産者リストに新たに登録された農家の数

表－ 11 に示すように、種子生産のための種子生産者登録を完了した農家の数は、対象

2 州の合計で 29 名であった。内訳は BM 州が 15 名、HB 州が 14 名（2017 年 2 月 22 日時点）

である。なお、2016 年に種子生産研修に参加した HB 州の中核農家は、2017 年にも種子

生産者リストへの登録を行わなかった。登録を行わなかった明確な理由は確認されていな

いが、K.Vigué 村での聞き取り調査では、生産した認証種子を販売するための市場へのア

クセス手段が限られており、村内で消費するゴマ種子が過剰供給になっているという問題

が指摘された。

表－ 11　種子生産者登録数（2017 年 2 月 22 日時点）

2016 年 2017 年 合計

BM 州 13 名 2 名 15 名

HB 州 0 名 14 名 14 名

29 名

（出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成）

（４）成果 4 の達成状況

成果 4：ゴマ関係者のマーケティング能力が改善される。

成果 4 の指標は明確に記載されておらず、成果の達成を測定することは困難である。そ

のため、成果 4 の成果を測定するためには適切な指標を設定する必要がある。

指標 4-1：ゴマの国際的な市場動向を理解するための仕組みを構築する

➢  関連する活動は実施中であり、中間レビュー時点で指標の達成状況を測定するデータを入

手することは困難である。
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ゴマ種子のプラットフォームは、日本で 2 回（2015 年 5 月と 2016 年 6 月）、ブルキナファ

ソで 1 回（2016 年 8 月）開催された。これらのプラットフォームは、ブルキナファソの

ゴマ関係者が国際市場の動向を理解するための重要な機会となっている。また、農薬管理

に関連して、日本人専門家は、BM 州および HB 州のゴマ生産農家を訪問し、収穫、乾燥、

脱穀及びスクリーニングの作業を視察するとともに、ブルキナファソ国内で採集したゴマ

のサンプルを日本に持ち帰り分析を行っている。これらの取り組みを通じて明らかになっ

た事項は、今後の品質管理に役立てられる。

指標 4-2：品質管理のために実施された研修の回数（●回）

➢  指標には数値目標が設定されていないため、達成状況を判断することはできない。

数値目標が設定されていないため、指標の達成状況を測定することは困難である。プロ

ジェクトは、2016 年 11 月 29 日に BM 州でゴマ関係の業者を対象とした研修を行い、24
名が参加した。2017 年には、第 2 回目の研修が予定されており、研修内容に関する協議

が進められている。また、ブルキナナファソ産のゴマ取扱業者から採集した 13 のサンプ

ルと、生産者から収集したゴマの 23 サンプルを用いた残留農薬の分析を日本国内で実施

した。

指標 4-3：ゴマの職業間組織の強化に関する指標が検討されている

➢  指標を検討中である。ゴマの職業間組織の強化の指標を設定する必要がある。

指標が適切に設定されていないため、達成状況を測定することは困難である。ゴマの職

業間組織（インタープロフェッション）の強化に関する指標を検討し、設定する必要があ

る。

指標 4-4：ゴマ関連情報の発信回数（●回）

➢  指標には数値目標が設定されていないため、達成状況を判断することはできない。

本指標はゴマ関連情報の発信にかかわる活動の結果を測定するものである。中間レ

ビュー調査の時点で、ゴマ関連の情報発信を阻害する要因はないことから、計画どおりに

活動が実施されれば、指標は意図されたレベルで達成されることが見込まれる。なお、現

時点で日本語とフランス語の 2 言語で発行されたパンフレット（2016、2017）、ならびに

計 5 回のニュースレター（vol.1 〜 vol.5）の発行が行われた。

２－３　プロジェクト目標の達成見込み

プロジェクト目標：プロジェクト対象農家のゴマの生産性と収入が改善される。

現行の PDM では、指標が適切に設定されていないため、プロジェクト目標の達成の見込みを

判断することはできない。また、ブルキナファソ側カウンターパートの正式な任命の遅れと、日

本人長期専門家（総括 / 農業・農村開発アドバイザー）の離任により、プロジェクト活動の多く

－ 19 －



は 2016 年以降に開始されている。農家を対象とした研修は 2016 年のゴマ生産の時期、1 シーズ

ンのみで実施されているため、活動の具体的な成果が観察され、指標に関連するデータの入手が

可能となるまでには、一定の時間が必要である。

指標 1：搾油用ゴマ栽培による家計当たりの収入（● FCFA/ 年→● FCFA/ 年）

指標 2：食用ゴマ栽培によるによる家計当たりの収入（● FCFA/ 年→● FCFA/ 年）

➢  必要なデータが入手できないため、指標の達成状況を測定することは困難である。

➢  指標には数値目標が設定されていない。

プロジェクトの調査によると、ブルキナファソのゴマ生産農家のゴマ生産による収入は 1ha 当

たり 103,000FCFA（約 19,000 円）と推定されている。ただし、PDM の指標に数値目標が設定さ

れておらず、指標のデータを入手することも困難であるため、本指標を用いてプロジェクト目標

達成の見込みを評価することは不可能である。また、収入の増減を指標とした場合、ゴマ生産農

家の収入は販売価格の変動に大きく影響を受けることに留意する必要がある。

指標 3：搾油用ゴマ生産性（● kg/ha → ● kg/ha）
指標 4：食用ゴマ生産性（● kg/ha → ● kg/ha）

➢  搾油用ゴマ、食用ゴマといった用途ごとのゴマの生産性に関するデータの入手ができない

ため、指標の達成状況を測定することは困難である。

➢  指標には数値目標が設定されていない。

指標に関連するデータが現時点で入手困難であり、なおかつ数値目標が設定されていないこと

から、指標の達成見込みを正確に評価することが難しい。また、搾油用ゴマ、食用ゴマの個別の

生産性の増減を判断するための基準データを入手することができないことから、これらの指標に

ついては、再設定をする必要がある。

２－４　上位目標の達成見込み

上位目標：ゴマの輸出量が増大する。

中間レビューの時点で上位目標の達成見込みを判断することは時期尚早である。また、プロ

ジェクト目標と上位目標との因果関係が明確ではないことに加え、上位目標を達成するための道

筋についても明らかではないため、上位目標の設定を見直す必要がある。

指標 1：搾油用ゴマの輸出高（●万 t → ●万 t）
指標 2：食用ゴマの輸出高（●万 t → ●万 t）

➢  搾油用ゴマ、食用ゴマといった用途ごとのゴマ輸出量に関するデータの取得は困難であり、

指標の達成見込みを判断することは困難である。

➢  指標には数値目標が設定されていない。

ゴマの輸出量に関しては、表－ 12 に示すように、プロジェクトが開始された 2014 年と比較し
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て 2015 年、2016 年ともに増加している。しかしながら輸出量の増加には、国際価格の変動や、

気象条件による生産量の増減といったさまざまな要因が影響することから、ゴマ輸出量の増加と

プロジェクト活動の成果との因果関係は不明である。したがって、上位目標である「ゴマの輸出

量が増大する」については、目標設定の妥当性を考慮する必要がある。

表－ 12　ゴマ輸出量の推移

2014 年 2015 年 2016 年

94,889 t 171,461 t 159,837 t
（出所：Trade map 120740 Sesamum seeds, whether or not broken）

２－５　プロジェクトの実施プロセス

プロジェクトの効果発現に貢献した要因並びにプロジェクトの効率的な実施を阻害した問題点

として、以下の項目が挙げられる。

２－５－１　プロジェクトの効果発現に貢献した要因

（１）フィードバックを活用した継続的な改善

プロジェクトは、各研修の実施から得たフィードバックや教訓を活用し、継続的な研修

内容の改善に取り組んでいる。例えば、2016 年の研修には、フランス語を十分に理解し

ない中核農家が研修に参加していたことにより効率的な研修の実施が困難であった。こう

した問題を改善するため、研修に参加する中核農家の選定は、明確なクライテリアに基づ

き慎重に行われた。また、研修の実施時期、内容、期間は、前回研修の結果やフィード

バック、所見に基づいて必要な変更がなされている。こうした、PDCA サイクル（Plan-Do-
Check-Action）は、適切に機能しており、対象ゴマ生産農家への効率的な技術移転に寄与し

ている。

（２）ローカルリソースの活用

プロジェクトでは、他ドナーや政府機関によって実施されたゴマセクターの支援事業を

通じてブルキナファソに蓄積された既存のリソースを活用し、効率的な活動を実施して

いる。特に研修の実施に当たっては、他ドナーが実施するプロジェクトに直接関与した

経験のある地域の専門家を登用しており、研修の内容については、地域の状況を十分に

把握している専門家との討議を通じて決定されている。また、JICA が過去に実施した優

良種子普及計画プロジェクト、ドイツ国際協力公社（Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit：GIZ）の実施した農業開発プログラム（Programme Développement de 
l’Agriculture：PDA）など、他のプロジェクトによって開発されたマニュアルや研修教材を

活用している。

２－５－２　プロジェクトの問題点

（１）コミュニケーションと相互理解の不足

プロジェクトメンバー間のコミュニケーションには課題が見られる。関係者間の日常的

なコミュニケーションは十分とは言えず、多くのカウンターパート職員にとって、合同調
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整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）がプロジェクト進捗に関する情報を入手す

るための主な機会となっている。JCC などの正式な会合では、参加者の手当やその他の費

用を賄うための予算配分が必要であるが、ブルキナファソ側が負担すべき予算が不足して

いるため JCC 以外の会議の頻度は十分ではない。また、カウンターパート職員が通常業

務で多忙であることもあり、予算を必要としない定期的な会議は開催されていない。こう

した事情により、プロジェクト関連の情報共有の機会が限られており、カウンターパート

職員のプロジェクト活動への参加や、プロジェクトに関する相互理解の醸成を阻害してい

る。

（２）PDM の修正の遅れ

ベースライン調査の結果の検証が遅れたため、PDM の改訂が適切なタイミングで実施

されていない。現在の PDM に設定された指標は具体的な記述に欠けており、各活動の目

標が明確ではない。プロジェクトの適切な枠組みが整理されていないため、プロジェクト

関係者が活動の実施、及びその目標を達成するための道筋について共通認識を持つことが

できていない。

（３）ブルキナファソ側による予算配分の制限

ブルキナファソ側の活動を効果的に実施するための予算配賦が十分ではない。カウン

ターパート職員は予算不足が原因でプロジェクト活動に積極的に参加することができてお

らず、円滑なプロジェクト運営が困難になっている。カウンターパート職員の活動への関

与の機会が制限されることにより、先方のオーナーシップ意識が希薄になり、さらに活動

への参加意欲が低下するという悪循環に陥っている。また、カウンターパート職員以外

で、プロジェクトの効果発現に重要な役割を果たす ZAT/UAT などの地方農業機関の巻き

込みが不十分であり、プロジェクトによる技術移転の普及メカニズムの有効性が損われて

いる。
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第３章 　プロジェクトの実績と達成状況

３－１　評価 5 項目による評価結果

３－１－１　妥当性：やや高い

プロジェクト目標及び上位目標は、ブルキナファソにおける農業セクターの国家戦略並びに

わが国の対ブルキナファソ援助方針と整合している。また、プロジェクトの活動は対象地域の

農民やゴマ関係者のニーズを満たすものである。一方、プロジェクトの最終受益者であるゴマ

生産農家への技術移転のアプローチについては改善の余地がある。

（１）国家政策に見る優先課題

本プロジェクトは、経済成長加速のために農業分野に重点を置くブルキナファソの開発

戦略と整合している。ブルキナファソ政府は成長加速化に向けた戦略文書である SCADD
に対応する農業分野の実行計画文書として PNSR を策定しており、ゴマを含む搾油作物に

国際市場への輸出が可能な農産物としての高い優先順位を付けている。本プロジェクト

は、ゴマの生産性向上とゴマの輸出量の増加を目指しており、上述のブルキナファソの開

発戦略や実行計画の方針と整合している。

（２）必要性

ゴマは対象地域の農民にとって重要な換金作物の一つである。ゴマの 1ha 当たりの生産

性の向上及びゴマフィリエール関係者のマーケティング能力の強化は、対象となるゴマ生

産農家の収入向上に寄与することが期待される。また、ゴマの輸出はブルキナファソにお

ける外貨獲得の重要な機会であることから、ゴマを取り扱う輸出業者の能力強化に関する

ニーズも高いと言える。したがって、プロジェクトが目標とするゴマの生産性の向上と収

入の改善に向けた各活動はゴマ関係者と最終受益者のニーズを満たしていると言える。

（３）プロジェクトアプローチの適切性

本プロジェクトは、適切な技術の普及、認証種子の導入、ゴマセクター関係者の能力向

上を通じてゴマ生産の強化を目指すものであり、プロジェクトのアプローチはおおむね適

切である。また、対象地域と中核農家の選定についても明確なクライテリアに基づき注意

深く実施されている。一方で、移転した技術を対象地域に普及・定着させるためには、中

核農家が実施する FFS/FBS を定期的にサポートする仕組みが必要となる。しかしながら、

モニタリング並びにフォローアップの体制が適切に構築されておらず、プロジェクトのア

プローチに課題が見られる。プロジェクト前半では、地域の農業普及員である ZAT/UAT
の活動予算の不足が主な原因で十分にプロジェクト活動に関与することができておらず、

プロジェクトによるモニタリングは 14 地域対象に合計 3 回の実施に留まっている。

（４）プロジェクト実施体制の適切性

プロジェクト関係者の役割分担は明確にされているものの、予算面での制約により中心

的なカウンターパート機関である DGPER のプロジェクトへの関与が十分ではなかった。

また、その他のカウンターパート機関である INERA、DGPV に加え、研修後のモニタリ
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ング、フォローアップで重要な役割を持つ ZAT/UAT のプロジェクトへの関与も不十分で

あった。プロジェクト後半においては、成果 1 ～成果 3 の活動について、これらのカウン

ターパート機関の積極的な参加の下で実施される必要がある。なお、プロジェクトの活動

予算が適切に配賦されていないことを含め、先方カウンターパート機関のオーナーシップ

意識の低さが観察されたが、その原因の一つとして、カウンターパート機関の日常業務と

プロジェクト活動の内容のギャップが指摘される。

３－１－２　有効性：測定不能

指標が適切に設定されておらず、中間レビュー時点で関連するデータの入手ができないこと

から、プロジェクト目標の達成の見込みを判断することが難しい。そのため、現行の PDM に

基づいて、有効性を適切に評価することはできない。

（１）プロジェクト目標の達成見込み

「２－３　プロジェクト目標の達成見込み」で述べたとおり、現行の PDM で設定され

た指標は適切ではない、もしくは記述が明確ではないため、プロジェクト目標の達成の見

込みを正確に評価することは困難である。中核農家を対象とした各種の研修はプロジェク

トチームが派遣された 2016 年から本格的に開始され、おおむね計画どおりに実施されて

いるものの、研修成果を普及・定着させるためのモニタリングやフォローアップの仕組み

は、依然として構築途上にある。また、ブルキナファソ側のカウンターパート職員の正式

な配置が遅れたことにより、多くの活動について計画されている技術移転の成果が十分に

発現していない。ゴマの生産は 1 年に 1 回しか行えないため、プロジェクトの具体的な成

果を確認するためのデータの取得には一定の時間が必要となる。

（２）プロジェクト目標と各成果の因果関係

PDM におけるプロジェクト目標と成果の因果関係は、おおむね適切である。本プロ

ジェクトは、地域のゴマ生産農家やゴマ分野の関係者の能力強化を通じて、ゴマの生産の

仕組みを強化することを目的に実施されている。この目的の達成のために、FFS/FBS を通

じたゴマの生産性向上（成果 1）、食用ゴマ種子生産システムの導入・構築（成果 2）、ゴ

マ種子の生産と流通のためのシステムの開発（成果 3）を行うとともに、ゴマセクター関

係者のマーケティング能力を強化（成果 4）するというプロジェクト設計になっている。

しかしながら、中間レビュー調査においては、食用ゴマの生産システムの構築と導入に

は一定の期間が必要であり、プロジェクト完了までに対応することが不可能であることが

明らかになった。

（３）プロジェクト目標達成に影響する外部条件

プロジェクトによるモニタリング体制の構築、地域の関係者によるフォローアップ体制

の整備の遅れは、プロジェクト目標達成の阻害要因となる。中核農家による技術普及を計

画している本プロジェクトのアプローチは、対象地域のゴマ生産農家にはなじみの薄い手

法であり、FFS/FBS の実施促進のためには、適切なモニタリングの仕組みが必須である。

また、ZAT/UAT 等の地域の関係者によるフォローアップ体制の整備は、一般農家が移転
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された技術と知識を継続的に使用し、それらが地域に定着するために必要不可欠である。

なお、プロジェクト目標の外部条件である 「国際市場におけるゴマの価格が大幅に下落

しない」は、中間レビュー調査時点で満たされていることが確認された。

３－１－３　効率性：中程度

日本側投入はおおむね適切であり、期待される成果の実現に寄与している。一方で、ブルキ

ナファソ側の予算配賦が十分ではなく、カウンターパート職員の積極的なプロジェクトへの関

与が制限されている。

（１）日本側の投入

2014 年の政変の影響と日本人長期専門家の辞任により、本格的な活動の開始は当初の

計画よりも大幅に遅れている。プロジェクトを取り巻くこのような困難な状況において、

日本人専門家は高度な専門知識を駆使して活動に取り組んでいる。プロジェクト活動に用

いる資機材は各活動の必要性に応じて随時調達され、試験圃場などの現場で活用されてい

る。また、本邦研修、第三国研修は戦略的に計画、実施された。本邦研修に参加したカウ

ンターパーㇳ職員は、研修終了後にプロジェクト活動に積極的に関与し、日常業務におい

て研修で学んだ知識・技術を活用している。

（２）ブルキナファソ側の投入

ブルキナファソ側の予算配賦が十分でなかったことにより、カウンターパート職員のプ

ロジェクトへの関与は限られている。プロジェクトの残りの期間における効率的な活動

実施に向けては、適切な予算配賦と、カウンターパート機関の積極的な参加が必須とな

る。人的資源に関しては、DGPER、DGPV、INERA、DRAAH から合計 19 名のカウンター

パート職員が配置されており、JCC 等の会議に出席をしている。また、3 カ所の日本の専

門家の執務スペース（DRAAH-BM、DRAAH-HB、DGPER）並びに 4 カ所の試験圃場（CPR 
Kurougou、INERA Gammpela、INERA Farako-Ba、 INERA Niangoloko）がブルキナファソ側か

ら提供された。

３－１－４　インパクト：時期尚早

（１）上位目標の達成見込み

中間レビュー時点で、多くの活動が実施中であり、プロジェクトのインパクトを測定す

ることは時期尚早である。また、現行の PDM の指標を用いて上位目標達成見込みとプロ

ジェクトの効果の規模を予測することも困難である。プロジェクト完了後にブルキナファ

ソ国内の他地域で FFS/FBS を普及させるための道筋が明確ではなく、プロジェクトの成

果がどの程度広がっていくかについても明確な判断根拠がない。

（２）プロジェクト目標と上位目標の因果関係

プロジェクトの上位目標はゴマの輸出の増加であり、プロジェクトの目的は地域の農家

の生産性と収入の改善である。現時点で上位目標を達成するための道筋が明確にされては

おらず、上位目標を達成するという観点で実施されている活動はない。また、ゴマの輸出
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量の増減については、国際的なゴマの価格や気象条件などの外部要因が大きく影響するこ

とから、プロジェクトの貢献度を測定することは困難である。そのため、上位目標の設定

自体が適切ではないと考えられる。

（３）その他のインパクト

中間レビュー時点で正負の波及効果は見られない。本プロジェクトの多くの活動は

2016 年に開始されており、ブルキナファソのゴマ分野に何かしらの波及効果を生み出す

ためには、一定の時間が必要である。

３－１－５　持続性：やや低い

政策面の持続性は確保されることが見込まれるが、組織面、財政面、技術面での持続性には

改善すべき課題が見られるため、プロジェクトの後半に向けて取り組みを強化していく必要が

ある。

（１）政策面

本プロジェクトの目的は、ブルキナファソ政府の国家開発戦略及び農村セクター開発計

画と一致しており、ゴマ生産の改善にかかわる優先順位は依然として高い。また、収穫後

のゴマの取り扱いを規定した仕様書である「Cahier des Charges」が 2016 年に関係省庁によ

り署名され、2017 年に発効する予定である。さらに、栽培に関する「Cahier des Charges」
も準備中であり、こうした状況は、プロジェクトの政策面の持続性の確保に貢献してい

る。

（２）組織面

中核農家を対象とした研修の計画立案から関係者の調整、研修実施など、プロジェクト

完了後にプロジェクトの成果を活用していく主要なアクターが明確ではない。中心的なカ

ウンターパート機関である DGPER は、国内及び地域の流通、収穫後処理、国内消費に関

する業務に責任を負うが、プロジェクト活動は、技術開発、品種選択、技術普及、種子流

通、農薬管理、輸出といった幅広い活動が含まれる。組織面での持続性を確保するために

は、幅広いアクターのプロジェクト活動への積極的な巻き込みが必要である。

（３）財政面

ブルキナファソ側が活動を継続的に実施していくための持続的な仕組みがない。活動予

算の不足は、プロジェクト実施期間中においてもカウンターパート職員のプロジェクト活

動への関与を阻害しており、財源確保の課題は、財務面の持続性のみならず、技術移転の

効率性をも低下させている。

（４）技術面

プロジェクトの主な技術移転の対象は、BM 州、HB 州のゴマ生産農家である。そのた

め、プロジェクトによる FFS/FBS 研修が終わった後に、中核農家による FFS/FBS が確実

に実施されるためのモニタリングの仕組みが不可欠である。しかしながら、農民活動のサ
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ポートにおいて中心的な役割を果たす ZAT/UAT の関与は、プロジェクト前半ではほとん

ど見られなかった。技術面での持続性確保に向けては、こうした地域のアクターの巻き込

みが必須となる。一方で、プロジェクトで準備されたマニュアル、テキスト、ツールは、

プロジェクト完了後にも現場レベルで活用されることが見込まれる。

３－２　結論

ブルキナファソでは、これまでもゴマ分野を対象とした他ドナー及び政府機関による支援事業

が多く実施されてきた。プロジェクトはこれらの支援事業を通じてブルキナファソ国内に蓄積さ

れたローカルリソースを活用し、効率的な事業運営を行っている。また、各種研修の実施におい

ては、継続的な改善を計画に取り入れており、研修成果の向上に努めている。他方、ブルキナ

ファソ側の予算が限られているため、カウンターパート職員が十分に活動に関与することができ

ていない。また、日常的なコミュニケーションや情報共有においても課題があり、かつ PDM が

適切に設定されていないことから、プロジェクトに関する共通理解の醸成が進んでいない。これ

らの要因がプロジェクトの円滑な実施を阻害している。

評価 5 項目の評価結果では、プロジェクトの妥当性は「やや高い」と評価した。プロジェクト

のアプローチは、農業セクターを経済成長の柱とするブルキナファソの国家政策や日本の援助政

策と合致しており、換金作物であるゴマの生産性の向上は関係者のニーズとも整合している。一

方で、プロジェクトのデザインに関しては、改善すべき課題が見受けられた。有効性については

「測定不能」と判断した。PDMの指標が適切に設定されておらず、プロジェクト目標の達成状況・

見込みを測定することは不可能である。効率性に関しては「中程度」と評価した。すべての成果

は未達成であり、ブルキナファソ側の予算が不足している中で活動が実施されている。各活動で

着実な成果が見られるとはいえ、実施体制の整備に時間を要したことで、活動の進捗に遅れが見

られる。インパクトについては、評価を行うことが「時期尚早」であることに加え、プロジェク

ト目標と上位目標の因果関係に乖離が見られることから、PDM の上位目標を再検討する必要が

ある。プロジェクトの持続性は、「やや低い」と判断した。政策面での持続性は確保されている

一方で、財政面、組織面、技術面において、課題が見られることから、プロジェクト後半では改

善に向けた取り組みが必要となる。これらの評価結果を踏まえ、プロジェクトの残りの期間およ

びプロジェクト完了後におけるさらなる改善のために、中間レビュー調査団は、「３－３　提言」

に示すとおり、提言をまとめた。

３－３　提言

中間レビュー調査団は、以下のとおり、今後実施すべき事項を提言する。

３－３－１　プロジェクトチームへの提言

（１）PDM 改訂について

中間レビュー調査開始時点で、PDM 指標の数値目標が未設定であり、また適切な指標

が設定されていない箇所も見られた。プロジェクトの目標、その先の活動を関係者間で

共有するためにも PDM に適切な指標、数値目標が設定されることは不可欠であることか

らも、可能な限り早いうちに PDM 改訂、数値目標の設定を行うこと。本評価団は改訂版

PDM のドラフト版を作成し、評価報告書の別添として提出している。次回 JCC までに改
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訂版 PDM について議論し、最終合意が図られるよう期待する。

（２）情報共有について

１）プロジェクトはワーキングチームを結成しており、チーム内での情報共有は主に

JCC で行われている。しかし、実際の各活動の実施者とワーキングチーム内のカウンター

パートに任命されている者にはいくつか乖離が見られる。日本側、ブルキナファソ側、両

者の各活動における実施者間で情報共有が円滑になされるよう、まずはプロジェクトの

PO に従い、各活動に対応する両者の実施責任者を明確にする。

２）上述の通り、JCC 以外に関係者間で情報共有を行う場がほとんど存在しない。これ

は慢性的な予算不足の問題を抱えるなか、公式な場を設置する場合は多くの支出を必須と

することが一因となっている。今後は、JCC 等の公式な会議とは別に、１）の実施責任者

間で定期的なプロジェクト進捗を共有する打合せが設けられることを期待する。

３）各活動の実施責任者は各自の上長に定期的にプロジェクト活動の進捗報告を行い、

関係者間でプロジェクト進捗を共有する。左記については、次官表敬時に先方農業省次官

と調査団長間で確認された事項である。

（３）モニタリング・フォローアップの強化

１）FFS/FBS 等の技術研修の実施フォローや一般農家への技術普及を担保するためには、

公的農業普及員（ZAT/UAT）を巻き込んだモニタリング・フォローアップ活動が必須であ

る。

２）どのようにローカルの人的リソースを活用しモニタリング・フォローアップ体制を

強化するか、今後のプロジェクト活動で議論していく。

３－３－２　ブルキナファソ側への提言

（１）R/D 記載のプロジェクト活動のローカルコスト負担の順守に向け、最大限尽力する。

（２） カウンターパート職員のプロジェクト活動への参加が非常に限定的である。今後のプロ

ジェクト活動の成功、プロジェクト終了後の持続性を担保するためにも、JICA 専門家

に相談のもと、ブルキナファソ側が強いリーダーシップ・イニシアティブを持って活動

を実施していくこと。

（３） 次官表敬時に先方農業省次官と調査団長間で確認したとおり、ベースライン調査の審議

会については、次回 JCC を早急に実施するためにも、可能な限り早く実施する。また、

その実施に際して、JICA 専門家は技術面でサポートを行う。

３－３－３　日本側への提言

（１） 中間レビュー調査の結果を受けて、今後の効率的・効果的な投入に向けて、JICA ブル

キナファソ事務所、JICA 本部は見直し・協議を行う。

（２） 効果的・効率的なプロジェクト活動のために、JICA 技術協力のコンセプト、JICA プロ

ジェクト評価ガイドラインをブルキナファソ側と共有する。
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第４章　団員・団長所感

４－１　農薬管理団員所感

４－１－１　ブルキナファソ産ゴマの残留農薬問題の概要

ブルキナファソ産ゴマについては、日本での輸入時検査において殺虫剤であるイミダクロ

プリドが基準値（0.01ppm）以上検出されたことにより、現在、検査命令の対象となっている。

検査命令は輸入者が輸入の都度、輸入者自身の負担で検査を行わなければならず、また、結果

が判明するまで通関手続きが行えないため、通常の輸入手続きに比べ、経済的かつ時間的な負

担が生じ、国際的な競争力を失う一因となる。

ゴマのイミダクロプリドの日本の残留基準値については、近く、0.01ppm から 0.05ppm に引

き上がる予定ではあるが、過去に 1.5ppm を検出した事例もあり、また、現在も輸入者の自主

的な検査で 0.05ppm を超える事例も散見されており、基準値緩和が最終的な問題解決にはなら

ない。

いずれにしても、輸入時に残留農薬違反が発見されると、全量が輸出国へ積戻しになった

り、第三国へ再輸出されたり、あるいは、廃棄処分されたりと、その経済的損害は甚大であ

り、この残留農薬問題を解決することは、ブルキナファソ産ゴマの安定的かつ継続的な輸出の

拡大に避けては通れないものである。

４－１－２　残留農薬問題解決のための基本事項

輸出農作物の残留農薬問題を解決し、国際市場の信頼性を高めるためには、一つには、輸出

相手国において違反が繰り返し発見されないよう、自国において食品中の残留農薬の検査能力

を向上させ、輸出時における検査システムを確立することが重要である。しかしながら、食品

中の残留農薬検査は、あくまでロット全体のゴマの一部の検体のみしか検査することができな

い（抽出検査）ことから、この対応のみで完結することはできない。特にゴマのように数多く

の小規模農家が少量ずつ生産し、一つの構成されたロットの中に数多くの小規模農家のゴマが

混在するという特徴をもっていることから、なおさら、輸出検査のみでは対応不可能である。

このため、農薬に汚染されたゴマを検査後に排除するのではなく、農薬に汚染されないよ

う、農薬を使用する各農家に対し、農薬を適正に使用するよう教育指導することが重要となっ

てくる。特に、ブルキナファソでは全国内でゴマを栽培している小規模農民が 120 万人も存在

するといわれており、これら数多くの農家に対していかに効果的に普及活動を行うかの視点が

重要である。

４－１－３　これまでのブルキナファソにおける対応状況

まず、輸出時における検査システムについては、これまでも輸出時検査のシステムは存在し

ていたものの、今般新たに、ゴマ仕様書（Cahier des Charges）が関係大臣（農業省・保健省・

商業省）の署名を終え、現在パブリックコメントを実施中とのことであった。その運用方法は

いまだ不明確な部分はあるものの一応の仕組みは出来上がるようである。検査項目について

は、現在も安全性に関する項目としてサルモネラ及びイミダクロプリドに関する検査証明書が

保健省の国立分析所（LNSP）により発行されていた。しかしながら、LNSP はブルキナファソ

で唯一農薬分析が可能な機関であるというものの、稼働できる液体クロマトグラフィー（Liquid 
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Chromatography – tandem Mss Spectrometry、以下 LC/MSMS という。）を所有しておらず、高速

液体クロマトグラフ（High Performance Liquid Chromatography、以下 HPLC という。）を用いて

分析しているとのことであった（検出感度などは未確認）。また、標準作業手順書（Standard 
Operating Procedure、以下 SOP という。）の作成など優良試験所基準（Good Laboratory Practices、
以下 GLP という。）の導入が未実施のようであり、検査結果の信頼性は確保されているとはい

えない。また、実際に輸出される貨物のうちのどの程度検査が実施されているのかについても

不明であった。（保健省の LNSP 所長は、輸出の許認可にその権限を強化したいとの意向を持っ

ているようであり、農業省と機関間協定に JICA も協力してもらいたいとの発言もあった。）こ

のように、輸出時検査を満足に行うようにするために克服すべき課題は非常に多い。

次に、農薬の適正使用であるが、ブルキナファソにおいても、パラグアイ共和国（以下パラ

グアイという。）同様、数多くの農家がゴマ栽培にかかわっていることから、農薬の適正使用

についての啓もう普及に対する取り組みの徹底は極めて重要である。ブルキナファソにおいて

は、各地に ZAT/UAT と呼ばれる DGPV の普及員が配置されているようであるが、彼らの業務

として農薬の適正使用について、重点化させることも対策の一助になりうる。

４－１－４　今後プロジェクトで実施すべき優先順位

輸出段階での検査の強化については、制度としての枠組みは一応出来上がっているものの、

残留農薬のように微量成分を正確かつ迅速に行うためには、LC/MSMS などの高度な機器を導

入するとともに、検査員の研修を積み、さらに、検査を実施する検査機関に GLP を導入し、

信頼性のあるデータを出すことが必要である。しかしながら、残されたプロジェクトの期間及

び必要となる予算を勘案すると、プロジェクト終了までの期間内にそれらを達成することは困

難と言わざるを得ない。

一方、農家に対する農薬の適正指導に関する啓もう普及については、既存の普及員の活動の

中に残留農薬対策、及び、以下に述べるアフラトキシン対策をも組み入れて実施することは十

分可能であり、また、それらの取り組みは問題解決のための重要なステップであることから、

このプロジェクトにおいても大いに取り組むべき課題と思慮する。農家に対する指導にあって

は、できるだけ単純明快で具体的な行動につながるメッセージが届くよう（例えば、アフラト

キシン対策では、①乾燥工程においてゴマを直接土の上に置かないこと、②袋詰めされたゴマ

の保管はパレットの上に置くこと、など。）工夫することが望まれる。

以上をまとめると、今後プロジェクトにおいては、農薬管理の主体となる農家への教育指導

の改善に重点を置き、輸出段階での検査については、ブルキナファソ政府の主体的な取り組み

を側面的に支援するという体制が妥当であると思慮する。

（追記：アフラトキシンについて）

最近、ブルキナファソ産ゴマからカビ毒の一種であるアフラトキシンが日本の輸入時モニタ

リング検査で検出（12 ㎍ /kg）された。アフラトキシンは自然界に存在する最も強い発がん性

物質であり、特に肝臓がんの原因となる発がん物質である。国際機関も「アフラトキシンの摂

取量を可能な限り低く抑えるべきである。」と勧告している。また、今回の輸入事例では、一

度に 1 万袋、500 t 以上ものゴマが日本への輸入を拒否されたことから経済的なインパクトも

大きく、これもイミダクロプリドと同じく検査命令の対象となったことから、今後のブルキナ
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ファソにおける取り組みが必要となっている。

アフラトキシンは、意図的に使用される農薬などと異なり、自然界（土壌中）に存在するカ

ビのゴマへの汚染、並びにその後の高温多湿の条件下によるカビの増殖に伴う毒素の産生がそ

の汚染の原因である。

このため、プロジェクトの活動の中で、アフラトキシン汚染についても、この機序を念頭に

置いた、ゴマの農業生産工程管理（Good Agriculture Practice、以下 GAP という。）を農家や流通

業者に対し普及指導することが望まれる。

４－２　ゴマ栽培団員所感

４－２－１　ゴマ、品種開発と技術開発の現状

プロジェクトが委託実施したベースライン調査では、2014 年には約 150 万世帯がゴマ生産に

よって所得向上と生活環境改善が実現されたとされており、人口約 1,810 万人のブルキナファ

ソで、ゴマが広く栽培されていることが推察されよう。国家の輸出においても金、綿花に次ぐ

外貨獲得第 3 位のコモディティの位置を占めている。輸出作物として重要なゴマの生産性向上

と生産量の増加を目的として、本プロジェクトでは栽培技術の開発と普及、品種純化、新品種

登録に向けた特性評価等にも取り組んでいる。

現状、搾油用ゴマと食用ゴマの区別はしておらず、INERA（国立環境農業研究所）と共同で、

富山大学（20 品種）とナイジェリアの NCRI（National Cereals Research Institute）（11 品種）から

分譲を受けた品種、それに INERA 所有のローカル品種（40 品種）を供試して特性評価と有望

品種候補の選抜を行っている。ブルキナファソの品種登録申請には DHS（遺伝的・形態学的

特性データ）と VAT（収量・営農的特性データ）が必要であるが、プロジェクトではそのため

のデータ集積を行っていて、効率的なデータ収集と言える。登録申請のためには 2 年間のデー

タが必要で、2017 年雨期が 2 年目のデータ収集となる。しかし、2017 年から 1 品種を新たに

調査に追加の予定で、これについては今年度が第 1 年目のデータとなる。また、知的所有権等

に配慮して、国外からの分譲品種を除外し、これまでの INERA 所有の物から 6 有望品種を候

補として選んでいる。

また、栽培技術の改善として品種、作付け時期、栽植密度、施肥量、追肥、殺虫剤の試験を

行っている。試験の結果有効と判断された技術、つまり①雨期の播種時期 7 月 21 日〜 8 月 1
日が 4 品種（S42、GMP3、Humera、MKD2）でそれ以後の播種の場合より生産性が高い、②基

肥 100kg/ha が生産性向上に効果的、150kg/ha 以上では 100kg/ha に比べてあまり効果がない、③

殺虫剤は効果的だが使用時期によって効果は異なる、については、技術移転を目的として実施

している中核農家を対象としたファシリテーター研修や種子生産農家研修に要素技術として適

宜組み込んでおり、INERA 研究者（実際にはプロジェクト予算による雇用者）が研修講師を

勤めることもあり、栽培研究と普及活動での連携がとられていることが明らかとなった。しか

し、下記４－２－２　に述べるように持続性には課題が残る。

４－２－２　ブルキナファソのゴマ品種配布の仕組みと INERA の問題

INERA は作物品種の育種家種子（Breeder’s seeds）、原原種種子（Foundation seeds）、原種種子

（Registered seeds）を保存・維持・提供する責任を負っている。INERA 本所から原原種種子を

INERA の国内各ステーションに配布し、そこで原種種子を生産して種子生産農家等に販売す
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る仕組みとなっている。種子生産農家は登録制で、栽培中に種子検査官の検査を受け合格すれ

ば認証種子（Certified seeds）として販売が可能となる。

ゴマで言えば、現在 5 品種が国家に登録されており、INERA 本所がそれらの原種種子を提

供できる体制になっているべきである。しかし、実際にはその内 3 品種しか現存しておらず、

しかもその内 2 品種は混雑が多く、現在プロジェクトで純化中である。したがって、現状残り

1 品種（S42）のみが言わばまともな登録品種の原種種子としての扱いが可能で、プロジェク

トで研修に使う品種も S42 のみである。

このように、INERA の作物品種の維持管理能力が疑われる。調査の結果、研究者は種子生

産現場に出ることはほとんどなく、現場での作業は日々雇用者がやっている実態から推して知

るべしとも言える。そのため、栽培技術の開発や有望品種の選抜試験を通じた共同作業によっ

て日本人専門家から技術移転を図ろうとしてもできないのが現状である。ゴマは主要食用作物

ではないとはいえ、輸出産品として重要な位置を占めているので、品種の維持管理は国家とし

ても基本的に重要な業務であることを深く認識し、その業務を確実に果たせるような体制を

INERA に整備することが強く望まれる。

４－２－３　栽培技術開発と有望品種特性評価を通じた技術移転とその持続性

栽培技術開発と有望品種特性評価を通じた技術移転の相手は、R/D 付属文書の実施体制上は

INERA 研究者である。しかし、４－２－２で書いたように INERA の研究者はほとんど現場に

出てきておらず、協働を通してできる研究技術の移転を図ることが難しい現状となっている。

この解決には、研究者のもとに若い研究者または技術職員をアシスタントとして配置し、その

者に技術移転を図ることがプロジェクト成果の持続性を担保する上でも適策ではないかと考

えられる。最貧国の一つとされるブルキナファソの実情を考慮すれば、JICA は支援を継続し、

相手国の持続性確保を促すための活動をすべきではないかと思われる。しかし、そのために

は、INERA が強い当事者意識を持ち、自ら責任を果たすという責任感を持たなければ、解決

は難しいと推察される。農業・水利省と INERA の当事者意識、責任感の醸成に向けた日本側

の不断の働きかけが求められる。

４－２－４　食用ゴマについて

日本はブルキナファソのゴマを全て搾油資源と見なしており、ブルキナファソが日本を輸出

先国とする限り、食用ゴマの生産にはあまり希望がもてないのが現状である。搾油用ゴマと

食用ゴマには品種の違いはあれ、作物としての基本的な違いはないので、栽培技術研究におい

て区別する必要はない。ただし、オイル含量など食用としての特性を備える品種は、現状では

ともかく、国内外の今後の需要増に備えて今から整備しておくことは重要である。その意味

で、現在検討している有望品種の特性を明確にした上で品種登録まで持っていくことは意味が

ある。ただし、品種登録には申請から登録承認まで一般に 2 年またはそれ以上の年月がかかる

ので、プロジェクトの残り期間を考慮すれば、登録申請に必要な品種特性データを整備すると

ころまでを視野に入れるのが現実的であると考える。その先の登録申請は、農業・水利省と

INERA のプロジェクト成果の持続性の有無として測ることもできよう。
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４－２－５　ICT 利用の普及システム

農家を直接指導する普及員 ZAT/UAT がその責務を十分に果たしておらず、その理由は主に

普及のための移動にかかるコスト負担の不足であることが、現地調査を通じて明らかとなっ

た。担当地域を巡回指導している例も見られたので、普及員が決して怠惰であるとは言えな

い。現代では携帯電話やインターネット活用の情報伝達システム（ICT）が世界を広くカバー

しており、本現地調査地域でも普及してきていることが散見された。この ICT を利用した普及

システムはすでに世界の他地域では実用に向けた検討がなされており、農業保険等の分野では

一部実用化されている。普及員が実際に農家の現場に行かなくとも、農家自らが写真や音声で

害虫や病害の様子または栽培技術上の問題を普及員に説明し、普及員が対策についての指示を

出すような指導システムは、face to face での指導と同等の効果が期待されるとは言えないが、

費用対効果の上からも、今後 JICA が技協プロジェクトとして実践に取り組む意義があるので

はないかと考える。

４－３　団長所感

４－３－１　プロジェクトの意義と課題

消費量の 99.9% 以上を輸入に頼っているゴマは日本の食卓に欠かせない食材であるが、大生

産地であった中国とインドが輸入国に転じ、国際市場は需要超過の状態が続いている。機械

化が難しく労働集約的なゴマ生産の日本国内での拡大は容易ではなく、海外から安全で安心な

ゴマを輸入することは、日本の食料安全保障のために必要不可欠である。一方、ブルキナファ

ソにとって、ゴマは輸出額第 3 位の産品であり、その大半は貧困な小規模農家により生産され

ている。上述の国際市場におけるゴマ需要超過による価格の上昇により、ゴマは小規模農家に

とって魅力的な換金作物の一つとなり、次第にその生産量が増加してきた。ただし、生産量の

増加は作付面積の増大に依るところが大きく、単収の増大による生産量増大のポテンシャルは

依然として高い。ゴマ生産にかかわる生産性向上及びそれに伴う農家収入の増大を目指す本プ

ロジェクトは、ブルキナファソの開発に資するのみならず、日本の食料安全保障にも資するも

のであり、その協力の意義は大きいと言える。

他方、コメなどの他作物と比べて、ゴマは栽培ノウハウなどが日本にそれほど蓄積されてい

るわけではなく、ゴマの栽培に関する日本人研究者は非常に限られていることを認識する必

要がある
6
。現在ゴマ品種の選別や栽培技術にかかわる支援を行っている長期専門家自身も本プ

ロジェクトに従事するまでゴマ栽培の研究に従事したことはなく、試行錯誤の中で協力を進め

ている状況である。また、カウンターパートであるブルキナファソ側の研究及び普及体制は人

的・資金的に非常に脆弱である。さらに、他ドナーによるいわゆる「丸抱え的援助」
7
を受けて

きたためか、本プロジェクトに対するカウンターパート側のオーナシップは弱く、それがプロ

ジェクトの円滑な実施にとって大きな制約要因となっている。本プロジェクトでは、上位目標

であるゴマ輸出量の増加に向けてゴマバリューチェーンの強化に資する取り組みも行ってい

6
　 国内大学でゴマ栽培について本格的な研究を行っている大学は名城大学のみと言っても過言ではない。こうした状況もあり、パ

ラグアイにおけるゴマ生産に関する技術協力はゴマ栽培のノウハウを有するメキシコとの三角協力を中心に実施されている。
7
　 プロジェクト実施における行政官、研究者、普及員などの参加やそのためのコスト負担を求めるタイプの協力ではない支援。こ

のような支援を受けるとアンダーマイニング効果が発生するため、例えば、セミナーへの参加にこれまで日当などを受け取って

きた行政官は、セミナーが行政官の業務改善に有益であっても、日当が支払われないと参加意欲が減退する弊害が生じる。
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るが、行政による調整能力が低い中、業界団体の設立も途に就いたばかりであり、バリュー

チェーンの強化に必要不可欠な信頼関係の醸成は容易ではない
8
。

本プロジェクトは上述のようなチャレンジングな環境下において、日本人専門家が奮闘して

いる状況であることを認識する必要がある。

４－３－２　協力範囲の整理

（１）食用ゴマ

現在のブルキナファソ産ゴマの大半は搾油用である。運営指導調査団派遣前に、日本の

商社、ゴマ加工企業に対するヒアリング結果からも、ブルキナファソ産ゴマの日本向け輸

出も現時点では搾油用として期待されていることが確認されている。

一方、本プロジェクトでは、将来を見据え、より高価格で取り引きされる食用ゴマの生

産にも取り組むこととしている。しかしながら、ブルキナファソの環境にあった優良品種

の選抜、搾油用に比べて厳格な品質管理を問われる食用ゴマの種子生産・供給体制の構

築、農家による食料ゴマの生産、輸出企業等による市場開拓までの道のりは非常に長く、

5 年間の技術協力プロジェクトで到底達成できるものではない。本プロジェクトでは、プ

ロジェクト目標の指標として食料ゴマの生産性向上及びそれに伴う所得向上、また上位目

標では、搾油ゴマのみならず食用ゴマの輸出増大が設定されているが、これらの目標及び

指標は４－３－１で述べたチャレンジングな環境を踏まえると、非現実的と言わざるを得

ず、関係者にとっての良き道しるべとなるような現実に即した目標及び指標に再設定する

必要がある。

本調査団は、食料ゴマについては品種登録の準備が整うところまでが現実的な指標と判

断し、PDM の修正を提案した。なお、食用、搾油用は流通・加工業界、消費者サイドの

視点による区分であり、種子生産農家及び一般農家にとっては、単に品種の違いとして理

解されることが一般的である。また、食用、搾油用で栽培方法が特に変わるわけではない

ため、本プロジェクトで目指す「技術及び知識の開発と普及」（成果 1）及び「認証種子

生産農家数及び生産量の増大」（成果 3）は、搾油用ゴマのみならず、将来の食用ゴマの

生産性向上にも資するものであることを指摘したい。ただし、食用ゴマの生産拡大の有無

は市場開拓次第であり、生産者にとって魅力のある買取価格が提示されるかどうかが、食

用ゴマ生産拡大の鍵といえる。

（２）残留農薬

2014 年にブルキナファソ産ゴマからイミダクロプリドが基準値を超えて検出されたこ

とを理由に、日本では、ブルキナファソ産ゴマに対する命令検査が義務付けられている。

また最近アフラトキシンが検出される事態が発生した。命令検査は国際競争力の低下に繋

がることから、ブルキナファソ政府はゴマの生産から輸出までのゴマの取扱いを定める仕

様書（Cahier des Charges）の作成を進めるなど、ブルキナファソ産ゴマへの信頼回復に向

けた取り組みに着手し始めた。

8
　 パラグアイにおけるゴマ生産パイオニアである日系企業が業界団体内及び行政との調整などに積極的に関与している上述のパラ

グアイでの技術協力と比べると、協力の難易度は格段の違いがある。
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本中間評価レビューでは、食品安全衛生の専門性を有し、JICA 専門家として現在パラ

グアイに赴任中の滝本浩司専門家に調査団に参加いただき、ブルキナファソにおける残留

農薬問題の現状と課題、必要な対策やプロジェクトとしての可能な貢献等についての調

査、分析を行った。詳細は同専門家の所感（４－１）のとおりであるが、それに加え以下

の点を指摘したい。

１） 残留農薬問題に対する意識の低さ：ゴマの残留農薬問題はパラグアイでも発生し

ており、JICA は同国に対する残留農薬問題の解決に向けた協力を実施してきた。

パラグアイとブルキナファソにおける残留農薬問題に対する意識を比較した場合、

ブルキナファソ関係者の意識は低いと言わざるを得ない。というのも、ブルキナ

ファソ産ゴマの主要輸出先は日本ではなく、他の輸出先でイミダクロプリドの基

準値違反が発生したケースはこれまで報告されていない。他方、パラグアイ産ゴ

マの主要輸出先は日本であり、残留農薬の解決はパラグアイ関係者にとって死活

問題である。問題解決に取り組む上で、この意識の差が成果に直結する可能性を

十分理解しておく必要がある。

２） 必要な対策と本プロジェクトによる貢献：本プロジェクトでは、残留農薬問題解決

に向けた協力として、イミダクロプリドを含む混合剤の使用方法、使用時期に関

する聞き取り調査、サンプリング調査による汚染源の特定、処理濃度と残量の関

係を明らかにする圃場試験等の協力などがこれまで検討されてきたが、４－１－

４の提言を踏まえつつ、費用対効果の観点から活動の整理が求められる。

４－３－３　農業普及員との連携強化

「プロジェクト成果発現の阻害要因」「提言」にも記載のとおり、農家への技術普及をより

効率的に行うためには、農家に対する研修実施後のモニタリングとフォローアップ体制の強化

が不可欠であり、現場の公的農業普及員（当地では一般的に ZAT/UAT と呼ぶ）がこの役割を

担う体制とすることが、持続性確保の観点から妥当と考える。

本プロジェクトは、詳細計画策定調査の段階から ZAT/UAT の参加を想定していたものの、

予算不足などの理由により、プロジェクト活動への参加をほとんど得られていない。事実、こ

れまでプロジェクトが実施した FFS/FBS などの研修に参加した ZAT/UAT はわずか数名である。

他方、今回の調査では、「研修を通じてわからないこと、より理解を深めたいことがあった場

合は UAT にコンタクトを取る」「認証種子の売り先は UAT から紹介してもらった」など、一

部の ZAT/UAT はプロジェクト対象農家をサポートしている事例を確認した。これはプロジェ

クトとして意図的に実施されているものではなく、ZAT/UAT は彼らの定常業務の一環として、

本プロジェクトのモニタリング・フォローアップ機能を実施上担っていた事例である。

これまで、プロジェクト活動と ZAT/UAT の定常業務との関係が明示的に示されておらず、

そのため各種のプロジェクト活動への参加やそのための予算確保に対する意識に乏しかったこ

とが、ZAT/UAT のプロジェクト活動への参加が得られにくかった原因の一つと思われる。し

かし、ZAT/UAT は日常のマンデートとして、限られた予算ではあるものの担当地域の農家に

技術サポートを行っており、その一環としてプロジェクトが求めるモニタリング・フォロー
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アップ機能も果たすことは十分可能と思われる。したがって、プロジェクト対象地域の ZAT/
UAT 向けの研修を行い彼ら自身の能力向上を図るとともに、ZAT/UAT の定常業務の中にゴマ

生産農家へのサポートを明記することにより、プロジェクトの自立発展性を高めることが可能

と思料する。

トップダウン的な傾向が強い当地において、ZAT/UAT の活動計画は各州農業局長の指針に

基づいて策定される。対象地域の州局長から、ZAT/UAT のプロジェクト活動への関与は、何

かしらのメモランダムで合意することが望ましいとの提案があった。まずは、プロジェクトと

州局間で対象地域の ZAT/UAT の活動スケジュールにゴマ生産農家へのサポートを明記し、あ

わせて彼らへの研修機会の提供についても合意することを今後の対応の一案としたい。

４－３－４　日本企業との連携

ゴマ分野における JICA 協力の実施国はブルキナファソ及びパラグアイの 2 国であり、両国

とも、種子品質の劣化、残留農薬問題など共通の課題を抱えている。本プロジェクトでは、毎

年プラットフォーム会合を開催し、日本側関係者（商社、加工企業、大学等）とブルキナファ

ソのゴマに関する情報の共有に努めてきたが、ブルキナファソのゴマ生産事情等を把握する貴

重な機会として日本側関係者からの評価も高い。

今次調査を通じて、ブルキナファソが抱える課題の解決を検討する上で、パラグアイでの取

り組みは参考となる事例であることが確認された。また、日本側関係者から、パラグアイにお

ける取り組みについての情報共有に期待する声も強い。ついては、今後上述のプラットフォー

ム会合では、ブルキナファソ、パラグアイ両国における JICA の取り組みにかかわる情報共有、

意見交換の場とすることを提案したい。
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日付 評価分析 農薬管理

2017/6/5 ᭶

8:00 JICA ົᡤࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ

10:30 NIKIEMA Ặ（DPEFA ᡤ㛗）ࡢ㠃ㄯ

11:00 POUYA Ặ（ࠊࢺ࣏࣮࢛ࣥࣝ࢝ࣇDGPER / DPEFA）

㠃ㄯࡢ

13:00 JICA ᑓ㛛ᐙࡢ㠃ㄯ

16:30 BIHOUN Ặ（DGPV）ࠊBANISSI Ặ（DGPV）ࡢ㠃ㄯ

2017/6/6 ⅆ

8:00 JICA ᑓ㛛ᐙࡢ㠃ㄯ

9:00 YIGO Ặࠊ OUATTARA Ặࠊ TINGRI ẶࠊMOUKIAN Ặ

（DGPER）ࡢ㠃ㄯ

ື⛣ࢢࢻࢡ 11:00

15:00  OUEDRAOGO ẶࠊMININGOU Ặ（INERA）ࡢ㠃ㄯ

16:20 ZOUNGRANA Ặ（ࠊࢺ࣏࣮࢛ࣥࣝ࢝ࣇDGPV / DVRD）

㠃ㄯࡢ

2017/6/7 Ỉ

7:30 ື⛣ࢯࢵࣛࣗࢹ࣭࣎࣎

14:00 HIEN Ặ（DR, Hauts-Bassins ᕞ）ࠊSANON Ặ (DP, Houet ┴）

15:00 MALO Ặ（HB ᕞࡢ（ࢺ࣏࣮࢛ࣥࣝ࢝ࣇ㠃ㄯ

2017/6/8 ᮌ

7:00 K.Vigue ⛣ື

9:00 Benkadi ࡽ（㎰ᐙ⯡୍ࠊ୰᰾㎰ᐙ）（K.Vigué）ࣉ࣮ࣝࢢ

ࢢࣥࣜࣄࡢ

14:00 TRAORE Ặ（✀Ꮚ⏕⏘᳨ᰝᐁ）ࠊSAWADOGO Ặ（✀Ꮚ

⏕⏘◊ಟㅮᖌࠊZAT ）ࠊZAMTAKO Ặ（FFS 㸭㎰⸆⟶⌮◊ಟㅮᖌ）

㠃ㄯࡢ

15:00 RAMDE ẶࠊDA Ặ（FFS/FBS ◊ಟㅮᖌ）ࡢ㠃ㄯ

2017/6/9 㔠

ື⛣ࢻࢢࣕࢽࢢࢥ࣐ 8:00

9:00 ゼၥ（MARCELࢺࢧ Ặࠉᅡሙ）

10:30 ື⛣ࢢࢻ࢞࣡

2017/6/10 ᅵ ࢺࣇࣛࢻ∧ሗ࿌᭩ⱥㄒ࣮ࣗࣅࣞྠྜ

2017/6/11 ᪥ ࢺࣇࣛࢻ∧ሗ࿌᭩ⱥㄒ࣮ࣗࣅࣞྠྜ ࢺࣇࣛࢻ∧ሗ࿌᭩ⱥㄒ࣮ࣗࣅࣞྠྜ

2017/6/12 ᭶

9:30 ᅋෆ༠㆟

10:30 JICA ᑓ㛛ᐙࡢ༠㆟

14:00 ㎰ᴗ┬ḟᐁࡢ⾲ᩗゼၥ㸭୰㛫ࣞࡢ࣮ࣗࣅㄝ᫂

15:30 JICA ㆟ࡢົᡤࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ

9:30 ᅋෆ༠㆟

10:30 JICA ᑓ㛛ᐙࡢ༠㆟

PM㸸14㸸00 ༺ᴗ⪅ࡢࣉ࣮ࣝࢢ㠃ㄯ㸭 ETS KOUDA 
N.Hamodou（Sankariaré）ࠊETS ZOUNGRANA（Sankariaré）ࠊ
Grou 㹮 VELEGDA（Kossodo）ࠊEBT at Cissi

2017/6/13 ⅆ

ື⛣ࢢࢻࢹ 8:00

13:30 SAWADOGOẶ（DR, Boucle du Mouhounᕞ）ࠊKONEẶ（DP, 
Mouhoun ┴）⾲ᩗゼၥ

14:00 SANOU Ặ（BM 㠃ㄯࡢ（ࢺ࣏࣮࢛ࣥࣝ࢝ࣇࡢ

15:30 COULIBALY Ặ（㎰ᴗኈᐁࠊ◊ಟㅮᖌ）ࡢ㠃ㄯ

9:00 COUDIATI Ặ（UNAPEOSEB 㛗）ࡢ㠃ㄯ

15:00 BURKINA SEED 㠃ㄯࡢ

2017/6/14 Ỉ

ື⛣ࢦࣥࢥࢧࣃ 8:00

9:30 ୰᰾㎰ᐙ୍ࠊ⯡㎰ᐙࠊUAT ࢢࣥࣜࣄࡢࡽ

11:30 KUM Ặࡢᅡሙ（࣮ࢢࢻࢹ）⛣ື

（Ặ ᅡሙ࣒࢝）ゼၥࢺࢧ 12:00

ື⛣ࢢࢻ࢞࣡ 14:00

9:00 SOME Ặ（᳜≀ಖㆤࢫࣅ࣮ࢧ）ࡢ㠃ㄯ᳜ࠊ≀᳨ᡤ

どᐹࡢ

11:30 DIALLO Ặ（APEX）ࡢ㠃ㄯ

15:30 VELEGDA Ặ（ANACES-B）ࡢ㠃ㄯࠊᗜࡢどᐹࠊ

ANASES-B 㠃ㄯࡢ࣮ࣂ࣓ࣥ

2017/6/15 ᮌ ྜྠホ౯ᅋᅋෆ༠㆟

9:00 LNSP  ほ㆟ࡢ

PM㸸ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ‽ഛ / ࢹෆ㒊ࡢ࣒࣮ࢳ࣮ࣗࣅࣞ

ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ

2017/6/16 㔠
JICA ᑓ㛛ᐙࡢ༠㆟

ሗ࿌᭩సᡂ（Joint Review Report ⱥㄒ∧ࢺࣇࣛࢻ）

10㸸00㸸㎰⸆⟶⌮࣮ࢼ࣑ࢭ（℧ᮏẶ）ࠊ DGPER ㆟ᐊ

PM㸸DGPER ༠㆟ࡢ

2017/6/17 ᅵ ヂ⩻ࡢᩥࠊሗ࿌᭩ⱥㄒ∧᭱⤊࣮ࣗࣅࣞྠྜ 22:35 Ⓨ（AF535）ࢢࢻ࢞࣡

2017/6/18 ᪥ ヂ⩻ࡢᩥࠊሗ࿌᭩ⱥㄒ∧᭱⤊࣮ࣗࣅࣞྠྜ

2017/6/19 ᭶ ୰㛫࣮ࣞࣗࣅㄪᰝ⤖ᯝࠊᥦゝࡢㄝ᫂

2017/6/20 ⅆ ྜྠ୰㛫࣮ࣞࣗࣅሗ࿌᭩（ᩥ）ࡢ⨫ྡ

2017/6/21 Ỉ

13:00 JICA ົᡤࡢሗ࿌

15:00 ᪥ᮏ㤋ࡢሗ࿌࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ

22:35 Ⓨ（AF535）ࢢࢻ࢞࣡
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（㸯）ࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈഃ㛵ಀ⪅

Ặྡ ᡤᒓ / ᙺ⫋

Mr. MAIGA Moussa MAAH ḟᐁ

Dr. Abdelaziz OUEDRAOGO DGPER ⥲ᒁ㛗 

Mr.NIKIEMA Seni DGPER/DPEFA ᒁ㛗௦⌮ࠉ

Mr. POUYA  W. Thierry DGPER/DPEFAࠉ㎰ᴗࢽࢪ࢚ࣥ /  ᢸᙜ࣮࢚ࣝࣜࣇ࣐ࢦ

Mr. BIHOUN Jean DGPV/DVRDࠉ㎰ᴗᬑཬ⏬ࢽࢪ࢚ࣥ 

Ms. BANISSI/NANEMA Claudine DGPV/DPVC᳜ࠉ㜵ࠉࢽࢪ࢚ࣥ

Mr. TINGRI Issaka DGPER/DDMPAࠊ࣮ࢼࣥࣛࣉ῭⤒ࠉㄪᰝศᯒ࣮ࢨࣂࢻ 

Ms. MOUKIAN/OUEDRAOGO O. Juliette DGPER/DTANࠉ⯆࣭つ᱁࣭ィ㔞ᐊᐊ㛗 

Mr. YIGO G. Ludovic Prosper Arsène DGPERࠉ㎰ᮧ㛤Ⓨࢽࢪ࢚ࣥ 

Mr. OUATTARA Lassina DGPER/DAFࠉ⥲ົ࣭⤒⌮ᐊᐊ㛗 

Dr. OUEDRAOGO Oumar INERAࠉ⏕⏘ᐊᐊ㛗 

Dr. MININGOU Amos INERAࠉ◊✲ဨ 

Mr. ZOUNGRANA Urbain DGPV/DVRDୖࠉ⣭㎰ᴗᢏ⾡⪅

Mr. HIEN Sitegne Hauts-Bassins ᕞᒁ㛗

Mr. SANON Marius Houet ┴ᒁ㛗

Mr. MALO Théophile DRAAH ㎰ᴗࢽࢪ࢚ࣥ /HB ᕞࢺ࣏࣮࢛ࣥࣝ࢝ࣇ 

Mr. NAON Yacouba Houet ┴ ୰᰾㎰ᐙࠉ

Mr. BANAO Bédémé Houet ┴ ୰᰾㎰ᐙࠉ

Mr. RAMDE Souleymane FFS/FBS ◊ಟㅮᖌ

Ms. DA/SANKARA Martine FFS/FBS ◊ಟㅮᖌ

Ms. ZAMTAKO/HIEN A. Noellie FFS ◊ಟㅮᖌ（㎰⸆㒊㛛）

Ms. TRAORE Memouna ✀Ꮚ᳨ᰝᐁ

Mr. SAWADOGO Souleymane ✀Ꮚ⏕⏘◊ಟㅮᖌ

Mr. OUEDRAOGO Marcel ༠ຊ㎰ᐙ

Mr. SAWADOGO Oumarou BM ᕞᒁ㛗

Mr. KONE Bakassa Mouhoun ┴ᒁ㛗

Mr. SANOU Kointani BM ᕞࢺ࣏࣮࢛ࣥࣝ࢝ࣇ

Mr. COULIBALY Saïfoulaye FFS/FBS ◊ಟㅮᖌ

Mr. SAMA Herassi ୰᰾㎰ᐙ

Mr. TIBIRI Ernest ୰᰾㎰ᐙ

Mr. KAM Simon ༠ຊ㎰ᐙ

Mr.TORO Ynoussa head of UAT ࢢࢻࢹ
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（㸰）᪥ᮏேᑓ㛛ᐙ

Ặྡ ᢸᙜศ㔝

㇂ ⳹Ꮚ ⥲ᣓ / ὶ㏻

୰ᲄ ῟ ᬑཬ㸯（FFS/FBS ᐇ࣭㐠Ⴀ）

ᯇ⏣ ᚿ ᬑཬ 3（ど⫈ぬᩍᮦ）/ ᴗົㄪᩚ

ᅵ᪉ 㔝ศ Ⴀ㎰㸭᱂ᇵ

（㸱）᪥ᮏ㤋

Ặྡ ᢸᙜศ㔝

ụᓮ ಖ ≉ᶒ

ᯇཎ ⱥኵ බཧᐁ

ฟཱྀ ᙬኸ㔛 㛤Ⓨ༠ຊ࣭ᨻົᢸᙜ࣭୕➼᭩グᐁ

（㸲）JICA ົᡤࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ

Ặྡ ᢸᙜศ㔝

ᑠᯘ ㏻ ົᡤᡤ㛗ࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ

➲㒊 ెỤ ᡤဨ

ᫍ㔝 ⣖Ꮚ ᡤဨ

Dr. SOME/TIODJIO Edwige ࣇࢵࢱࢫࣝࢼࣙࢩࢼ
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４ PDM version 0 
 
Title: The Project for Reinforcement of Sesame Production 

Target area: A spread in the surrounding areas around the two poles (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso) 

Project Duration: Approximately 5 years from 2014 

Narrative Summary Objectively Verifiable Indicator Means of Verification Important Assumption 
Overall Goal    

Increase sesame export - Exports of crashing sesame seed (xx to xx tons) 
- Exports of edible sesame seed (xx to xx tons)  

- National Statistics (Start and End of the 
Project) 

The target and sub-region 
countries are not exposed to 
security problem. 

Project Purpose    

Improve the productivity and income of target sesame 
farmers 

- Household income per farmer by cultivation of the crashing sesame seed. (xx 
FCFA/year to xx FCFA/year) 

- Household income per farmer by cultivation of the edible sesame seed. (xx 
FCFA/year to xx FCFA/year) 

- Productivity by cultivation of the crashing sesame seed. (xx kg/ha to xx kg/ha) 
- Productivity per farmer by cultivation of the edible sesame seed. (xx kg/ha to 

xx kg/ha) 

- Farmer survey (Baseline and Final) 
 

- Ditto 
 

- Ditto 
 
- Ditto 
 

1. The price of sesame 
international market does 
not mark a significant 
downtrend. 

Output    
1. Improve the productivity of crashing sesame seed - Productivity per farmer by cultivation of the crashing sesame seed. (xx kg/ha 

to xx kg/ha) 
- Indicator on the number of beneficiaries is under consideration. 
- Number of trainings conducted for extension of cultivation techniques (xx 

formations) and the number of participants (xx pers.). 
- Number of training provided to strengthen organizational activities and 

management system for producers (xx formations) and the number of 
participants (xx pers.). 

- Farmer survey (Baseline and Final) 
 

- Ditto 
- Project Report 

 
- Ditto 

Production is not affected by 
a very poor harvest due to 
weather, etc 

Human resources 
responsible for the technical 
transmission, as participants 
in training and others, 
continue to be involved in 
the project. 

2. Introduce and construct production system of 
edible sesame seed. 

- Selection of varieties adapted to the introduction. 
- Approval of new varieties by INERA. 
- Indicator on the number of beneficiaries is under consideration. 
- Number of trainings conducted for extension of cultivation techniques (xx 

formations) and the number of participants (xx pers.). 
- Number of training provided to strengthen organizational activities and 

management system for producers (xx formations) and the number of 
participants (xx pers.). 

- Project Report 
- Certificate of registration of new varieties 

of sesame issued by INERA 
- Farmer survey (Baseline and Final) 
- Project Report 
- Ditto 

3. Develop the system for production and distribution 
of sesame seeds selected by the project. 

- Volume of seed production of selected crashing sesame seed (xx kg →xx kg). 
- Mixing ratio of the grain of a different color in the seeds of edible sesame seed 

(xx % to xx %). 
- Volume of original seed of selected edible sesame seed (xx kg / year). 
- Number of farmers to produce seed of edible sesame seed (xx farms).. 
- Total area devoted to seed production of edible sesame seed (xx ha). 

- Survey of sesame seed producers 
(Baseline and Final) 

- Ditto 

- Report of INERA 
- Project Report (chronological evolution) 
- Ditto 

4. Reinforce the marketing capacity of stakeholders in 
the sesame sector. 

- Build a structure to understand the international market trend of sesame. 
- Number of training conducted on the quality control (xx formations). 
- Indicator related to the strengthening of the sesame inter-profession is under 

consideration. 
- The number of emissions of sesame information (xx times). 

- Project Report 
- Ditto 
- Ditto 

  
- Ditto 
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４ PDM version 0 
 

Activities Inputs Important Assumption 
（0） Implement a base line survey (household economies of farmers, situation and problems of production and value chain, etc.).  

1-1  Verify the character of varieties of crashing sesame seed; 
1-2 Make various tests to improve the yield of crashing sesame seed (seeding time, fertilization, etc.); 
1-3 Organize and monitor training to disseminate the appropriate technique of production of crashing sesame seed ;  
1-4  Study and propose how to manage organizations and improve farm management for increasing productivity of crashing sesame 

seed and improving income generation of ordinary farmers (contract farming, strengthening of organizations, etc.); 
1-5 Organize training for strengthening organizational activities of farmers and management system (organizational management, 

access to funds, etc.).  
 

2-1 Study the character of selected varieties of sesame;  
2-2 Verify the suitability as edible sesame seed and the aptitude for cultivating, and identify the variety for extension; 
2-3 Implement cultivation tests for edible sesame seed in order to establish the cultivating techniques; 
2-4 Proceed for official registration of new varieties of edible sesame seed; 
2-5 Organize and monitor training for disseminating the appropriate techniques of production of edible sesame seed ;  
2-6 Study and propose how to manage organizations and improve farm management for increasing productivity of edible sesame 

seed and improving income generation of ordinary farmers (contract farming, strengthening organizations, etc.); 
2-7 Organize training for strengthening organizational activities of farmers and management system (organizational management, 

access to funds, etc.); 
 

3-1 Organize training for the proper production of foundation seed; 
3-2 Organize training for strengthening capacity of trainers in charge of technical supervision to seed production farmers; 
3-3 Organize training for strengthening capacity of seed production farmers to produce improved seeds;  
3-4 Establish a system of production and distribution of seeds targeted by the Project (monitoring, supervision, etc.);  

 
4-1 Strengthen marketing capacity for international markets (needs survey of the market, promotion of participation in international 

trade fairs, review of methods for production estimate, etc.); 
4-2 Organize training for quality control based on market needs (impurity processing, management of pesticide utilization, 

strengthening of control system, traceability, etc.); 
4-3 Strengthen organizations of sesame value chain and reinforce the inter-professional Organization of sesame industry  
4-4 Promote the information sharing on the production, distribution and markets  

 
« Burkinabe side  » 
 
- Counterpart personnel  
- Project office and 

necessary equipment 
- Procedure for dispatch 

experts, procedure for tax 
exemption, and so on. 

- Counterpart budget 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
« Japanese side » 
 
Experts : 
- Expert « Chief Advisor » 
- Expert « Cultivation 

techniques » 
- Expert « Farm 

management / 
Organization » 

- Expert «Quality control / 
Post-harvest » 

- Expert « Market / 
Commercialization » 

- Expert « Coordinator / 
Training » 

 
 
- Training course 
Machinery and equipment 

Precondition 
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５ PO 
 

1. Experts
2. Formations

0.  Household economies of farmers, situation and problems of production and value chain, etc.

1.1　Verify the character of varieties of crashing sesame seed
1.2　Make various tests to improve the yield of crashing sesame seed (seeding time, fertilization, etc.)
1.3　Organize and monitor training to disseminate the appropriate technique of production of crashing
sesame seed
1.4　Study and propose how to manage organizations and improve farm management for increasing
productivity of crashing sesame seed and improving income generation of ordinary farmers (contract
farming, strengthening of organizations, etc.)
1.5　Organize training for strengthening organizational activities of farmers and management system
(organizational management, access to funds, etc.)

2.1　Study the character of selected varieties of sesame
2.2　Verify the suitability as edible sesame seed and the aptitude for cultivating, and identify the variety
for extension
2.3　Implement cultivation tests for edible sesame seed in order to establish the cultivating techniques
2.4　Proceed for official registration of new varieties of edible sesame seed
2.5　Organize and monitor training for disseminating the appropriate techniques of production of edible
sesame seed
2.6　Study and propose how to manage organizations and improve farm management for increasing
productivity of edible sesame seed and improving income generation of ordinary farmers (contract
farming, strengthening organizations, etc.)
2.7　Organize training for strengthening organizational activities of farmers and management system
(organizational management, access to funds, etc.)

3.1　Organize training for the proper production of foundation seed
3.2　Organize training for strengthening capacity of trainers in charge of technical supervision to seed
production farmers
3.3　Organize training for strengthening capacity of seed production farmers to produce improved
seeds
3.4　Establish a system of production and distribution of seeds targeted by the Project (monitoring,
supervision, etc.)
4. Reinforce the marketing capacity of stakeholders in the sesame sector.
4.1　Strengthen marketing capacity for international markets (needs survey of the market, promotion of
participation in international trade fairs, review of methods for production estimate, etc.)
4.2　Organize training for quality control based on market needs (impurity processing, management of
pesticide utilization, strengthening of control system, traceability, etc.)
4.3　Strengthen organizations of sesame value chain and reinforce the inter-professional Organization
of sesame industry
4.4　Promote the information sharing on the production, distribution and markets
5. Others
Joint mid-term Evaluation
Joint final evaluation
Draft final rapport
Project support committee

11 125 6
2014 2015 2016

7 8 9 109 10 3 4 5
2017 2018

11 12 1 2 3 4 7 8
2019

2 3 4 5 6 7 8 1 2 6 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 109 10 11 12 7 8 91 2 3 4 5 6

2014 2015 2016
12 12 3 4 5

1 432 510 11 12

6 7 8 9
2018 20192017

10 11 12 4 512 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 6 7 12 1 2 312 18 9 4 53210 11 12 110 11

3. Develop the system for productiona and deistibution of sesame seeds selected by the
project.

0. Implement a base line survey

4 58 92 3 4 5 10 11

1. Improve the productivity of crashing sesame seed

2. Introduce and construct production system of edibe sesame seed

6 7 8 96 7
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ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᨭ⏘⏕࣐ࢦ ᅜࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ
1㸬ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ㐩ᡂ≧ἣ

調査項目
調査の視点 / 調査事項 指標・評価項目 必要な情報 情報源

小項目

実
績
の
検
証

ୖ┠ᶆࡢ㐩ᡂ

≧ἣ࣭ぢ㎸ࡳ

ୖ┠ᶆ㸸ࡢ࣐ࢦ㍺ฟ㔞ࡀ

ቑࠋࡿࡍ

ᣦᶆ 1㸸ᦢἜ⏝ࡢ࣐ࢦ㍺ฟ㧗（ە t Ѝ ە t） ●  ㍺ฟ㔞㛵ࡿࡍ⤫ィࢱ࣮ࢹ

ᐤࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

●  ᅜᐙ⤫ィࢱ࣮ࢹ

ᣦᶆ 2㸸㣗⏝ࡢ࣐ࢦ㍺ฟ㧗（ە t Ѝ ە t）

㏣ຍᣦᶆࡢタ定ࠊᣦᶆಟṇࡢᚲせᛶࡿ࠶ࡣ㸽 ●  PDM ࣮ࣗࣅࣞࡢ ●  ᩥ ⊩ㄪᰝ

●  㛵ಀ⪅ࡢពぢ

┠ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

ᶆࡢ㐩ᡂ≧ἣ

࢙ࢪࣟࣉᶆ㸸┠ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

⏘⏕ࡢ࣐ࢦࡢᑐ㇟㎰ᐙࢺࢡ

ᛶධࡀ改ၿࠋࡿࢀࡉ

ᣦᶆ 1㸸ᦢἜ⏝࣐ࢦ᱂ᇵࡿࡼᐙィᙜࡢࡾࡓධ（ە FCFA/ ᖺЍە 
FCFA/ ᖺ）

●  ㎰Ẹࢆᑐ㇟ࡓࡋㄪᰝࡢ

⤖ᯝ

ࢦ）ㄪᰝ⤖ᯝࣥࣛࢫ࣮࣋  ●

（ኚࡢධ㔞࣐

●  ᩥ ⊩ㄪᰝ

●  㛵ಀ⪅ࡢពぢ

ᣦᶆ 2㸸㣗⏝࣐ࢦ᱂ᇵࡿࡼᐙィᙜࡢࡾࡓධ（ە FCFA/ ᖺЍە 
FCFA/ ᖺ

ᣦᶆ 3㸸ᦢἜ⏝࣐ࢦ⏕⏘ᛶ（ە kg/ha Ѝ ە kg/ha）

ᣦᶆ 4㸸㣗⏝࣐ࢦ⏕⏘ᛶ（ە kg/ha Ѝ ە kg/ha）

㏣ຍᣦᶆࡢタ定ࠊᣦᶆಟṇࡢᚲせᛶࡿ࠶ࡣ㸽 ●  PDM ࣮ࣗࣅࣞࡢ ●  ᩥ ⊩ㄪᰝ

●  㛵ಀ⪅ࡢពぢ

ᡂᯝࡢ㐩ᡂ≧ἣ ᡂᯝ㸯㸸ᦢἜ⏝ࡢ࣐ࢦ⏕⏘

ᛶࡀ改ၿࠋࡿࢀࡉ

1-1 ᦢἜ⏝࣐ࢦ᱂ᇵࡿࡼ㎰ᐙ୍ேᙜࡢࡾࡓ⏕⏘ᛶ（ە kg/ha Ѝ ە
kg/ha）

●  ◊ಟࣞࠊࢺ࣮࣏グ㘓

●  FFS/FBS ࣞࢢࣥࣜࢱࢽࣔ

ࢺ࣮࣏

ㄪᰝ⤖ᯝࣥࣛࢫ࣮࣋  ●

㐍ᤖሗ࿌᭩ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

ᯝ⤖࣮ࣗࣅࢱࣥ  ●

●  ᩥ ⊩ㄪᰝ

●  㛵ಀ⪅ࡢពぢ
ࡿ࠸࡚ࢀࡉウ᳨ࡀᣦᶆࡿࡍ㛵ᩘ⪅┈ཷ 1-2

1-3 ᱂ᇵᢏ⾡ᬑཬࡵࡓࡢᐇࡓࢀࡉ◊ಟࡢᅇᩘ（ەᅇ）ཬࡧཧຍ⪅

（ྡە）ᩘ

1-4 ⤌⧊άືࡢ࣒ࢸࢫࢩ⌮⟶ᙉࡵࡓࡢᥦ౪ࡓࢀࡉ◊ಟࡢᅇᩘ

（ྡە）ᩘ⪅ཧຍࡧཬ（ᅇە）

㏣ຍᣦᶆࡢタ定ࠊᣦᶆಟṇࡢᚲせᛶࡿ࠶ࡣ㸽 ●  PDM ࣮ࣗࣅࣞࡢ ●  ᩥ ⊩ㄪᰝ

●  㛵ಀ⪅ࡢពぢ

ᡂᯝ㸰㸸㣗⏝ࡀ࣐ࢦᑟධࡉ

ࠋࡿࢀࡉᵓ⠏ࡀయไ⏘⏕ࠊࢀ

2-1 ᬑཬ㐺ࡓࡋရ✀ࡢ㑅ᢥ 㐍ᤖሗ࿌᭩ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

●  INERA ᢎㄆド᫂᭩ࡿࡼ

●  ㎰Ẹࢆᑐ㇟ࡓࡋㄪᰝࡢ

⤖ᯝ

ᯝ⤖࣮ࣗࣅࢱࣥ  ●

●  ᩥ ⊩ㄪᰝ

●  㛵ಀ⪅ࡢពぢ
2-2 INERA ᢎㄆࡢ✀᪂ရࡿࡼ

ࡿ࠸࡚ࢀࡉウ᳨ࡀᣦᶆࡿࡍ㛵ᩘ⪅┈ཷ 2-3

2-4 ᱂ᇵᢏ⾡ᬑཬࡵࡓࡢᐇࡓࢀࡉ◊ಟࡢᅇᩘ（ەᅇ）ཬࡧཧຍ⪅

（ྡە）ᩘ

2-5 ⤌⧊άືࡢ࣒ࢸࢫࢩ⌮⟶ᙉࡵࡓࡢᥦ౪ࡓࢀࡉ◊ಟࡢᅇᩘ

（ྡە）ᩘ⪅ཧຍࡧཬ（ᅇە）

㸫
102

㸫

６
．
評
価
グ
リ
ッ
ド



調査項目
調査の視点 / 調査事項 指標・評価項目 必要な情報 情報源

小項目

㏣ຍᣦᶆࡢタ定ࠊᣦᶆಟṇࡢᚲせᛶࡿ࠶ࡣ㸽 ●  PDM ࣮ࣗࣅࣞࡢ ●  ᩥ ⊩ㄪᰝ

●  㛵ಀ⪅ࡢពぢ

ᡂᯝ㸱㸸ࡀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᑐ

㓄ᕸ࣭⏘⏕ࡢᏊ✀ࡿࡍ㇟

యไᩚࡀഛࠉࠋࡿࢀࡉ

3-1 㑅ᢥࡓࡋᦢἜ⏝ࡢ࣐ࢦ✀Ꮚ⏕⏘㔞（ە kg Ѝ ە kg） ࡓࡋ㇟ᑐࢆ㎰ᐙ⏘⏕࣐ࢦ  ●

ㄪᰝࡢ⤖ᯝ

●  INERA ሗ࿌᭩ࡢ

●  ◊ಟࣞࠊࢺ࣮࣏グ㘓

㐍ᤖሗ࿌᭩ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

ᯝ⤖࣮ࣗࣅࢱࣥ  ●

●  ᩥ ⊩ㄪᰝ

●  㛵ಀ⪅ࡢពぢ
3-2 㣗⏝ࡢ࣐ࢦ✀Ꮚ୰ࡿ࡞␗ࡢⰍࡢ✀Ꮚࡢΰྜẚ（ە㸣ەࡽ㸣）

3-3 㑅ᢥࡓࢀࡉ㣗⏝ࡢ࣐ࢦཎ✀✀Ꮚࡢ㔞（ە kg / ᖺ）

3-4 㣗⏝ࡢ࣐ࢦ✀Ꮚࡿࡍ⏘⏕ࢆ㎰ᐙᩘࡢ（ە㎰ᐙ）

3-5 㣗⏝ࡢ࣐ࢦ✀Ꮚ⏕⏘ࡓࢀࢃ㎰ᆅࡢ⥲㠃✚（ە ha）

㏣ຍᣦᶆࡢタ定ࠊᣦᶆಟṇࡢᚲせᛶࡿ࠶ࡣ㸽 ●  PDM ࣮ࣗࣅࣞࡢ ●  ᩥ ⊩ㄪᰝ

●  㛵ಀ⪅ࡢពぢ

ᡂᯝ㸲㸸࣐ࢦ㛵ಀ⪅࣮࣐ࡢ

ࢀࡉ改ၿࡀຊ⬟ࢢࣥࢸࢣ

ࠋࡿ

ࡿࡍᵓ⠏ࢆࡳ⤌ࡢࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࢆᕷሙືྥ࡞ᅜ㝿ⓗࡢ࣐ࢦ 4-1 ὶࡢ⪅㛵ಀ࣮ࢱࢡࢭ࣐ࢦ  ●

ᶵࡢᅇᩘ

Ⓨಙᅇᩘࡢሗ࣐ࢦ  ●

ᐇᅇᩘࡢಟ◊ࠊ࣮ࢼ࣑ࢭ  ●

㐍ᤖሗ࿌᭩ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

ᯝ⤖࣮ࣗࣅࢱࣥ  ●

●  ᩥ ⊩ㄪᰝ

●  㛵ಀ⪅ࡢពぢ
4-2 ရ㉁⟶⌮ࡵࡓࡢᐇࡓࢀࡉ◊ಟࡢᅇᩘ（ەᅇ）

ࡿ࠸࡚ࢀࡉウ᳨ࡀᣦᶆࡿࡍ㛵ᙉࡢ⧊⤌ᴗ㛫⫋ࡢ࣐ࢦ 4-3

（ᅇە）Ⓨಙᅇᩘࡢ㛵㐃ሗ࣐ࢦ 4-4

㏣ຍᣦᶆࡢタ定ࠊᣦᶆಟṇࡢᚲせᛶࡿ࠶ࡣ㸽 ●  PDM ࣮ࣗࣅࣞࡢ ●  ᩥ ⊩ㄪᰝ

●  㛵ಀ⪅ࡢពぢ

ᢞධࡢᐇ≧ἣ ᪥ᮏഃᢞධ（ᑓ㛛ᐙὴ㐵ࠊ

ᶵᮦ౪࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝ࠊ

࠾⏬ィࡣ（⟭ணࠊಟ◊ࢺ

㸽ࡿ࠸࡚ࢀࡉᐇࡾ

1）ᑓ㛛ᐙὴ㐵

࣭㛗ᮇᑓ㛛ᐙࠊ▷ᮇᑓ㛛ᐙ

●  ᑓ㛛ᐙࣜࢺࢫ ●  ᑓ㛛ᐙࣜࢺࢫ

2）◊ಟ

࣭◊ಟဨཷࡅධࢀ

●  ᮏ㑥◊ಟཧຍ⪅ࣜࢺࢫ ●  ᮏ㑥◊ಟཧຍ⪅ࣜࢺࢫ

3）㈨ᶵᮦ౪ ●  ౪㈨ᶵᮦࣜࢺࢫ ●  ౪㈨ᶵᮦࣜࢺࢫ

4）⌧ᆅάື㈝ ●  ᅾእᴗᙉ㈝ ●  ᅾእᴗᙉ㈝

ഃᢞධ（ேࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ

ဨࠊᘓ≀࣭タࠊண⟬）ࡣ

ィ⏬ࡾ࠾ᐇࡿ࠸࡚ࢀࡉ

㸽

⨨ேᮦ㓄ࡢࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝（1 ࢺࢫࣜࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝  ● ࢺࢫࣜࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝  ●

2）タ࣭ᅵᆅᡭ㓄 ࢫഃᢞධࣜࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ  ●

ࢺ

ࢫഃᢞධࣜࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ  ●

ࢺ

ࢺࢫࢥ࣮ࣝ࢝ࣟ（3

（➼᪥ᙜࠊ㈝㏻ࠊ㈝᪑）⏝㈝ㅖࡿࢃάືࡢࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝

ࢫഃᢞධࣜࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ  ●

ࢺ

ࢫഃᢞධࣜࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ  ●

ࢺ
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2㸬ᐇ᳨ࡢࢫࢭࣟࣉド

調査項目
調査の視点 / 調査事項 指標・評価項目 必要な情報 情報源

小項目

実
施
プ
ロ
セ
ス

άືィ⏬ࡢ㐍ᤖ

≧ἣ

ᡂᯝ 1 άືࡢ 1-1㸸ᦢἜ⏝ࡢ࣐ࢦရ✀≉ᛶࢆ☜ㄆࠋࡿࡍ ●  ྛ άືࡀィ⏬ࡾ࠾ᐇ

ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

●  ྛ άືࡢᐇࡿࡅ࠾ㄢ

㢟ࠊཬࡧ㜼ᐖ࣭㈉⊩せᅉࠋ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅2-1ࢺ࣓ࣥࢥ㸸ᦢἜ⏝ྛࡢ࣐ࢦ✀㔞改ၿヨ㦂ࢆᐇࠋࡿࡍ（✀ᮇࠊ⫧➼）

1-3㸸ᦢἜ⏝ࡢ࣐ࢦ㐺ษ࡞⏕⏘ᢏ⾡ࡢᬑཬ◊ಟࢆࢢࣥࣜࢱࢽࣔᐇ

ࠋࡿࡍ

1-4㸸୍⯡㎰ᐙࡿࡅ࠾ᦢἜ⏝࣐ࢦ⏕⏘ᣑ⏕ィྥୖࡿࡍ⬟ྍࢆ

⤌⧊࣭Ⴀ㎰ࡾ࠶ࡢ᪉᳨ࢆウࠊࡋᥦ案ࠋࡿࡍ（ዎ⣙᱂ᇵࠊ⤌⧊ᙉ➼）

1-5㸸⏕⏘⪅ࡢ⤌⧊άືཬࡧ㐠Ⴀయไᙉࡢࡵࡓࡢ◊ಟࠋ࠺⾜ࢆ（⤌⧊

（➼ࢫࢭࢡ㈨㔠ࠊࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣐

ᡂᯝ 2 άືࡢ 2-1㸸ೃ⿵ရ✀ࡢ≉ᛶࢆㄪᰝࠋࡿࡍ ●  ྛ άືࡀィ⏬ࡾ࠾ᐇ

ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

●  ྛ άືࡢᐇࡿࡅ࠾ㄢ

㢟ࠊཬࡧ㜼ᐖ࣭㈉⊩せᅉࠋ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅2-2ࢺ࣓ࣥࢥ㸸㣗⏝ࡢ࡚ࡋ࣐ࢦ㐺ᛶཬࡧ᱂ᇵ㐺ᛶࢆ☜ㄆࠊࡋᬑཬရ✀ࢆ㑅定

ࠋࡿࡍ

2-3㸸㣗⏝ࡢ࣐ࢦ᱂ᇵヨ㦂ࠊ࠸⾜ࢆ᱂ᇵᢏ⾡ࠋࡿࡍ❧☜ࢆ

2-4㸸㣗⏝ࡢ࣐ࢦ᪂ရ✀ᅜᐙရ✀Ⓩ㘓ࠋ࠺⾜ࢆ

ᡂᯝ 3 άືࡢ 3-1㸸㐺ษ࡞ཎ✀⏕⏘ࡢࡵࡓࡢ◊ಟࢆᐇࠋࡿࡍ ●  ྛ άືࡀィ⏬ࡾ࠾ᐇ

ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

●  ྛ άືࡢᐇࡿࡅ࠾ㄢ

㢟ࠊཬࡧ㜼ᐖ࣭㈉⊩せᅉࠋ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅2-3ࢺ࣓ࣥࢥ㸸✀Ꮚ⏕⏘㎰ᐙᬑཬᣦᑟ࠺⾜ࢆㅮᖌᑐࠊࡋᣦᑟ⬟ຊࢆᙉࡍ

ࠋࡿࡍᐇࢆಟ◊ࡢࡵࡓࡿ

3-3㸸✀Ꮚ⏕⏘㎰ᐙᑐࠊࡋඃⰋ✀Ꮚ⏕⏘⬟ຊࢆᙉࡢࡵࡓࡿࡍ◊ಟ

ࠋࡿࡍᐇࢆ

3-4㸸࡛ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᑐ㇟ࡿࡍ✀Ꮚࡢ⏕⏘࣭ 㓄ᕸయไࢆᵓ⠏ࠋࡿࡍ（ࣔ

（➼ᣦᑟࠊࢢࣥࣜࢱࢽ

ᡂᯝ 4 άືࡢ 4-1㸸ᅜ㝿ᕷሙࢢࣥࢸࢣ࣮࣐ࡿࡅ࠾⬟ຊࢆᙉࠋࡿࡍ（ᕷሙࢬ࣮ࢽ

ㄪᰝࠊᅜ㝿ぢᮏᕷཧຍಁ㐍ࠊసἣண ᡭἲ᳨ࡢウ➼）

●  ྛ άືࡀィ⏬ࡾ࠾ᐇ

ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

●  ྛ άືࡢᐇࡿࡅ࠾ㄢ

㢟ࠊཬࡧ㜼ᐖ࣭㈉⊩せᅉࠋ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

4-2㸸ᕷሙࢬ࣮ࢽᇶ࡙ࡃရ㉁⟶⌮㛵ࡿࡍ◊ಟࢆᐇࠋࡿࡍ（ዃ㞧≀

ฎ⌮ࠊ㎰⸆⏝⟶⌮᳨ࠊᰝయไࡢᙉ➼）

4-3㸸࣐ࢦ㛵㐃ᅋయࢆ⧊⤌ࡢᙉ࣐ࢦࡶࡿࡍศ㔝యࢫࣛࢡࡢ

ࠋࡿࡍᙉࢆ࣮ࢱ

4-4㸸⏕⏘࣭ὶ㏻࣭ᕷሙሗࡢඹ᭷ಁࢆ㐍ࠋࡿࡍ
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調査項目
調査の視点 / 調査事項 指標・評価項目 必要な情報 情報源

小項目

ᢏ⾡⛣㌿ࡢ᪉ἲ࣭

ෆᐜ

ᢏ⾡⛣㌿ࡢ᪉ἲ ᢏ⾡⛣㌿ࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝ࡀᑐ࡚ࡋⓗ☜ࠋ࠺ࡓࢀࢃ⾜ ຊᙉ⬟ࡢࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝  ●

ࡢ≧ἣ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

●  ◊ಟሗ࿌᭩

άືࡢኚ᭦ ኚ᭦ࠊࡣࡃࡋࡶ㏣ຍࠊ๐㝖

↓᭷ࡢάືࡓࢀࡉ

ኚ᭦ࠊࡣࡃࡋࡶ㏣ຍࠊ๐㝖ࡓࢀࡉάືࡿ࠶ࡣ ●  ィ⏬ࡽኚ᭦ࡓࢀࡉάືࡢ

☜ㄆ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

ࢫ ࢸ ࣮ ࢡ ࣍ ࣝ

㛵ಀࡢ࣮ࢲ

ࣉࠊෆ࣒࣮ࢳࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

ࢫࡢ࣒࣮ࢳࢺࢡ࢙ࢪࣟ

㛵ಀࡢ࣮ࢲࣝ࣍ࢡ࣮ࢸ

定ᮇ㆟ࠊ㐠Ⴀㄪᩚጤဨࡀ㛤ദࠊࢀࡉㄢ㢟ゎỴࡵࡓࡢᶵ⬟࡚ࡋ

ࠋࡿ࠸

᪥ᮏேᑓ㛛ᐙࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝㛫࡛┦ࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ༑

ศࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜

ᣦ௧⣔⤫ࡸᙺศᢸࡿࡁ࡛ࡀయไࡀᵓ⠏ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

●  JCCࠊ定ᮇ㆟➼ࡢ㛤ദ≧

ἣ

ᡭࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ  ●

ẁࠊ㢖ᗘ

☜ࡢᐇయไࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

ㄆ

●  JCC ㆟㘓

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

ࣉࢵࢩ࣮ࢼ࣮࢜ ࣮࢜ࡢࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝

↓᭷ࡢࣉࢵࢩ࣮ࢼ

༑άືࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡣࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝ࠊ⪅㛵ಀࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ

ศཧຍࠋࡿ࠸࡚ࡋ

ඛ᪉ண⟬ࡣィ⏬ࡾ࠾☜ಖࠊᨭฟࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

ࣟࣉࡢࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝  ●

άࠊゎ⌮ࡢάືࢺࢡ࢙ࢪ

࠸ཧຍᗘྜࡢື

ࣝ࢝ഃ࣮ࣟࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ  ●

ࢺࢫࢥ

࣭ࢢࣥࣜࢱࢽࣔ

ホ౯ 
ᯝ⤖ࡢホ౯࣭ࢢࣥࣜࢱࢽࣔ

ཬࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡧ㐩ᡂ≧

ἣ

ࢢ࣭ࣥࣜࢱࢽࣔ ホ౯࣭ ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᵓ⠏ࡣᐇయไࡢࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇ ࣥࣜࢱࢽࣔࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

ㄆ☜ࡢయไࢢ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

ࡢ࣮ࢼࢻ㛵

ಀ

ࡢ࣮ࢼࢻ༠ຊ㛵ಀࠊᨭ

ෆᐜࡢ㔜」

ࡢ࣮ࢼࢻ༠ຊࠊ㐃ᦠࡢࠋࡿ࠶ࡣ ●  ࡢ࣮ࢼࢻ㐃ᦠࡢ᭷↓ ●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

㜼ᐖࠊ㈉⊩せᅉ άື㐍ᤖࠊᡂᯝ㐩ᡂࠊ┠ᶆ

㐩ᡂ㜼ᐖࠊ㈉⊩ࡿࡍせᅉ

↓᭷ࡢ

ே␗ື➼ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡀᐇࢫࢭࣟࣉᙳ㡪ࢆࠋࡓ࠼ ●  ே␗ືࡢ㝿ࡢᘬ⥅ࡂయไ

ㄆ☜ࡢ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

3㸬ホ౯ 5 㡯┠

調査項目
調査の視点 / 調査事項 指標・評価項目 必要な情報 情報源

小項目

妥
当
性

1. ᅜᐙᨻ⟇ぢ

ඃඛㄢ㢟ࡿ

㛤Ⓨᨻࡢࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ

ᛶྜᩚࡢ␎ᡓࠊ⟇

ᛶྜᩚࡢ⟇ᨻࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ ㎰ᴗ࣭ᮧࡢࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ  ●

ⴠ㛤Ⓨ㛵㐃ࡢᨻ⟇ࠊᡓ␎ࠊ

㛤Ⓨィ⏬

●  ᣢ⥆ⓗ㛤Ⓨཬࡧᡂ㛗ࡢຍ㏿

ᡓ␎ᩥ᭩（SCADD）

●  ㎰ᮧ㛤Ⓨ࣮ࢱࢡࢭᅜᐙࣟࣉ

（PNSR）࣒ࣛࢢ
ᨻ⟇ᩥ᭩ࡢࡢࡑ  ●

㸫
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調査項目
調査の視点 / 調査事項 指標・評価項目 必要な情報 情報源

小項目

ᛶྜᩚࡢ⟇ᨻࡢࡢࡑ ᛶྜᩚࡢ␎㛤Ⓨᡓࡢࡑ  ● ●  ᑐ㇟ᆅᇦࡢ㛤Ⓨᡓ␎

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

2. ᚲせᛶ ᛶྜᩚࡢࢬ࣮ࢽࡢ⪅┈ཷ ࢬ࣮ࢽࡢࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝

ࢬ࣮ࢽࡢ⪅┈ཷ

ᑐ㇟ᆅᇦ㛵ಀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

ࢺ࣓ࣥࢥࡢ⪅

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

3. ィ⏬ࡢጇᙜᛶ ィ⏬タ定ࡢጇᙜᛶ ィ⏬ࡢタ定ࡣ㐺ษ ●  ྛ ᡂᯝࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊ┠ᶆࠊ

ୖ┠ᶆࡢᅉᯝ㛵ಀ

●  PDMࠊPO
●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

ጇᙜᛶḞࡓ࠸せᅉ ጇᙜᛶḞࡓ࠸せᅉࡿ࠶ࡣ ㉳ᅉ⏬ィࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

ㄢ㢟ࡿࡍ

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

4. ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

㐺ࡢࢳ࣮ࣟࣉ

ษᛶ

ᬑཬࡢࢳ࣮ࣟࣉጇᙜᛶ ᢏ⾡ᬑཬࡢࢳ࣮ࣟࣉࡢ㑅ᢥࡣ㐺ษ ●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ୰㛫ሗ࿌᭩

●  ୰㛫࣮ࣞࣗࣅሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ୰㛫ሗ࿌᭩

●  ୰㛫࣮ࣞࣗࣅሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

ጇࡢ㑅定ࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝

ᙜᛶ

㐺ษࡣ㑅定᪉ἲࠊேᩘࡢࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝

ࡿ࠸࡚ࡗࢃഛࡀຊ⬟࡞༑ศࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝

ጇᙜᛶࡢ㑅定ࡢ⪅┈ཷ ᑐ㇟ᆅᇦࡢ㑅定ࡢ⪅┈ཷࠊ㑅定᪉ἲࡣ㐺ษ

᪥ᮏࡢᢏ⾡ࡢඃᛶ ᪥ᮏࡢᢏ⾡ࡢඃᛶࢆάࡓࡋ

5. ᪥ᮏᨻᗓຓ

᪉㔪ྜᩚࡢ

᪥ᮏࡢ ODA ඃඛࡿࡅ࠾

ㄢ㢟ྜᩚࡢᛶ

ᛶྜᩚࡢ⏬ᨻ⟇࣭ィࡢᅜࡀࢃ

ᑐࠉࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈᅜูຓ᪉㔪

●  ᅜู㛤Ⓨ༠ຊ᪉㔪

●  JICA ᨭ᪉㔪

●  ᅜู㛤Ⓨ༠ຊ᪉㔪

●  JICA ᨭ᪉㔪

有
効
性

ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ .1

┠ᶆࡢ㐩ᡂぢ㎸

ࡳ

≦ࡢᶆ㐩ᡂ┠ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

ἣ

ἣ࣭ྍ⬟ᛶ≦ࡢᶆ㐩ᡂ┠ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ≦㐩ᡂࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ1㸬ࠕ  ●

ἣࠖࢆཧ↷

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ୰㛫ሗ࿌᭩

●  ୰㛫࣮ࣞࣗࣅሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࢺ࣓ࣥࢥࡢ

ᨻ⟇ᩥ᭩ࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ  ●

㜼ᐖせᅉࠊ㐍ಁࡿࢃᶆ㐩ᡂ┠ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ㈉ᶆ㐩ᡂ┠ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

↓᭷ࡢせᅉࡿࡍ㜼ᐖࠊ⫣

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

2. ᡂᯝࣟࣉ┠

ᶆࡢ㛫ࡢᅉᯝ㛵

ಀ

ྛᡂᯝࡢ㐩ᡂᗘཬࣟࣉࡧ

ᐤࡢᶆ㐩ᡂ┠ࢺࢡ࢙ࢪ

ྛᡂᯝࡢ☜ㄆ㡯┠ᇶ࡙ࡓ࠸㐩ᡂᗘཬࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡧ┠ᶆ㐩ᡂࡢ

㈉⊩ᗘ

㐩ᡂࡢᶆ┠ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

ྛᡂᯝࡢᅉᯝ㛵ಀ

●  ྛ ᡂᯝࡢ㐩ᡂ≧ἣ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

ᙳᶆ㐩ᡂ┠ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

㡪ࡿࡍእ㒊ࡢ≧ἣ

እ㒊᮲௳ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡓ‶ࡣ ●  እ㒊᮲௳ࡢ☜ㄆ ●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

↓᭷ࡢ௳እ㒊᮲ࡿࡍᙳ㡪ᶆ㐩ᡂ┠ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡢࡑ ㄆ☜ࡢ௳እ㒊᮲ࡢࡢࡑ  ● ●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ
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調査項目
調査の視点 / 調査事項 指標・評価項目 必要な情報 情報源

小項目

効
率
性

1㸬ᢞධࡢ㐍ᤖ ᢞධ㐍ᤖࡢ≧ἣ ᪥ᮏഃ㸸ᑓ㛛ᐙὴ㐵ࠊᶵᮦ౪ࠊᮏ㑥◊ಟࢺࢫࢥ࣮ࣝ࢝ࣟࠊ ド᳨ࡢᐇ≧ἣࠖࡢᢞධࠕ  ● 㛵㐃ᢞධࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

ࢺࢫࣜ✀ྛࡿࡍ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥࡢ

㐠ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊ⨨㓄ࡢேဨࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝ഃ㸸ࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ

Ⴀ⤒㈝

ᢞධࡢ㐺ษᛶ ᑓ㛛ᐙࡢศ㔝ࡢ㐺ษᛶࠊ◊ಟཷㅮ⏕ࡢ‶㊊ᗘ

᪥ᮏࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈࠊഃࡢᢞධࡢᮇࠊရ㉁ཬࡧ㔞ࡢ‶㊊ᗘ

2㸬ᡂᯝࡢ㐩ᡂ≧

ἣ

ᡂᯝ 1 ᡂᯝࡽ 3 ≦㐩ᡂࡢ

ἣ

ᣦᶆぢࡿᡂᯝ㐩ᡂࡢ≧ἣ ↷ཧࢆ㐩ᡂ≧ἣࠖࡢᡂᯝࠕ  ● ●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ୰㛫ሗ࿌᭩

●  ୰㛫࣮ࣞࣗࣅሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥࡢ

3㸬ᢞධࠊάືཬ

ᅉࡢ㛫ࡢᡂᯝࡧ

ᯝ㛵ಀ

ᡂᯝ㐩ᡂࡢࡵࡓࡢᢞධࡢጇ

ᙜᛶ

ேဨ➼ࢫ࣮ࢯ࣭ࣜࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢᢞධࡿࡅ࠾㐣㊊ࡢ᭷↓

ᨭฟ≧ἣࡢ㈝ഃάືࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ

●  ᢞධ（ேဨࠊ㈨㔠ƫࠊ ᮦ➼）

ά⏝≧ἣࡢ

●  㛵㐃ࡿࡍᡂᯝࡢ⏘ฟ≧ἣ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

ᡂᯝ㐩ᡂࡢእ㒊≧ἣࡢᙳ㡪 ᡂᯝ㐩ᡂࡢࡑࡢࡵࡓࡢࡢእ㒊᮲௳ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡓ‶ࡣ ●  እ㒊᮲௳ࡢ☜ㄆ ●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

4㸬㢮ఝ࢙ࢪࣟࣉ

㐃ᦠࡢࢺࢡ

JICA ཬࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ㢮ఝࡢ

ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢ࣮ࢼࢻࡧ

㐃ᦠ࣭┦ຠᯝࡢ

ࡢ JICA 㐃ᦠ࣭┦ຠᯝࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ●  ࡢ JICA ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

↓᭷ࡢ㐃ᦠࡢ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢ࣮ࢼࢻ㐃ᦠ࣭┦ຠᯝ ●  ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢ࣮ࢼࢻ

㐃ᦠࡢ᭷↓

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

イ
ン
パ
ク
ト

1. ୖ┠ᶆ㐩ᡂ

ࡳぢ㎸ࡢ

ୖ┠ᶆ㐩ᡂࡢぢ㎸ࡳ ࡳぢ㎸ࡢ┠ᶆ㐩ᡂୖࡃᇶ࡙㐩ᡂ≧ἣࡢᶆ┠ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࢆ㐩ᡂ≧ἣࠖࡢ┠ᶆୖࠕ  ●

ཧ↷

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

ୖ┠ᶆࡓࡅྥእ㒊᮲௳ እ㒊᮲௳ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡓ‶ࡣ ●  እ㒊᮲௳ࡢ☜ㄆ ●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

ୖ┠ᶆࡢ㜼ᐖせᅉ ୖ┠ᶆ㐩ᡂಁࢆ㐍࣭㜼ᐖࡿࡍせᅉ ●  ୖ ┠ᶆ㐩ᡂ㈉⊩ࠊ㜼ᐖ

↓᭷ࡢせᅉࡿࡍ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

2. ᅉᯝ㛵ಀ ୖ┠ᶆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ┠

ᶆࡢᅉᯝ㛵ಀ

ୖ┠ᶆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ┠ᶆࡀ㞳ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ┠

ᶆࡢ㐩ᡂୖࠊࡀ┠ᶆࡢ㐩ᡂᐤࠋࡿࡍ

●  ୖ ┠ᶆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ┠

ᶆࡢᅉᯝ㛵ಀ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

3. ṇࢡࣃࣥࡢ

ࢺ

ࡢṇࡿࡼࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

ࢺࢡࣃࣥ

↓᭷ࡢࢺࢡࣃࣥࡢṇࡿࡍ㉳ᅉࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࠸࡚ࡋ⏬ィࡀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

↓᭷ࡢࢺࢡࣃࣥࡓࡗ࡞

●  ㈇ࡢࢺࢡࣃࣥࡢᑐ⟇ࡢ

᭷↓

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

ࡢ㈇ࡿࡼࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

ࢺࢡࣃࣥ

↓᭷ࡢࢺࢡࣃࣥࡢ㈇ࡿࡍ㉳ᅉࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ
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調査項目
調査の視点 / 調査事項 指標・評価項目 必要な情報 情報源

小項目

持
続
性

1. ᨻ⟇㠃 ᨻ⟇ᨭࡀ༠ຊ⤊ᚋࡶ⥅

ᛶ⬟ྍࡿࢀࡉ⥆

㛵㐃ᨻ⟇ࡢ⥅⥆ྍ⬟ᛶࡣ㧗ࠋ࠸ ⥆⥅ࢆᡂᯝࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

ⓗά⏝ࠊࡢࡵࡓࡿࡍ㛵㐃

ᨻ⟇ࡢ⥅⥆ྍ⬟ᛶ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

2. ⤌⧊㠃 άࡢᶵ㛵ࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝

ືᐇయไ

యไࡢࡵࡓࡿࡍ⥆⥅ࢆ⏝άࡢᡂᯝࡢᴗᚋ⤊ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ⥆⥅ࢆᡂᯝࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

ⓗά⏝ࣝࣈࠊࡢࡵࡓࡿࡍ

యไ⧊⤌ࡢഃࢯࣇࢼ࢟

࣮ࢼ࣮࢜ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ●

ព㆑ࣉࢵࢩ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

3. ㈈ᨻ㠃 άື⥆⥅ࡢᚲせ࡞㈈※☜

ಖྍࡢ⬟ᛶ

ࡳぢ㎸ࡢᚲせண⟬☜ಖࡢᚋ⤊ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ●  ◊ಟࡢᐇࣔࠊ ࢢ࣭ࣥࣜࢱࢽ

άື✲◊ࠊࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ

㓄㈿≧ἣࡢ⟭ணࡢࡵࡓࡢ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ

4. ᢏ⾡㠃 άື⥆⥅ࡢᚲせࣥ࢘࢝࡞

≦ࡢຊ㛤Ⓨ⬟ࡢࢺ࣮ࣃ࣮ࢱ

ἣ

ἣ≦ࡢᢏ⾡⛣㌿ࡢࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝ ●  ᢏ⾡⛣㌿ࡢ㐍ᤖ≧ἣ

ຊ㛤⬟ࡢࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝  ●

Ⓨ≧ἣ

●  ƫ ᮦࡢ⥔ᣢࠊ⌮⟶ࠊ㐠Ⴀ≧

ἣ

●  ᴗ㐍ᤖሗ࿌᭩

●  ᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ࢺ࣓ࣥࢥ
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7-1  ᪥ᮏேᑓ㛛ᐙ

No ᑓ㛛ᐙྡ ᢸᙜᴗົ
ὴ㐵ᮇ㛫

᪥ᩘ
ࡽ ࡛ࡲ

1 ᭶ࠉⰾᩥ ⥲ᣓ㸭㎰ᴗ࣭㎰ᮧ㛤Ⓨ࣮ࢨࣂࢻ 2014 ᖺ 10 ᭶ 1 ᪥ 2015 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥ 273
2 ⩏㞞ࠉ⏣⳥ 㛤Ⓨ㸭ᴗົㄪᩚࢸࢽ࣑ࣗࢥ 2015 ᖺ 10 ᭶ 9 ᪥ 2017 ᖺ 4 ᭶ 5 ᪥ 545
3 ᅵ᪉ࠉ㔝ศ Ⴀ㎰㸭᱂ᇵ 2015 ᖺ 6 ᭶ 7 ᪥ 2017 ᖺ 4 ᭶ 30 ᪥ 694
4 ୰ᇉࠉ㛗╬ ⥲ᣓ / ᙧᡂᨭ࣮࢚ࣝࣜࣇ࣐ࢦ 2016 ᖺ 2 ᭶ 23 ᪥ 2016 ᖺ 3 ᭶ 16 ᪥ 23

2016 ᖺ 6 ᭶ 21 ᪥ 2016 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥ 46
2016 ᖺ 9 ᭶ 2 ᪥ 2016 ᖺ 10 ᭶ 21 ᪥ 50
2016 ᖺ 11 ᭶ 9 ᪥ 2016 ᖺ 12 ᭶ 23 ᪥ 45
2017 ᖺ 3 ᭶ 22 ᪥ 2017 ᖺ 4 ᭶ 21 ᪥ 31

5 ㇂ࠉ⳹Ꮚ ⥲ᣓ / ὶ㏻ 2016 ᖺ 2 ᭶ 23 ᪥ 2016 ᖺ 4 ᭶ 8 ᪥ 46
2016 ᖺ 5 ᭶ 22 ᪥ 2016 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥ 41
2016 ᖺ 10 ᭶ 15 ᪥ 2016 ᖺ 12 ᭶ 5 ᪥ 52
2017 ᖺ 2 ᭶ 27 ᪥ 2017 ᖺ 4 ᭶ 26 ᪥ 59

6 ୰ᲄࠉ῟ ᬑཬ㸯（FFS/FBS ᐇ࣭㐠Ⴀ） 2016 ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥ 2016 ᖺ 4 ᭶ 12 ᪥ 39
2016 ᖺ 8 ᭶ 21 ᪥ 2016 ᖺ 10 ᭶ 10 ᪥ 51
2017 ᖺ 2 ᭶ 27 ᪥ 2017 ᖺ 4 ᭶ 26 ᪥ 59

7 ᑠᯘࠉ⿱୕ ᬑཬ 2（㎰Ẹ⤌⧊） 2016 ᖺ 2 ᭶ 23 ᪥ 2016 ᖺ 3 ᭶ 20 ᪥ 27
2016 ᖺ 4 ᭶ 17 ᪥ 2016 ᖺ 5 ᭶ 16 ᪥ 30
2016 ᖺ 7 ᭶ 16 ᪥ 2016 ᖺ 8 ᭶ 14 ᪥ 30
2017 ᖺ 4 ᭶ 15 ᪥ 2017 ᖺ 4 ᭶ 30 ᪥ 16

8 ᯇ⏣ࠉᚿ ᬑཬ 3（ど⫈ぬᩍᮦ / ᴗົㄪᩚ） 2016 ᖺ 2 ᭶ 23 ᪥ 2016 ᖺ 3 ᭶ 22 ᪥ 29
2016 ᖺ 5 ᭶ 17 ᪥ 2016 ᖺ 7 ᭶ 19 ᪥ 64
2016 ᖺ 10 ᭶ 15 ᪥ 2016 ᖺ 11 ᭶ 11 ᪥ 28
2016 ᖺ 11 ᭶ 28 ᪥ 2016 ᖺ 12 ᭶ 25 ᪥ 28
2017 ᖺ 3 ᭶ 6 ᪥ 2017 ᖺ 4 ᭶ 24 ᪥ 50

9 ༡㇂ࠉ㈗ྐ ✭ᚋฎ⌮ 2016 ᖺ 2 ᭶ 23 ᪥ 2016 ᖺ 4 ᭶ 8 ᪥ 46
2016 ᖺ 11 ᭶ 30 ᪥ 2016 ᖺ 12 ᭶ 13 ᪥ 14
2017 ᖺ 4 ᭶ 2 ᪥ 2017 ᖺ 4 ᭶ 30 ᪥ 29

10 ᱓ཎࠉ㞞ᙪ ㎰⸆⟶⌮ 2016 ᖺ 2 ᭶ 23 ᪥ 2016 ᖺ 3 ᭶ 3 ᪥ 10
2016 ᖺ 8 ᭶ 21 ᪥ 2016 ᖺ 9 ᭶ 9 ᪥ 20

11 ⱂ⃝ࠉ⣖㟶 ㏻ヂ 2016 ᖺ 2 ᭶ 28 ᪥ 2016 ᖺ 3 ᭶ 8 ᪥ 10
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ㄪ㐩㈨ᶵᮦࠉ7-2

㉎ධ᪥
ᶵᮦෆᐜ ᩘ㔞 ༢౯ ྜィ

ಖ⟶ሙᡤ
≀ရ ၟရྡ࣭␒ྕ ㏻㈌ ㏻㈌

2014 ᖺ 12 ᭶ 5 ᪥ ົᮘ FG900 5 FCFA 148,680 FCFA ົᡤ （DGPER）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 743,400

2014 ᖺ 12 ᭶ 5 ᪥ 㔠ᗜ 4FCOFESD101 1 FCFA 202,500 FCFA ົᡤ （DGPER）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 202,500

2014 ᖺ 12 ᭶ 10 ᪥ ㌴୧ TOYOTA Prado 1 FCFA 28,546,750 FCFA ົᡤ （DGPER）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 28,546,750

2014 ᖺ 12 ᭶ 12 ᪥ ࢺࢵࢿࣅࣕ࢟ 200 x 100 x 35cm 2 FCFA 83,827 FCFA ົᡤ （DGPER）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 167,654

2015 ᖺ 1 ᭶ 7 ᪥ 」ྜᶵ（ⓑ㯮） Canon iR2525 1 FCFA 2,950,000 FCFA ົᡤ （HB）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 2,950,000

2015 ᖺ 1 ᭶ 15 ᪥ ㌴୧ TOYOTA Hilux 1 FCFA 15,830,000 FCFA 15,830,000 సᴗሙ （Ouaga2000）

2015 ᖺ 1 ᭶ 16 ᪥ ࣉࢵࢺࣉࢵࣛ DELL HS3737 1 FCFA 678,500 FCFA 678,500 సᴗሙ （Ouaga2000）

2015 ᖺ 2 ᭶ 27 ᪥ ࣮ࢱࢡ࢙ࢪࣟࣉ EPSON EB-S18 2 FCFA 407,100 FCFA ົᡤ （DGPER）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 814,200

2015 ᖺ 3 ᭶ 2 ᪥ ࣮ࢱࣥࣜࣉ࣮ࣛ࢝ HP Laserjet Pro 400 M451dn 1 FCFA 383,500 FCFA 383,500 సᴗሙ （Ouaga2000）

2015 ᖺ 3 ᭶ 10 ᪥ ෭ⶶᗜ SHARP SJ20 1 FCFA 265,500 FCFA ົᡤ （DGPER）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 265,500

2015 ᖺ 3 ᭶ 12 ᪥ ࣉ࣏ࣥ₅℺ KDP40 1 FCFA 220,000 FCFA （Badala） ࢺࢧࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 220,000

2015 ᖺ 3 ᭶ 16 ᪥ ࣓ࣛ࢝ࣝࢱࢪࢹ Fujifi lm Finepix S4800 1 FCFA 277,300 FCFA 277,300 సᴗሙ （Ouaga2000）

2015 ᖺ 3 ᭶ 18 ᪥ ࢜ࢹࣅࣝࢱࢪࢹ SONY HDR CX 240E 1 FCFA 324,500 FCFA ົᡤ （DGPER）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 324,500

2015 ᖺ 3 ᭶ 18 ᪥ ࣉࢵࢺࣉࢵࣛ HP ENVY 15 1 FCFA 542,800 FCFA 542,800 సᴗሙ （Ouaga2000）

2015 ᖺ 3 ᭶ 19 ᪥ ᡪ㢼ᶵ DTE-60 2CV 2 FCFA 980,000 FCFA （CPR & Makognadougou） ࢺࢧࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 1,960,000

2015 ᖺ 3 ᭶ 19 ᪥ ᩿ᶵ HACHE PAILLE + MOTEUR S195 2 FCFA 2,250,000 FCFA （CPR & Makognadougou） ࢺࢧࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 4,500,000

2015 ᖺ 3 ᭶ 30 ᪥ ࣮ࢱࢡࣛࢺࢻࣥࣁ DF-15KL 2 FCFA 3,825,000 FCFA （CPR & Makognadougou） ࢺࢧࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 7,650,000

2015 ᖺ 6 ᭶ 25 ᪥ ࣉࢵࢺࣉࢵࣛ TOSHIBA SATELLITE L50-B-11G 1 FCFA 460,200 FCFA 460,200 సᴗሙ （Ouaga2000）

2015 ᖺ 7 ᭶ 7 ᪥ GPS GARMIN MAP64S 1 FCFA 354,000 FCFA 354,000 సᴗሙ （Ouaga2000）

2016 ᖺ 2 ᭶ 4 ᪥ ᑠᆺ࣮ࢱࢡࣛࢺࢻࣥࣁ Panch-X F402J 5 FCFA 562,986 FCFA 2,814,930 
ࡧཬࢺࢧࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ INERA 
（Gampela, Farako-Ba, Niangoloko, CPR & సᴗሙ）

2016 ᖺ 3 ᭶ 7 ᪥ GPS GARMIN MAP64S 2 FCFA 318,600 FCFA 637,200 సᴗሙ （Ouaga2000）

2016 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥ ࣉ࣏ࣥ₅℺ KAMA100 RT40-4DP 1 FCFA 400,000 FCFA （Badala） ࢺࢧࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 400,000

2016 ᖺ 3 ᭶ 15 ᪥ ෭ⶶᗜ BOREAL7 2 FCFA 405,000 FCFA 810,000 INERA Kamboinsine

2016 ᖺ 3 ᭶ 16 ᪥ ࢡࣂ YAMAHA125G 2 FCFA 1,416,000 FCFA 2,832,000 HB ᕞࡧࡼ࠾ BM ᕞ㎰ᴗᒁ
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2016 ᖺ 3 ᭶ 25 ᪥ ࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀ TOSHIBA L50-B 26L 1 FCFA 442,500 FCFA ົᡤ （DGPER）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 442,500

2016 ᖺ 5 ᭶ 24 ᪥ ࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀ TOSHIBA L50-B 26L 1 FCFA 501,500 FCFA ົᡤ （DGPER）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 501,500

2016 ᖺ 6 ᭶ 20 ᪥ ࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀ HP PROBOOK 450 G3 3 FCFA 454,300 FCFA 1,362,900 
 ,ົᡤ（DGPER）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 2
ົᡤ （HB）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 1

2016 ᖺ 7 ᭶ 21 ᪥ ࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀ HP Pavilion 15 2 FCFA 260,000 FCFA 520,000 సᴗሙ （Ouaga2000）

2016 ᖺ 9 ᭶ 5 ᪥ ᶵ࣮ࣆࢥ࣮ࣛ࢝ CANON IRADV C3320i 1 FCFA 2,300,000 FCFA ົᡤ （DGPER）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 2,300,000

2016 ᖺ 9 ᭶ 6 ᪥ pH/ EC/ TDS/ Υ࣮ࢱࢫࢸ HI 991300N 2 JPY 83,500 JPY 167,000 సᴗሙ （Ouaga2000）

2016 ᖺ 9 ᭶ 6 ᪥ GPS GARMIN OREGON 600 3 JPY 53,000 JPY ົᡤ （DGPER）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 159,000

2016 ᖺ 9 ᭶ 6 ᪥ ㉥እ⥺Ỉศィ FD-720 1 JPY 270,000 JPY ົᡤ （DGPER）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 270,000

2016 ᖺ 9 ᭶ 6 ᪥ ✐㢮Ỉศィ PM-650 1 JPY 160,000 JPY ົᡤ （DGPER）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 160,000

2016 ᖺ 10 ᭶ 11 ᪥ ࣮ࢱࢡࣛࢺࢻࣥࣁ DF-15 KL 2 FCFA 4,237,676 FCFA （Badala & Makognadougou） ࢺࢧࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 8,475,352

2017 ᖺ 3 ᭶ 10 ᪥ ࣉ࣏ࣥ₅℺ KAMA d100 2 FCFA 417,500 FCFA 835,000 సᴗሙ （Ouaga2000）

2017 ᖺ 3 ᭶ 13 ᪥ ෭ⶶᗜ Borel 215L 1 FCFA 260,000 FCFA 260,000 సᴗሙ （Ouaga2000）

2017 ᖺ 3 ᭶ 13 ᪥ ෭ᗜ Borel 580L 2 FCFA 470,000 FCFA 940,000 సᴗሙ （Ouaga2000）
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 ᮏ㑥࣭➨୕ᅜ◊ಟࠉ7-3
（㸯） ᮏ㑥◊ಟ

No C/P Ặྡ ᢸᙜศ㔝 ◊ಟྡ
◊ಟᮇ㛫

㛤ጞ ⤊

1 Dr. LOMPO François ㎰ᴗ⮧ ᪥ᮏ࣮࢚ࣝࣜࣇ࣐ࢦཬࢢࣥࢸࢣ࣮࣐ࡧ 2015/2/27 2015/3/13

2 Mr. KABORE Adama ホ౯ / DGESS ᪥ᮏ࣮࢚ࣝࣜࣇ࣐ࢦཬࢢࣥࢸࢣ࣮࣐ࡧ 2015/2/27 2015/3/13

3 Mr. POUYA W.Thierry ࣮࢚ࣝࣜࣇ࣐ࢦᢸᙜ⪅ / DGPER/DPEFA ᪥ᮏ࣮࢚ࣝࣜࣇ࣐ࢦཬࢢࣥࢸࢣ࣮࣐ࡧ 2015/2/27 2015/3/13

4 Mr. TRAORE Mourice ⥲ᒁ㛗 / DGPV ✲◊ࡧࡼ࠾᱂ᇵ࣐ࢦ 2015/7/23 2015/8/6

5 Mr. OULE Jean Marcel ᕞ㎰ᴗᒁ㛗 / DRAAH-HB ✲◊ࡧࡼ࠾᱂ᇵ࣐ࢦ 2015/7/23 2015/8/6

6 Mr. SAWADOGO Oumarou ᕞ㎰ᴗᒁ㛗 / DRAAH-BM ✲◊ࡧࡼ࠾᱂ᇵ࣐ࢦ 2015/7/23 2015/8/6

7 Dr. MININGOU Amos ◊✲ᐁ / INERA ✲◊ࡧࡼ࠾᱂ᇵ࣐ࢦ 2015/7/23 2015/8/6

8 Dr. ZAGRE Bertin ◊✲ᐁ / INERA ✲◊ࡧࡼ࠾᱂ᇵ࣐ࢦ 2015/7/23 2015/8/6

9 Dr. OUEDRAOGO MANEGUEDO Robert ḟᐁ / MAAH ᮏ㑥◊ಟ（ὶ㏻） 2016/6/12 2016/6/18

10 Dr. OUEDRAOGO Abdelaziz ⥲ᒁ㛗 / DGPER ᮏ㑥◊ಟ（ὶ㏻） 2016/6/12 2016/6/18

11 Mr. DIAWARA Ali ㄢ㛗 / DPEFA / DGPER ᮏ㑥◊ಟ（ὶ㏻） 2016/6/12 2016/6/18

12 Mr. VELEDGA Cyprien ḟᐁ / ANACES-B ᮏ㑥◊ಟ（ὶ㏻） 2016/6/12 2016/6/18

13 Mr. POUYA W.Thierry ࣮࢚ࣝࣜࣇ࣐ࢦᢸᙜ⪅ / DGPER/DPEFA Knowledge Co-Creation Program （Young Leaders） for African 
Countries （French）/Agri-Business/Agri-Eco-Tourism Course

2016/6/16 2016/7/2

14 Mr. YIGO G. Ludovic Prosper Arsène /ᐊ⫋ဨ / DGPER/CSACࢢࣥࣜࢱࢽࣔ ࢙ࢪࣟࣉ

ホ౯ᢸᙜ࣭ࢢࣥࣜࢱࢽࣔࡢࢺࢡ

Knowledge Co-Creation Program （Young Leaders） for African 
Countries （French）/Agri-Business/Agri-Eco-Tourism Course

2016/6/16 2016/7/2

15 Mr. ZOUNGRANA Urbain ㎰ᮧ࡛ࡢ㎰ᴗࡢࢢࣥࣜࢱࢽࣔࡢᢸᙜ / DPVC / 
DGPV

ᮏ㑥◊ಟ（᱂ᇵ） 2016/9/11 2016/9/21

16 Mrs. OUEDRAOGO Ouindingoud Juliette ᇶ‽ィ ಁࡢ㐍ㄢࡢㄢ㛗 / DGPER ᮏ㑥◊ಟ（᱂ᇵ） 2016/9/11 2016/9/21

17 Mr. SANOU Kointani  / ㄢ㛗ࡢㄢࡿࡍຓゝࢆ㐍ಁ࣮࢚ࣝࣜࣇ࣐ࢦ
㎰ᮧ⤒῭⯆ᕞᒁ / DRAAH-BM

ᮏ㑥◊ಟ（᱂ᇵ） 2016/9/11 2016/9/21

18 Mr. COULIBALY Saïfoulaye 㣗ᩱಖ㞀㎰ᴗࡢሗ࣒ࢸࢫࢩㄢࡢㄢ㛗 / ࢭ
ᕞᒁ / DRAAH-BMࡢィㄪᰝ⤫ࡢู࣮ࢱࢡ

ᮏ㑥◊ಟ（᱂ᇵ） 2016/9/11 2016/9/21

19 Mr. MALO Théophile ㎰ᴗࡢ࣮࢚ࣝࣜࣇ⤒῭⯆ᢸᙜ⫋ဨࠊ㎰ᮧ

⤒῭ಁ㐍⯆ᕞᒁ / DRAAH-HB
ᮏ㑥◊ಟ（᱂ᇵ） 2016/9/11 2016/9/21

20 Mr. RAMDE Souleymane ㎰ᴗᬑཬࢆຓゝࡿࡍㄢࡢᢸᙜࠊ㛤Ⓨ㎰ᴗ⏕

ᕞᒁ / DRAAH-HBࡢ⏘
ᮏ㑥◊ಟ（᱂ᇵ） 2016/9/11 2016/9/21
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（㸰） ➨୕ᅜ◊ಟࠊW/S ࣮ࢼ࣑ࢭࡧࡼ࠾

No C/P Ặྡ ᢸᙜศ㔝 ◊ಟྡ
◊ಟᮇ㛫

㛤ጞ ⤊

1 Mr. ZOUNGRANA Urbain ㎰ᮧ࡛ࡢ㎰ᴗࡢࢢࣥࣜࢱࢽࣔࡢᢸᙜ / DPVC / 
DGPV

FFS（ࣝ࣡ࣥࢲ） 2016/8/15 2016/8/21

2 Mr. SANOU Kointani  / ㄢ㛗ࡢㄢࡿࡍຓゝࢆ㐍ಁ࣮࢚ࣝࣜࣇ࣐ࢦ
㎰ᮧ⤒῭⯆ᕞᒁ / DRAAH-BM

FFS（ࣝ࣡ࣥࢲ） 2016/8/15 2016/8/21

3 Mr. MALO Théophile ㎰ᴗࡢ࣮࢚ࣝࣜࣇ⤒῭⯆ᢸᙜ⫋ဨࠊ㎰ᮧ

⤒῭ಁ㐍⯆ᕞᒁ / DRAAH-HB
FFS（ࣝ࣡ࣥࢲ） 2016/8/15 2016/8/21
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ࢺࢫࣜ（C/P）ࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝ࠉ7-4

C/P Ặྡ ᙺ⫋ / ⤌⧊ ᢸᙜศ㔝
ᅾ⫋ᮇ㛫

㛤ጞ ⤊

Dr. OUEDRAOGO Dénis ⥲ᒁ㛗 / DGPER ࢲ࣭ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ / ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ࣭ࣝࢼࣙࢩࢼ

࣮ࢱࢡࣞ

2015/12/28

Dr. OUEDRAOGO Abdelaziz ⥲ᒁ㛗 / DGPER ࢲ࣭ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ / ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ࣭ࣝࢼࣙࢩࢼ

࣮ࢱࢡࣞ

⌧ᅾ࡛ࡲ

Mr. DIAWARA Ali Badara ᒁ㛗 / DGPER/DPEFA C/P ഃ JICA ࣮ࢲ࣮ࣜࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࣐ࢦ 2015/12/28

Mrs. ZANGRE Valérie ᒁ㛗 / DGPER/DPEFA C/P ഃ JICA ࣮ࢲ࣮ࣜࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࣐ࢦ ⌧ᅾ࡛ࡲ

Mr. POUYA  W. Thierry ㎰Ꮫࢽࢪ࢚ࣥ / /ᢸᙜ / DGPER࣮࢚ࣝࣜࣇ࣐ࢦ
DPEFA

⤌⧊ / ◊ಟศ㔝 C/P 2015/12/28 ⌧ᅾ࡛ࡲ

Mr. TINGRI Issaka /DGPER / ࣮ࢨࣂࢻㄪᰝ࣭ศᯒࠊ࣮ࢼࣥࣛࣉ῭⤒
DDMPA

ᕷሙ / ࣥࣙࢩ࣮ࢮࣛࣕࢩ࣮࣐ࢥ / ࢢࣥࢸࢣ࣮࣐

ศ㔝 C/P
2015/12/28 ⌧ᅾ࡛ࡲ

Ms. MOUKIAN/OUEDRAOGO O. Juliette ⯆࣭つ᱁࣭ィ㔞ᐊᐊ㛗 / DGPER/DTAN ✭ᚋฎ⌮ศ㔝 C/P 2015/12/28 ⌧ᅾ࡛ࡲ

Mr. ZOUNGRANA Urbain ୖ⣭㎰ᴗᢏ⾡⪅ / DGPV/DVRD ⏘⏕࣐ࢦ / ᱂ᇵᢏ⾡ศ㔝 C/P 2015/12/28 ⌧ᅾ࡛ࡲ

Mrs. BANISSI/NANEMA Claudine ᳜㜵ࢽࢪ࢚ࣥ / DGPV/DPVC ရ㉁⟶⌮ศ㔝 C/P 2015/12/28 ⌧ᅾ࡛ࡲ

Mr. OUEDRAOGO Oumar ⏕⏘ᐊᐊ㛗 / INERA ཎ✀ศ㔝 C/P 2015/12/28 ⌧ᅾ࡛ࡲ

Mr. BIHOUN Jean ㎰ᴗᬑཬ⏬ࢽࢪ࢚ࣥ / DGPV/DVRD 改Ⰻ✀Ꮚศ㔝 C/P 2015/12/28 ⌧ᅾ࡛ࡲ

Mr. MALO Théophile ㎰ᴗࢽࢪ࢚ࣥ / DRAAH/HB ᆅ᪉㎰ᴗᒁࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ C/P 2015/12/28 ⌧ᅾ࡛ࡲ

Mr. SANOU Kointani ୖ⣭㎰ᴗᢏ⾡⪅ࠊ㎰ᴗ࣮࢚ࣝࣜࣇ⯆ᨭࣙࢩࢡࢭ

ࣥ㛗 （SAPFA） / DRAAH/BM
ᆅ᪉㎰ᴗᒁࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ C/P 2015/12/28 ⌧ᅾ࡛ࡲ

Mr. YIGO G. Ludovic Prosper Arsène ㎰ᮧ㛤Ⓨࢽࢪ࢚ࣥ / DGPER / ࣭ࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇホ

౯ᐊ / ෆ㒊࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ

ホ౯ᢸᙜ࣭ࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 2015/12/28 ⌧ᅾ࡛ࡲ

Mr. TAPSOBA Jean Fidèle ⥲ົ࣭⤒⌮ᐊᐊ㛗 / DGPER/SAF C/P ண⟬㐠Ⴀᇳ⾜ᢸᙜ 2015/12/28

Mr. OUATTARA Lassina ⥲ົ࣭⤒⌮ᐊᐊ㛗 / DGPER/SAF C/P ண⟬㐠Ⴀᇳ⾜ᢸᙜ ⌧ᅾ࡛ࡲ

Mrs. BAMA/NIKIEMA Alizèta ⛎᭩ / DGPER/DPEFA ᭩⛎ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 2015/12/28 ⌧ᅾ࡛ࡲ

Mr. ADESHOLA Ebenser 㐠㌿ᡭ / DGPER 㐠㌿ᡭࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 2015/12/28 ⌧ᅾ࡛ࡲ

Mr. ABOUGA W. D. R. Arnaud 㐃⤡ಀ / DGPER 㐃⤡ಀ 2015/12/28 ⌧ᅾ࡛ࡲ

JICA 㛤ദ◊ಟ（ᮏ㑥ࡧࡼ࠾➨୕ᅜ）ཧຍ⤒㦂
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ഃ౪ࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈࠉ7-5 （ᅵᆅࠊ ᘓ≀ࠊ ົᡤཬࡧᶵᮦ）

No. ≀ရ ሙᡤ ෆᐜ

JFY2014

ヨ㦂ᅡሙ CPR Kodougou （BM ᕞ） ℺₅タࡧࡼ࠾⤥Ỉࣉ࣏ࣥ

ົᡤ （DGADI）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ DGADI ᇳົᐊ 1 㒊ᒇࠊ 㟁Ẽ

JFY2015

ヨ㦂ᅡሙ CPR Kodougou （BM ᕞ） ℺₅タࡧࡼ࠾⤥Ỉࣉ࣏ࣥ

ヨ㦂ᅡሙ INERA Gampela ℺₅タࡧࡼ࠾⤥Ỉࣉ࣏ࣥ

JFY2016

ヨ㦂ᅡሙ CPR Kodougou （BM ᕞ） ℺₅タࡧࡼ࠾⤥Ỉࣉ࣏ࣥ

ヨ㦂ᅡሙ INERA Gampela ℺₅タࡧࡼ࠾⤥Ỉࣉ࣏ࣥ

ヨ㦂ᅡሙ INERA Farako-Ba

ヨ㦂ᅡሙ INERA Niangoloko

ົᡤ （BMࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ᕞ） DRAAH-BM ᇳົᐊ 2 㒊ᒇࠊ 㟁Ẽ

ົᡤ （HBࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ᕞ） DRAAH-HB ᇳົᐊ 1 㒊ᒇࠊ 㟁Ẽ

ົᡤ （DGPER）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ DGPER ᇳົᐊ 1 㒊ᒇࠊ 㟁Ẽ

JFY2017
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８ PDM 改定案

1 
 

Title: The Project for Reinforcement of Sesame Production
Target area: Ouagadougou, Boucle du Mouhoun region and Hauts-Bassins region
Project Duration: 5 years from October 2014 to September 2019

Narrative Summary Objectively Verifiable Indicator Means of Verification Important Assumption
Overall Goal
Improve the sesame productivity in target 
area - Average yield produced by farmers in target area increase more than 20% - National Statistics The target regions are not 

exposed to security problem.

Project Purpose

Improve the productivity and income of target 
sesame farmers

- More than 70% of target farmers increases the income by sesame production
- Average Yield per hectare produced by target farmers increase more than 

20%

- Farmer survey (Final)
- Farmer survey (Baseline and Final)

- The price of sesame 
international market does not 
mark a significant downtrend.
- Production is not affected by
a very poor harvest due to
weather, etc

Output
1. Develop and disseminate appropriate 

technology and knowledge
- Modules and materials for training (on FFS/FBS, Capacity building of farmer’s

group) to core farmers are formulated
- More than 180 core farmers participated in trainings 
- More than 90% of farmers participated in FFS/FBS adopt more than one 

technical component.

- Project Report

- Project Report
- Farmer survey (Final) etc.

Human resources responsible 
for the technical transmission, 
as participants in training and 
others, continue to be involved 
in the project.

2. Select new varieties of sesame - More than one new variety is selected for seed registration
- Technical guidance for varieties selection and foundation and breeders seed 

production are formulated.

- Project Report
- Project Report

3. Increase the number of certified seed 
producing farmers and certified seed 
production.

- Modules and materials for training (on seed production) to core farmers are 
formulated

- More than 180 core farmers participated in trainings.
- At least one seed producing farmer is registered in more than half of target 

group.
- More than XX ha area of certified seed production per year on average by 

target seed producers is declared 

- Project Report

- Project Report
- Project Report

- Project Report

4. Reinforce the marketing capacity of 
stakeholders in the sesame sector.

- Training materials on sesame quality control are formulated.
- More than XX training/ session/ workshop to stakeholders in sesame sector 

on the quality control is conducted.
- More than one of the ANACES-B member has direct contract with Japanese 

importer.

- Project Report
- Project Report

- Project Report

㸫
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８ PDM 改定案

2 
 

※Taget farmer means both Core farmers and Ordinary farmers in target area

Activities Inputs Important Assumption
（0） Implement a base line survey (household economies of farmers, situation and problems of production and value chain, 

etc.). 
1-1 Verify the character of varieties of sesame seed;
1-2 Make various tests to improve the yield of sesame seed (seeding time, fertilization, etc.);
1-3 Organize and monitor training to disseminate the appropriate technique of production of sesame seed ;
1-4 Study and propose how to manage organizations and improve farm management for increasing productivity of sesame seed

and improving income generation of ordinary farmers (contract farming, strengthening of organizations, etc.);

2-1 Study the character of selected varieties of sesame;
2-2 Verify the suitability as sesame seed and the aptitude for cultivating, and identify the variety for extension;
2-3 Implement cultivation tests for sesame seed in order to establish the cultivating techniques;
2-4 Prepare for official registration of new varieties of sesame seed;

3-1 Strengthen capacity of researchers and technicians for the proper production of foundation seed;
3-2 Strengthen capacity of trainers in charge of technical supervision to seed production farmers;
3-3 Organize training for strengthening capacity of seed production farmers to produce improved seeds; 
3-4 Monitor the production and marketing of certified seed produced by core farmers

4-1 Strengthen marketing capacity for international markets (needs survey of the market, promotion of participation in 
international trade fairs, review of methods for production estimate, etc.);

4-2 Organize training for quality control based on market needs (impurity processing, management of pesticide utilization,
strengthening of control system, traceability, etc.);

4-3 Promote the information sharing on the production, distribution and markets 

« Burkinabe side »

- Counterpart personnel
- Project office and 

necessary equipment
- Procedure for dispatch 

experts, procedure for tax 
exemption, and so on.

- Counterpart budget

« Japanese side »

Experts :
- Expert « Chief Advisor »
- Expert « Cultivation 

techniques »
- Expert « Farm 

management / 
Organization »

- Expert «Quality control / 
Post-harvest »

- Expert « Market / 
Commercialization »

- Expert « Coordinator / 
Training »

- Training course
Machinery and equipment

Precondition

㸫
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ブルキナファソ国 ゴマ生産支援プロジェクト中間レビュー

面談議事録

᪥ 6 ᭶ 5 ᪥ 10:20 㹼 11:20
ሙᡤ㸸DGPER
㠃ㄯ┦ᡭ㸸Mr. NIKIEMA Seni（Acting director DGPER/DPEFA）

࠙DGPER 㸭 DPEFA ࠚ㛵ࡢ

࣭ ᒁ㛗ࡀ⏘ఇ1ࠊࡵࡓࡢ ┤ࡣࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࡛ࡲࢀࡇࠊࡵࡓࡓࡋ௵ᑵ࡚ࡋ⌮ᒁ㛗௦ࡽ᭶๓࢝

᥋㛵ࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋJCC ࡛ࡲࢀࡇࡣ 2 ᗘ࡚ࡋ࣮ࣂ࣮ࢨࣈ࢜ࠊཧຍࠋࡿ࠸࡚ࡋ

࣭ DGPER/DPEFA 㒊ศ࡛ࡢὶ㏻ࠊࢢࣥࢸࢣ࣮࣐≉ࠊࡾ࠶㈐௵ᶵ㛵࡛ࡢഃࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈࠊࡣ

άືཧຍࠋࡿ࠸࡚ࡋFFS/FBS ◊ಟࡸ✀Ꮚ⏕⏘ࡢ◊ಟ୍ࡶ㒊ཧຍࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ✀Ꮚ◊✲ࡘ

INERAࠊࡣ࡚࠸ ࠋࡿ࠶ᢸᙜ࡛ࡢ

࠙άືࡢ㐍ᤖࠊᡂᯝࡢ㐩ᡂࠚ

2ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋㄆ㆑ࡿ࠶Ⰻዲ࡛ࡡࡴ࠾࠾ࡣ㐍ᤖࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭ 1ࠋࡿ࠶ࡀㄢ㢟࡛ࣝ࣋ࣞࡢࡘ ࡘ

༑ศࠊࡾ࠾࡚ࡋ㊊ࡀ⟭ணࠋㄢ㢟ࡢ㈈ᨻ㠃ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡇࡓࡗ㝈ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡇࠊࡣ

άືཧຍ࡛2ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ ࡛ࡀඹ㏻⌮ゎࠊ᪉࡛ࣈ᪥ࠊࡿࡍ㛵ࡁ⥆ᡭࡢ⾜ண⟬ᇳࠊࡣ┠ࡘ

ࢆࢺࢫ࢚ࢡࣜ᪥ᮏഃࡣࡢࡶ࡞ᚲせࡀ⟭ணࠊࡾࡓ࠶ࡿࡍᐇࢆάືࠋࡿ࠶࡛ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡁ

ฟࡀࢫࢭࣟࣉࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉ㐍ࠊࡎࡲ༑ศάືࡀࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀከࠋ࠸

࣭ INERAࠊDGPERࠊJICA ࡛ዎ⣙ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡛ࢇ⤖ࢆ୰࡛ண⟬㈇ᢸ㛵ࡿࡍ᫂☜࡞グ㍕ࠋ࠸࡞ࡀ

࡚࠸⠏ࢆ㛵ಀ࡞Ⰻዲ᪥ᮏேᑓ㛛ᐙࡣಶேⓗࠊ࡚࠸ࡘࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

JCCࠊࡣሗ࿌ࡿࡍ㛵άືࠋࡿ࠸ ࡛ሗඹ᭷ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ

ࡽࢀࡇࠊࡣୖྥࡢධࡸ㔞ࡢ㎰ᐙ⏘⏕࣐ࢦࠊ࡚࠸ࡘ㐩ᡂ≧ἣࡢ࡛ࡲࢀࡇࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

ᡂᯝࡀฟࡿᛮࠋ࠺✀Ꮚ⏕⏘ࠊရ✀ࡢ㑅定ࡶ࡚࠸ࡘ㡰ㄪάື࠺࠸ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀሗ࿌࡛

ࠋࡿ࠶

࠙PDM 改ゞࠊValidation Meetingࠚ
ࡶࡶࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍᢎㄆṇᘧ࡛ࣝ࣋ᅜᐙࣞࢆᯝ⤖ࠊࡣ࡚࠸ࡘᯝ⤖ࡢㄪᰝࣥࣛࢫ࣮࣋ ࣭

ࡣ 5 ᭶ 30 ᪥ᐇண定࡛ࠊࡀࡓࡗ࠶ண⟬ࡢၥ㢟࡛ᐇࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ

࣭ ㄪᰝ⤖ᯝࡢᢎㄆࣥࣛࢫ࣮࣋ࡀ࡛ࡲㄪᰝ࡛ࠊࡵࡓࡿ࠶ᙜ↛ࡢ⏝㈝ࡿࢃࢀࡑ㈇ᢸࠊࡣ᪥ᮏ

ഃ࡛ࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈࠋࡿ࠶࡛ࡁࡿࡍഃࡢ㈇ᢸ㡯࡛ࠋ࠸࡞ࡣ

࣭ PDM ࢀࡉᢎㄆ࡛ࣝ࣋ᅜᐙࣞࡀㄪᰝ⤖ᯝࣥࣛࢫ࣮࣋ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡶ㔜せᛶࡢタ定ࡢᣦᶆࡢ

ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣࡇࡿࡵ㐍ࢆウ᳨ࠊࡤࢀࡅ࡞

࠙ᣢ⥆ᛶࠚ࡚࠸ࡘ

ࡢᚋ⤊ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭ DGPER ⥅ࡁᘬࠊࡤࢀ࠶Ⰻዲ࡛ࡀᡂᯝࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡀࡿ࠶ᙺ࡛ࡢ

DGPERࠊࡓࡲࠋ⬟ྍࡀࡇࡃ࠸࡛࠸ ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᑐᛂάືࠊࡶ௵ࡢࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝ࡢ

ࡇࡃ࠸࡚ࡋᣑࡣ࡛➨ᯝḟ⤖ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡣᑟධ࡛ࡢ࣒ࢸࢫࢩࠊ㌿⛣ࡢ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࡃࠊࡾ࠶࡛

ࠋࡿ࠼⪄ࡔ⬟ྍࡶ

࠙ᢏ⾡⛣㌿ඛࠚ࡚࠸ࡘ

ᨭࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢁࡇࡢࠋᚲせࡀࡇࡿࡆᗈࡶ⪅ὶ㏻ᴗࡢ࣐ࢦࠊࢆᨭࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

ࢆ⏘⏕࣐ࢦࡣᑐ㇟ࡸࢢࣥࢸࢣ࣮࣐ࠊࡾ࠶࡛ࢇࡀࡢࡶࡓࡋ㍺ฟࢆᑐ㇟ࡀࡢࡶࡓࡋ

ᑡࠋ࠸࡞

࣭ APEX DGPERࠊࡣ࡚࠸ࡘࡇࡴ㎸ࡁᕳࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢆ ᚲࠊ࡛ࡢ࡞㒊ศ࡞⬟ဨ࡛ᑐᛂྍ⫋ࡢ

せࡋࡶࠋ࠸࡞ࡣᚲせ࡛ࠊࡤࢀ࠶DGPER ⫋ဨࡀ APEX 㐍ࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡾྲྀࢆࢺࢡࢱࣥࢥ

ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡃ࡚࠸ࡵ
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ࠚᚋ༙ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࠙

ࠊྛࡣᚋ༙࡛ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭ ࣮ࢱࣥ࢘࢝ࠊࡓࡌ㏻ࢆᮏ㑥◊ಟࠋࡿ࠶㔜せ࡛ࡀຊᙉ⬟ࡢ࣮ࢱࢡ

ࠋࡿࡀ࡞ࡘࡶୖྥࡢᣢ⥆ᛶࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡀຊྥୖ⬟ࡢࢺ࣮ࣃ

ࠚࡢࡑ࠙

࣭ ண⟬ሗࠊࡢࢺ࣏࣮࢛ࣥࣝ࢝ࣇࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡣ࡚࠸ࡘPOUYA Ặ☜ㄆ2016ࠋࡇࡢ
ᖺࡣ 17  FCFA 14ࠊ࡚ࡋᑐ⟭ணࡢ  FCFA ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᠈グࡓࡗࡔᨭฟࡢ

࣭ ᪥ᮏഃࡣண⟬ࡢᰂ㌾ᛶࢆᣢࠊࡓࡲࠋ࠸ࡋ࡚ࡗάືࡢࡈண⟬ࡢ⟬ฟࡀᚲせ࡛ࠋࡿ࠶

᪥ 6 ᭶ 5 ᪥ 11:30 㹼 11:50
ሙᡤ㸸DGPER
㠃ㄯ┦ᡭ㸸Mr. POUYA W.Thierry（㎰Ꮫࢽࢪ࢚ࣥ / （DGPER/DPEFAࠉᢸᙜ࣮࢚ࣝࣜࣇ࣐ࢦ

ඛ᪉ホ౯ᅋဨ㸸ࡢண定࡛ࠊ࡛ࡇࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋື⛣ࡄࡍホ౯ࡢ┠ⓗࠊᡭἲࡢㄝ᫂ࠊ

DGPER ண⟬ሗࡢඹ᭷౫㢗ࠊ㉁ၥ⚊ཷࡢ㡿ࠋࡳࡢ

᪥ 6 ᭶ 5 ᪥ 13:00 㹼 14:00
ሙᡤ㸸DGPER
㠃ㄯ┦ᡭ㸸㇂⳹Ꮚᑓ㛛ᐙ（⥲ᣓ / ὶ㏻）

࠙PDM 改ゞࠚ

࣭ PDM ᩘࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࢱ࣮ࢹィ⤫ࡢᨻᗓࡀᏐᩘࡢࣥࣛࢫ࣮࣋ࠊ࡚࠸ࡘᣦᶆࡢ

್┠ᶆࡢタ定ࡅཷࡀධࠋࡓࡗ࡞ࢀࡽࢀࠊࡤ࠼㔞࠸ࡓ࠸ࡔࡣ࡛ࣥࣛࢫ࣮࣋ࠊ࡚࠸ࡘ

250kg/ha ⣙ࡣィ࡛⤫ࡢᨻᗓࠊࡀࡔ 500kg/haࠋValidation Meeting ࠊ࡛ࡢ࡞Ⅼ࡛ⓑ⣬⌧ࠊࡀண定ࡢ

PDM ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ❧ࡶࡵࡢ改ゞࡢ

࣭ 㔞್ᩘࡢ࡞タ定ࡀၥ㢟ࡢࡑࠊࡾ࡞ࡢᣦᶆࡢタ定㛵ࡿࡍ㆟ㄽࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡣ

࠙ᢏ⾡⛣㌿ඛࠚ

࣭ ◊ಟࡢィ⏬ࡣ DGPER ࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࡚ࡋᐇ⾜㒊㝲ᐇ㝿ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋΏ

ࠋࡿ࠶ࡶゎ⌮ࡢෆᐜࡢάືࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡃⰋࡶࡁືࡢඛ᪉ࠊࡣ࡛ࣝ࣋ᕞࣞࠋᕞ㎰ᴗᒁࠊࡣࡢ

ண⟬ࡢ㠃࡛ࡣㄢ㢟ࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡀᢏ⾡⛣㌿ඛࠊࡣ࡚ࡋᕞࡢ㎰ᴗᒁࡀ㐺ษࠋ

࣭ ㍺ฟ㛵ࡿࡍ㒊ศ࡛ APEX GIZࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲጞ᪤ࡣ㐃ᦠࡢ ࡣ APEX ࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝ࢆ

GIZࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆάື࡛ࢇ⤖ࢆ᥋ዎ⣙┤ᕞᒁࡣ

࣭ ⌧ᅾၟࠊᴗ┬ࡣไᗘ࡙ࡾࡃ⇕ᚰࡢ࣐ࢦࠊࡾ࠾࡛ࢇ⤌ࡾྲྀᵝ᭩ࢆసࠋࡿ࠸࡚ࡗᵝ᭩

㝖ࢆ⪅ฟᴗ㍺ࡢ⣔ࢻࣥࠊࡾࡼࢀࡇࠊ࡛⏬ィࡿࡍⓏ㘓ไࢆ⪅ฟᴗ㍺ࡢ࣐ࢦࠊࡣ࡚࠸࠾

ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᥦ౪ࡢሗ┬ᴗၟࡣࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠋࡳぢ㎸ࡿࡁ࡛

࠙άືࡢᐇࠚ

࣭ ⥲ᒁ㛗࡞࡞ࡾྲྀࢆࢺ࣓ࣥࢺ࣏ࣥࠊࡎࡁ࡛ࡀࡇ࠺ࡶࡇࡿࡅᅔ㞴ࠋ

࣭ ඛ᪉ண⟬ࠊࡣ࡚࠸ࡘ๓ᖺࡢ 12 ᭶ JCC ࡛ᢎㄆࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ⾜2016ࠋ࠸࡞ࢀࡉ ᖺᗘࡣ

࣒࣮ࢳࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ JICA 12ࠊࡾࡼࢢ࣑ࣥࢱࡢዎ⣙ࡢ ᭶ண⟬ᢎㄆࠋࡓࡗ࡞ࡁ࡛ࡀ

2017 ᖺ㛵ࡣ࡚ࡋၥ㢟2018ࠊࡀ࠸࡞ ᖺྠᵝࡢၥ㢟ࡣ㉳ࠋࡿ࠺ࡾࡇ

࣭ ᮏ㑥◊ಟཧຍ⪅ࠊࡀᖐᅜᚋ㎡⫋ࠋࡓࡗ࠶ࡀࢫ࣮ࢣ࠺ࡲࡋ࡚ࡋᘬ⥅ࠊࡽࡇ࠸࡞ࢀࢃ⾜ࡶࡂ

ᮏ㑥◊ಟࡢᡂᯝࡀኻࠋࡓࡗ࠶ࡶࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࢃ

ࠋࡿ࠶ࡀࡉࡋ㞴ࢁࡇ࠺࠸ࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝ࡢࡘ୍ࡀ࡛ࡲฟ㍺ࡽ⏘⏕ ࣭

㸫 119 㸫



࠙ᬑཬࡢ⤌ࠚ࡚࠸ࡘࡳ

࣭ ୰᰾㎰ᐙࡿࡼᬑཬࡢᡂᯝࠊࡣ࡚࠸ࡘ✀Ꮚ⏕⏘ࠊࡀࡿ࠶ࡶࣈࢸࣥࢭࣥࡿࡼ୰᰾㎰ᐙ

ᬑཬࡾࡼࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢࡽᙼࠊࡽࡇࡿ࠶ሙ❧ࡿࡍᣦᑟࠊࡾ࠶࡛࣮ࢲ࣮ࣜࡢᆅᇦࡣ

ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡴ㐍ࡣ

࣭ ◊ಟ࠺⾜ࢆࢢࣥࣜࢱࢽࣔࡢ ZAT/UAT άࡎࡽ࠾᮶࡚ࡀ⟭ணࡢࡵࡓࡢࢢࣥࣜࢱࢽࣔࠊࡣ࡚࠸ࡘ

ࠋࡿ࠶ែ࡛≦࠸࡞ࡁ࡛ࡀື

࠙ࡢ࣮ࢼࢻ㐃ᦠࠚ

࣭ ࡢ࣮ࢼࢻ㐃ᦠ㛵ࠊࡣ࡚ࡋGIZ ◊ಟᩍᮦࡢά⏝ࠊࡸGIZ ࡚ࡋཧຍ࣒࣮࢛ࣇࢺࢵࣛࣉࡢ

ࠋࡿ࠸

࣭ 㐣ཤ࣮ࢱࢡࢭ࣐ࢦࡢᨭ࡚ࡗࡼ⫱ᡂࡓࢀࡉேᮦࠊࡣ◊ಟࡢㅮᖌ࡚ࡋཧຍࠋ

᪥ 6 ᭶ 5 ᪥ 16:30 㹼 17:30
ሙᡤ㸸DGPV
㠃ㄯ┦ᡭ㸸 Mr. BIHOUN Jean（㎰ᴗᬑཬ⏬ࢽࢪ࢚ࣥ / DGPV/DVRD）

 Ms. BANISSI/NANEMA Claudine（᳜㜵ࢽࢪ࢚ࣥ / DGPV/DPVC）

ࠚ㛵ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࠙

࣭ DGPV ࠋᢸᙜࢆάືࡿࡍ㛵⫧࠸ࡓࠊ⌮⟶⸆㎰ࠊ⌮⟶ရ㉁ࡢᏊ✀ࡢࠊ࡚࠸࠾

࠙άືࡢ㐍ᤖࠊᡂᯝࡢ㐩ᡂࠚ

DGPERࠊ࡚ࡋ㛵άືࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭ ࡋ㍍どࡣ࡚࠸ࡘᛶ⏘⏕ࠊ࡚ࡋ㔜どࢆࢢࣥࢸࢣ࣮࣐ࡣ

࡛⏘⏕ࢆᏊ✀ࡶ࡛ࢀࡔࠊᚲせ࡛ࡀㄆドⓏ㘓ࡣ⏘⏕Ꮚ✀ࡢࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈࠋ࠺ᛮ࠺ࡼࡿ࠸࡚

ࡽࡀ࡞ࡋࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡁ DGPER ࢆ⏘⏕Ꮚ✀ࠊ࡚࠸ᇶ࡙ࢺ࣓ࣥࢫࢭࡢ⮬⊃ࠊࡣ

ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ

࣭ DGPERࠊDGPV JCCࠋ࠸࡞≉ࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ ᪥ᮏࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ᶵࡢ༠㆟ࡀ

ேᑓ㛛ᐙྠࡶᵝ࡛ࠊJCC BIHOUN）ࠋᶵࡢሗඹ᭷ࡀ Ặ࡛ࡲࢀࡇࡣ 3 ᅇࠊJCC （ࠋࡓࡋཧຍ

ሗࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠼⪄ࡿ࠸࡛ࢇ㐍㡰ㄪ࡚ࡅྥᶆ㐩ᡂ┠ࠊⰋዲ࡛ࡣ㐍ᤖࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

ࡣ JCC ࡛ඹ᭷ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

ࡗࡋ㞴ࡀゎ⌮ࡢ᪉（ண⟬ᇳ⾜➼）ࡵ㐍ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢ᪥ᮏഃࠊࡣ㛤ጞᙜึࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

ࡣᅾ⌧ࠊࡀࡓ JCC ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ改ၿࠊ࡚ࡌ㏻ࢆሗඹ᭷ࡢ

࠙ᣢ⥆ᛶࠚ

DGPVࠊࡶ࡚࠸ࡘᚋ⤊ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭ ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᩍᮦࠊಟ◊ࠊ␎ᬑཬᡓࡢ⾡ᢏ᪤ࡣ

ࠋࡿ࠶࡛⟭ணࡣㄢ㢟ࡢ࡛ୖࡢࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࢆάືࠊ࡚ࡋⓗ┠ࡢࡽ⮬ࠊ࡛

DGPV ࠋࡿ࠸࡚ࡋᮇᚅࢆᨭ࡞ᅜ㝿ⓗࠊࡀࡿ࠶࡛⬟ྍࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋᐇࡾ࠾࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ

ࠋᅔ㞴ࡣࡇࡿࡍᐇ࡛࠸⥅ᘬࡲࡲࡢࡑࢆάືࡿ࠸࡚ࡋᐇࡀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᅾ⌧ࠊࡋࡔࡓ ࣭

ࠋ࠸ࡋ㞴ࡶࣥࣙࢩ࣮ࢿࢹ࣮ࢥࡢ㛵㐃ᶵ㛵ࡢ

࠙㐃ᦠయไࠚ

DGPVࠊࡣ࡚࠸ࡘ㐃ᦠࡢഃᶵ㛵ࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ ࣭  INERAࠊDGPER ࡛ࡣ㐃ᦠࡢ⪅ฟᴗ㍺

ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡣ㐃ᦠࡢ௨እࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡁ

ሗඹࠊࢁࡇࡢࠋ࠸ࡋ࡚ࡋ❧☜ࢆࡳ⤌ࡢሗඹ᭷ࠊࡣ࡚ࡅྥᚋ༙ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

᭷ࡢᶵࡣ JCC JCCࠋࡿ࠶࡛ࡳࡢ ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽࢀᛀࡣࡇࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ

ࠚᚋ༙ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࠙

࣭ ㎰Ẹࡢ⬟ຊᙉຍࠊ࡚࠼ᨻᗓ㛵ಀ⪅ࡢ⬟ຊᙉࡶὀຊࠋ࠸ࡋ࡚ࡋINERAࠊDGPV ᪥

ᮏࡢᢏ⾡ゐࡿࢀᶵࢆసࠋ࠸ࡋ࡚ࡗ

㸫 120 㸫



ຠ࠸ᖜᗈࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋࢆඹ᭷ࡢ⾡ᢏᖐᅜᚋࠊࡀேࡓࡗ⾜ಟ◊᪥ᮏࠊࢁࡇࡢ࡛ࡲࢀࡇ ࣭

ᯝࠊࡣࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀ改ၿࡁࡍㄢ㢟ࠋࡿ࠼⪄ࡔ

᪥ 6 ᭶ 6 ᪥ 8 :00 㹼 9:00
ሙᡤ㸸DGPER
㠃ㄯ┦ᡭ㸸୰ᲄ῟ᑓ㛛ᐙ（ᬑཬ㸯㸭 FFS/FBS ᐇ࣭㐠Ⴀ）

࠙άືࡢ㐍ᤖࠚ

ࡣ࡚࠸ࡘಟ◊ࠊࢁࡇࡢ࡛ࡲࢀࡇ ࣭ PO ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐇࡾ࠾⏬ィࠊ࡚ࡗἢ

࣭ ඛ᪉ࡢண⟬ࠊࡃ࡞ࡀேࡣࡇ࠸࡞ືࡀㄢ㢟࡚ࡋᣲࠋࡿࢀࡽࡆ◊ಟࡢィ⏬࣭❧案ࡣ᪥ᮏഃ

ᡭഃ┦࡛ࢫ࣮࣋ࢺࢫ࢚ࢡࣜࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ሙ❧ࡿࡍホ౯ࢆࢀࡑࡣഃࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈࠊ࠸⾜࡛

ࡶࡇ࠸࡞ࡣ࡛௵ᑓࡀࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝ࡣ୰ኸࠊࡀ࠸࡞ၥ㢟࡛ࢀࡑࡣᆅ᪉ࠋࡿࢀࡃ࡚࠸ືࡣ

ࠋ࠸ከࡀࡇ࠸ࡋᛁࡀᡭ┦ࠊࡾ࠶

࠙◊ಟࡢᐇࠊࢢࣥࣜࢱࢽࣔࠊᬑཬࠚ

࣭ ◊ಟࠊࡣ࡚࠸ࡘࢢࣥࣜࢱࢽࣔࡢᏘࢢࣥࣜࢱࢽࣔࡽᑓ㛛ᐙࢆὴ㐵ࠊࡋZAT/UAT ㎸ࡁᕳࢆ

ࠋண定ࡿసࢆࡳ⤌ࡿࡍᐇࠊࡽࡀ࡞ࡳ

࣭ ୰᰾㎰ᐙ୍ࡽ⯡㎰ᐙࡢᬑཬ㛵ࡔࡲࠊࡣ࡚ࡋᡂᯝࡀฟ࡚2016ࠋ࠸࡞࠸ ᖺᐇࡓࡋ◊ಟ

ࡣᡂᯝࡢ 2017 ᖺ௨㝆ฟ࡚ࡿࡃぢ㎸ࠊ࡛ࡢ࡞ࡳ⌧Ⅼ࡛┠ࡣぢࡿ࠼ᡂᯝࠊࡀ࠸࡞ࡣ⤌ࡳ

2016ࠊࡣ㎰ᐙ⯡୍ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡣ ᖺࡢ◊ಟࡾྲྀࡄࡍࢆࢀࡑࠊ࡚ࡅཷࢆධࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀ

ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍุ᩿ࢆ࠺࠺ࢆࢀࡑࠊࡽ࡚ࡋㄆ☜ࢆᡂᯝࡢࡑ

࣭ ୰᰾㎰ᐙࡀ✀Ꮚࢆࢀࡑࠊࡋࢆ⏘⏕ࡢ㈍ࡿࡍࣈࢸࣥࢭࣥࢆࡇࡿࡍ⤌ࠊࡣࡳᆅᇦ

ࠊ࡚ࡋࢆዎ⣙ᴗࠋ➨㎰ᐙḟࡣ࠺ࡿࢀධࡾྲྀࢆࡳ⤌ࡢࡑࠊࡵࡓࡿ࡞␗ࡶἣ≦࡚ࡗࡼ

㈍ࡿࡍ᪉ࡀࢺࢵ࣓ࣜࠊࡀ࠸ࡁሙྜࠋࡿ࠶ࡶ

࣭ ࠊࡤ࠼ㄆド✀Ꮚࠊࡣ࡚࠸࠾⏘⏕ࡢᖺᩘᅇ⛬ᗘࡿࡼ࣮ࢱࢡ࣌ࢫࣥࠊどᐹࡿࡅཷࢆᚲ

せࡢࡑࠊࡀࡿ࠶ࡀ㝿࠾㔠ࢆᨭᡶࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ㐲㝸ᆅ࣮ࢱࢡ࣌ࢫࣥࠊࡣ࡚࠸࠾

ࢵ࣓ࣜ࡞㔠㖹ⓗࡀ᪉ࡢᥦᦠࡢᴗࠊࡾ࠶ࡀᚲせࡿࡍ㈇ᢸࢆ࡞㈝㏻ࡢࡵࡓ࠺ࡽࡶ᮶࡚

ࠋࡿ࠶ࡶሙྜ࠸ࡁࡀࢺ

ࢆ୰᰾㎰ᐙࡍࡓᯝࢆᙺ࡞ᣦᑟⓗࡢᆅᇦࡶࡶࠊࡣ࡚࠸࠾ࡳ⤌ࡢᬑཬࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

㑅定࡛ࢫ࣮࣋ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡋᬑཬྛࠋࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋࢆ◊ಟࡢཧຍྜࡶẚ㍑ⓗ㧗ࠊࡃ

ࠋࡿ࠶༑ศࡶࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ

࣭ ᬑཬ◊ಟࠊࡣ࡚࠸ࡘࢢࣥࣜࢱࢽࣔࡢ୰᰾㎰ᐙ୍ࡀ⯡㎰ᐙᢏ⾡ࢆఏࣔࢆ࠺ࡿ࠸࡚࠼

⯡୍ࡿ࡞㇟ᑐࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡲྵࡣࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇࡣࢢࣥࣜࢱࢽࣔࠋࡿ࠸࡚ࡋࢢࣥࣜࢱࢽ

㎰ᐙࡀᩘࡢከࠊࡃᆅ⌮ⓗࡶ㞳ࡓࢀሙᡤࠊࡵࡓࡿ࠶ண⟬㠃ࢆ⪃៖ࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇࠊࡶ࡚ࡋ

ࠋ⬟ྍࡣ࡛ࡲ

࣭ ࣔ ࠋࡿࢀࡉᫎ⏬ಟィ◊ࡢḟᅇ௨㝆ࠊࡣᯝ⤖ࡢࢢࣥࣜࢱࢽ

࣭ ✀Ꮚ⏕⏘ࡢᐇ㊶◊ಟࡶࡶࠊࡣィ⏬ࠊࡀࡓࡗ࡞࠸࡚ࢀࡉᚲせᛶࢆ⪃៖࡚ࡋ㏣ຍࡓࢀࡉάືࠋ

࣭ PDM ⏝㣗ࠕࡢグ㍕ ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜ࡣάືࡓࡅศࠖ⏝ᦢἜࠕࠖ

࣭ ඛ᪉ࡢ⤫ィࡢࢱ࣮ࢹࠊࡣࢱ࣮ࢹ 定᪉ἲࡶ࡛᫂ྛࠊ┴ᨭ㒊࡛ࠋࡿ࡞␗ࡀࢱ࣮ࢹ（࠶ࠊࡤ࠼

（ࠋ࠸࡞ࡀಙ㢗ᛶࠋࡌྠࡀ㔞ࡢᆅᇦࡢ࡚ࠊ࡛ࢱ࣮ࢹࡢ┴ࡿ

࠙ᮏ㑥◊ಟࠚ

࣭ ᮏ㑥◊ಟࠊࡣ࡚࠸ࡘᖐᅜᚋࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢ㛤ദࠊࡵࡓ࠸࡞ࡀ⏝㈝ࡿࡍ⤒㦂ࡢඹ᭷࡞ࡀ

ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ
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ࠚࡢࡑ࠙

࣭ ⌧ሙࣞࡢ࡛ࣝ࣋ࡢ࣮ࢼࢻ㐃ᦠࠊࡣᑐ㇟ᆅᇦࠋ࠸࡞≉ࠊࡵࡓࡿ࡞␗ࡀ

࣭ ᮏࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᢏ⾡㛵ࠊࡣ࡚ࡋ᪤ࡢࡶࡓࡋࢺ࣮ࢹࣉࢵࢆࡢࡶࡿ࠶ࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ

ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ❧☜᪤ࡶ࡞ࣝࣗࢽ࣐ࠊ࡛

࣭ ᬑཬ㛵ࠊࡣ࡚ࡋ࡞ᢏ⾡⛣㌿ඛࡣᕞ㎰ᴗᒁ࡛ࠋࡿ࠶DGPER ࠋࡳࡢࡿ࠸࡚ࡋᢸᙜࢆ㒊㛛⌮⟶ࡣ

᪥ 6 ᭶ 6 ᪥ 10 :20 㹼 11:50
ሙᡤ㸸DGPER
㠃ㄯ┦ᡭ㸸 Mr. OUATTARA Lassina（⥲ົ࣭⤒⌮ᐊᐊ㛗 / DGPER/SAF）
 Mr. TINGRI Issaka（⤒῭ࠊ࣮ࢼࣥࣛࣉㄪᰝ࣭ศᯒ࣮ࢨࣂࢻ / DGPER/DDMPA）

 Ms. MOUKIAN/OUEDRAOGO O. Juliette（⯆࣭つ᱁࣭ィ㔞ᐊᐊ㛗 / DGPER/DTAN）

 Mr. YIGO G. Ludovic Prosper Arsène（㎰ᮧ㛤Ⓨࢽࢪ࢚ࣥ）

ࠚ㛵ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࠙

ࡸࢢࣥࢸ࣮࣑ࠊࡣཧຍࡢάືࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࢀࡒࢀࡑ ࣭ JCC ࠋࡿ࠶୰ᚰ࡛ࡀཧຍࡢ

࣭ άືࡢ┤᥋ⓗ࡞ཧຍࠊࡣண⟬ࡢၥ㢟࡛㝈ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽMs. MOUKIAN ࡋཧຍάືࡃࡣ

DGPERࠋ࠸࡞࠸࡚ ࡇࡿࡍཧຍࠊࡤࢀࡅ࡞ࢀධࢆάືࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࣥࣛࢺࢵ࢙ࢪࣂࡢ

ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ

ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄆ㆑ࡃ㧗ࡣ㔜せᛶࡢຊྥୖ⬟ࡢ⏘⏕࣐ࢦࠊᢸᙜศ㔝࡛ࡢࢀࡒࢀࡑ ࣭

࠙άືࡢ㐍ᤖࠊᡂᯝࡢ㐩ᡂࠚ

࣭ άືࡢ㐍ᤖ≧ἣࠊࡣ࡚࠸ࡘሗ࿌᭩ࢆㄞࡴ㝈ࡣ࡛ࡾ 90㸣⛬ᗘࡢ㐩ᡂ⋡࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞（Mr.
YIGO）ࠋ

࣭ ࣔ ✭ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡀ㎰ᐙ࠺㐪㏻ᖖࡀ᪉ἲࡢ✀ࠊࡀࡿ࠶ࡀࡇࡓࡋཧຍࢢࣥࣜࢱࢽ

ᚋࡢฎ⌮࣮ࣝࣝࢆᚑ࡚ࡗᐇ࠸࡞࠸࡚ࡋ㎰ᐙࠋࡓ࠸ࡶ（Mr.YIGO）

࠙ᮏ㑥◊ಟࠚ

࣭ Mr. YIGO  Ms. MOUKIAN ࠋࡓࡋཧຍᮏ㑥◊ಟࡢ᱂ᇵࠊㄢ㢟ู◊ಟࢀࡒࢀࡑࠊࡣ

࣭ Mr.YIGO ▱ࡿࡍ㛵ࢢࣥࢸࢣ࣮࣐ࡢ᪥ᮏࠊࡋ㛤ദࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠊᮏ㑥◊ಟᖐᅜᚋࡣ

ぢࢆཧຍ⪅ඹ᭷ࠊࡓࡲࠋࡓࡋಶேⓗࠊࡣᮏ㑥◊ಟࡢཧຍࠊࡾࡼど㔝ࡀᗈࡾࡀᡂ㛗ࡓࡋ

ࠋࡿ࠸࡚࠼⪄

࣭ Ms. MOUKIAN ࡞ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡀ⟭ணࠊࡀࡓࡗ⾜ࢆ࢙ࢩࡢ㒊⨫ෆ࡛ヨ㦂ࡣ

ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣ㛤ദࡢ

࠙ᣢ⥆ᛶࠚ

࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉㄆ㆑࡚ࡋ≀స࡞㔜せࠊࡽ๓ࡿࡍ㛤ጞࡀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡣ⏘⏕࣐ࢦ ࣭

άື⏘⏕࣐ࢦࠊࡣ࡚࠸ࡘࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠋࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜ࡀ㛵ࡿࡍ㒊㛛࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝ࠊࡈ

ࣉࠋࡿࡅ࠸࡛࠸⥅ࡁᘬࢆᡂᯝࡀ⨬㒊ࡿࡍᑐᛂࠊࡶᚋ⤊ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡾ࠾࡚ࢀࡤ㑅ࡀࢺ

⥅ࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀࡇࡿࢀධࡾྲྀ࣒ࣛࢢࣟࣉࣝࢼࣙࢩࢼᚋࠊࡣ࡚ࡋ㛵άືࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟ

⥆ⓗᐇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉ（Mr. TINGRI）
࣭ DGPER ෆ㒊ࡣᬑཬࡢᑓ㛛ᐙ࡛ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡾ࠾ࡀᥦ౪ࡿ࠸࡚ࢀࡉᢏ⾡ࡶỴ࡚ࡋ᪂ࡶ࠸ࡋ

INERAࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ ࠋࡿ࠶࡛⬟ᐇྍࡀᰝ᳨ࡢ‽ရ㉁ᇶࡢ࣐ࢦࠊࡾ࠾࡚ࡗᩚࡀタഛ✲◊ࡣ

㈨㔠ࡀࡅࡔၥ㢟࡛ࠋࡿ࠶（Mr.YIGO）

࠙άືᐇࡢㄢ㢟ࠚ

࣭ JICA DGPER）ࢆ⟭ண࡞ᚲせάືࠋࡁࡿ࡞ᰂ㌾࡚ࡋ㛵⾜ᇳࡢ⟭ணࡣ ࠊࡤࢀࡍᥦ౪（

ᚋࡢάືࡾࡼࡶᐇࠋ⬟ྍࡀࡇࡿࡍ（Ms. MOUKIAN）
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࣭ ᚋࢢࣥࣜࢱࢽࣔࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡣホ౯ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ）ࣥࣛࢻ࢞ࡢᡂᯝࡢࡵࡓࡿ ࢆ

ࡗࡓࡁ㛤ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢࡵࡓࡿࡍసᡂࢆࢀࡑࠊ௨๓ࠋࡁࡿࡍసᡂࢆ（ࣥࣛࢻ࢞

（Mr.YIGO）ࠋࡿ࠶ࡀ⦌⤒ࡓࡗ࡞ࡁᐇ࡛ࡾࡼண⟬㊊ࠊࡀࡓ

ࢀࡉ࡞༑ศࡀሗඹ᭷ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㊊ࡀຠᯝ࣮ࢪࢼࢩࡢࢺࣥࢿ࣮࣏ࣥࢥྛࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

ࡀሗ࿌᭩ࠋࡿ࠶ࡀᕪሗࡿ࠸࡚ࡗᣢࠊ࡛⨬㒊ࡢࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝ࡿࡍ㛵㐃ࠊࡵࡓ࠸࡞࠸࡚

ᒆࠊࡵࡓ࠸࡞࠸࡚࠸㉁ၥ⚊ࡢᅇ⟅ࡀᅔ㞴࡛ࠋࡓࡗ࠶（Ms. MOUKIAN）

࣭ ண⟬㊊ࡣᅜᐙࣞࡢࣝ࣋ၥ㢟࡛ࠊ࡚ࡗ࠶DGPER ෆ㒊࡛ゎỴ࡛ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡇࡿࡁJICA ணࡣ

（Mr. OUATTARA）ࠋ࠸ࡋ࡚ࡗ⾜ࢆ㓄㈿ࡢ⟭άືணࠊ࡚ࡗࡶࢆᰂ㌾ᛶ࡚࠸ࡘ⟭

࣭ ㎰Ẹᑐࠊ࡚ࡋ✭ᚋฎ⌮ࡢᢏ⾡ࢆఏࡀࡇࡿ࠼㔜せࠊ࡛ࡢ࡞ᚋࡢࡇ㒊ศࡢάືࢆᙉࡋ

（Ms. MOUKIAN）ࠋ࠸ࡋ࡚ࡋᣑࢆᨭࡶᕞࡢูࡿࡍ⏘⏕ࢆ࣐ࢦࠊࡓࡲࠋ࠸ࡋ࡚

࠙PDM 改ゞࠊValidation Meeting ࠚ࡚࠸ࡘ

ࡣㄪᰝࣥࣛࢫ࣮࣋ ࣭ JICA࡚ࡗࡼᐇࠊࡀࡓࢀࡉ᪉ཧຍࡢୗ࡛ᐇ࣮࣋ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁࡿࡍ

ࡢㄪᰝࣥࣛࢫ TOR సᡂࡢࢺࣥࢱࣝࢧࣥࢥࠊ㑅定ࡣ࡛ࡲ㛵ࢀࡑࠊࡀࡓࡋ௨㝆ࡣ⤖ᯝࡢሗ࿌

（Mr.YIGO）ࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡓࡅཷࢆ

࣭ ᣦᶆࡢタ定ࡢࡵࡓࡢ PDM ࠋඛỴࡀᢎㄆࡢㄪᰝ⤖ᯝࣥࣛࢫ࣮࣋ࠊࡣ࡚࠸ࡘ改ゞࡢ

࣭ ⥲ົ࣭⤒⌮ᐊᐊ㛗 Mr. OUATTARA  DGPER ࠋ౫㢗ࢆሗࡿࡍ㛵⟭ணࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊ⟭ணࡢ

6/9 ௨㝆ᅇ⟅ண定ࠋ

᪥ 6 ᭶ 6 ᪥ 16 :20 㹼 17:20
ሙᡤ㸸Koudougou
㠃ㄯ┦ᡭ㸸 Mr. OUEDRAOGO Oumar（⏕⏘ᐊᐊ㛗 / INERA）

 Mr. MININGOU Amos（◊✲ဨ / INERA）

ࠚ㛵ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࠙

࣭ Mr. OUEDRAOGO ࡣ JCC Mr. MININGOU ࠊ࡚ࡋ࣮ࣂ࣓ࣥ ࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡋ⪅ᐇࡢάືࡣ

ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᙺ࡛ࡢู

࣭ Mr.OUEDRAOGO ࡣ JCC JCCࠊ࡚ࡋ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ ሗ࿌ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋฟᖍ

ࡓࡋཧຍ✲◊ᐇ㝿ࠊࡣ࡚࠸࠾ INERA ࠋ‶ࡀࡇ࠸࡞ࡇฟ࡚ࡀ๓ྡࡢ

࣭ INERA ࠋࡿ࠶ࡀ㓄㈿ࡢ⟭ண✲◊ࡢ⮬ྛࡣᑓ㛛ᐙࡢ

࠙άືࡢ㐍ᤖࠊᡂᯝࡢ㐩ᡂࠚ

ࠋ㔜せࡀࡇࡿࡍ㔊ᡂࢆඹ㏻⌮ゎ࠸ࡋṇࡢ㛫࡛ࡢ࣮ࢱࢡྛࠊ࡚࠸࠾ᐇࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

࣭ ࣔ ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍసᡂࢆࣥࣛࢻ࢞ࡢࡵࡓࡢホ౯ࢢࣥࣜࢱࢽ

࣭ ရ✀ࡢࢢࣟࢱ࢝ࣝࢼࣙࢩࢼࡢⓏ㘓ࡑࡼ࠾ࠊ࡚࠸ࡘ 50 ရ✀ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ✲◊ࡀᑡࡶࡃ࡞ 2
ࡀ✀ 2018 ᖺ࡛ࡲⓏ㘓ࡿࢀࡉண定ࠋ

࠙ᣢ⥆ᛶࠚ

࣭ INERA ࡣᶆ┠ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡀ࠸࡞ࡣ㓄㈿ࡢ⟭ணࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࡚ࡋ INERA ࡗ

ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡋࢆᐇ⥆⥅࡚ࡋᚓ⋓ࢆ⟭ຊ࡛ண⮬ࠊ࡛ࡢ࡞㔜せࡶ࡚

࣭ INERA ࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡣᨭࡢ㈨㔠ࡶᚋࠊࡃࡁࡣㄢ㢟ࡢ㈨㔠㠃ࠊࡶ࡚࠸࠾

࠙άືᐇࡢㄢ㢟ࠚ

࣭ ✀Ꮚࡢရ✀㑅定ࠊࡣ࡚࠸࠾Ꮫ⏕ࡀ㛵࡛ࣝࢨ࣮࣏ࣟࣉࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ㈨㔠ࢆ⋓ᚓࠊࡋ⮬ຊ࡛

ᐇࠋࡓࡋ

࣭ ᪂࣐ࢦ࠸ࡋ✀Ꮚࡢရ✀㛵ࡤࢀ࠶ࡀࢬ࣮ࢽࠊࡣ࡚ࡋ㟂せࠊࡌ⏕ࡀ㈨㔠⋓ᚓࡢᶵࡶฟ࡚ࠋࡿࡃ

INERA ࠋ࠸ࡓ࠸⾜ࢆ㈍ࡋ⏘⏕ࢆ࣐ࢦࠊ࡛PPP（Public Private Partnership）ࠊࡣ࡛
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ࠋࡿ࠶㔜せ࡛ࡶࡳ⤌࠺ࡽࡶ࡚ࡋࢆ⏘⏕ࠊ࠸ᨭᡶ㎰ᐙ๓ࢆ㈨㔠⏘⏕ࡢᏊ✀࣐ࢦ ࣭

࠙ᢞධࠚ

ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ά㐺ษࠋࡿ࠸࡚ࡋឤㅰ➼㎰ᴗᶵᮦࠊ෭ⶶᗜࡓࡋᥦ౪ࡀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

࣭ ᮏ㑥◊ಟࠊࡣ㍺ฟ㛵ࡿࡍሗࡀ୰ᚰ࡛ࠋࡓࡗ࠶

᪥ 6 ᭶ 6 ᪥ 16 :20 㹼 17:20
ሙᡤ㸸DGPV
㠃ㄯ┦ᡭ㸸Mr. ZOUNGRANA Urbain（ୖ⣭㎰ᴗᢏ⾡⪅ / DGPV/DVRD）

ࠚ㛵ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࠙

࣭ Mr. ZOUNGRANA Ặࠊࡣ◊ಟࡢィ⏬࣭❧案ࠊᩍᮦసᡂࠊㅮᖌ㑅定ࠊᐇྛࡢࢢࣥࣜࢱࢽࣔࠊ

ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ㛵ࡣᑐ㇟㎰ᐙ㑅定ࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋཧຍࢫࢭࣟࣉ

࠙άືࡢ㐍ᤖࠊᡂᯝࡢ㐩ᡂࠚ

ࡣάືࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭ 1 ᖺ┠ẚ2ࠊࡿ ᖺ┠ࡣ㐍⾜࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋᛮࠋ࠺

ࠊࢢࣥࢸࢣ࣮࣐ࠊࡢࡢࡶࡿ࠸ࡣ࡚ࡋࡓ‶㐺ษࢆࢬ࣮ࢽࡢᑐ㇟㎰ᐙࠊࡣಟ◊ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

᭷ᶵࡢ⫧࠸ࡓ‽ഛࠊィ⟶⌮ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡞༑ศࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛࣮ࣂ࢝

࣭ ◊ಟᚋࡣࢢࣥࣜࢱࢽࣔࡢᐇࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡣࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇࠊࡀࡓࢀࡉZAT/UAT ࡍᐇࡀ

ࠋࡓࡗ࡞࠸࡚ࡁಖ࡛☜ࡀ⟭ணࡢࡵࡓࡿࡍάືࡀࡽᙼࠊࡽ࠸㐪ࡢㄆ㆑ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛⏬ィࡿ

ࠋ࠸ࡼࡿ࠶ࡀࡳ⤌ࡿࡁᨭฟ࡛ࡎࡅศࢆ⟭ᅜᐙண⟭ணࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡣࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

ࢀࡽ㝈ࡀཧຍࡢࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝ࠊண⟬㊊࡛ࡢᨻᗓഃࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࢆⓗ࡛άື┠ࡌྠ

ࠋ࠺ࡲࡋ࡚

࣭ ZAT/UAT ࠊࡤࢀࡁᥦ౪࡛ࡶ࡛ࡅࡔ௦ࣥࣜࢯ࢞ࠊࡶ࡚ࡋ㛵ࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ࣭ࢢࣥࣜࢱࢽࣔࡢ

≧ἣࡣ改ၿࠋࡿࢀࡉ

࠙㐃ᦠయไࠚ

࣭ DGPV  INERA DGPERࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡀ㐃ᦠࡢ Ꮚ⏕⏘㎰✀ࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ

ᐙಟ᭩ࢆⓎ⾜ࠋࡿ࠶࡛ࡳࡢࡁࡿࡍ

࣭ ᪥ᮏேᑓ㛛ᐙࠊࡣ࡚࠸ࡘࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢࡃၥ㢟ࠊࡃ࡞ࡀ㝶㐃⤡ࠋࡿ࠸࡚ࡗྲྀࢆ

࠙ᣢ⥆ᛶࠚ

ࡢู㐣ཤࠊࡣࢳ࣮ࣟࣉࡢᬑཬࠊ⾡ᢏࡿࡍᥦ౪ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭ NGO ࡃࠊࡾ࠾࡚ࡋᐇࡀ

᪂ࡢࡑࠊࡵࡓ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠸ࡋⅬࡢᣢ⥆ᛶࡣ࡚࠸ࡘၥ㢟ࠋ࠸࡞

࣭ ண⟬ࠊࡣ࡚࠸ࡘ☜ᐇࢆࡇ࡞ゝࡿ࠼❧ሙࠊࡀ࠸࡞㊊ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ㛫㐪ࠋ࠸࡞࠸

DGPVࠊⓗ┠ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭ ྠࡶᚋ⤊ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࡋ⮴ྜࡣⓗ┠ࡢ

ᵝࡢάືࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡣࡇࡃ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࢆᡂᯝࡋࣉࢵ࣮ࣝࢣࢫࡽࡉࢆ

⮴ྜ᪉㔪ࡢᕞ㎰ᴗᒁࠊࡣάືࡢᕞ࡛ࠊࡋࡔࡓࠋㄢ㢟ࡀ⟭ணࡾࡣࡸࠊࡀࡿࡁ࡛ࡶࡇࡃ࠸࡚

ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉ⥆⥅ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡋ

࣭ άືࡢసᴗᡭ㡰ࢆグࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡓࡋ Manual of procedure ࢆసᡂࡿࡍᚲせࠋࡿ࠶ࡀ

ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡃ࠸࡚ࡋ改ၿࢆࡳ⤌ࡢሗඹ᭷ࡣࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

࣭ ⬟ຊᙉࡢᑐ㇟ࢆ㎰Ẹࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ㛵㐃࣮ࢱࢡࡿࡍᣑ≉ࠋࡿ࠶࡛ࡁࡿࡍᨻᗓ㛵ಀ

ࠋࡿ࠼⪄ࡿࡀ࡞ࡘࡶୖྥࡢࣉࢵࢩ࣮ࢼ࣮࢜ࡢࡽᙼࠊࡣᮏ㑥◊ಟࠊຊᙉ⬟ࡢ⪅
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᪥ 6 ᭶ 7 ᪥ 13:30 㹼 14:00, 14:55 㹼 16:20
ሙᡤ㸸DRAAH HB
㠃ㄯ┦ᡭ㸸MALO Théophile（㎰ᴗࢽࢪ࢚ࣥ / DRAAH/HB）

ࠚ㛵ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࠙

ࠋᐇࢆ㞟ࡢሗࠊࢱ࣮ࢹࠊㄪᩚࡢάືࡢᕞࠊ࡚ࡋࢺ࣏࣮࢛ࣥࣝ࢝ࣇ ࣭

࠙άືࡢ㐍ᤖࠚ

࣭ ᖺࡢ◊ಟཧຍࡓࡋ୰᰾㎰ᐙ5ࠊࡕ࠺ࡢ ᭶ 1 ᪥⥾ࡵษࡢࡾ✀Ꮚ⏕⏘㎰ᐙࡢⓏ㘓⏝⣬ࢆᥦฟ

ࡣ㎰ᐙࡓࡋ 0 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆㄆ☜ࠊࡾ࠶࡛᫂ࡣ⏤⌮ࠋ௳

࣭ ✀Ꮚ⏕⏘㎰ᐙࡢⓏ㘓ࡢ㈨᱁ࡣ✀Ꮚ⏕⏘◊ಟࡽ࡚ࡅཷࢆ 3 ᖺ㛫࡛ࠊࡵࡓࡿ࠶ᖺⓏ㘓ࡗ࡞ࡋ

ࠋ⬟ྍࡀⓏ㘓ᖺ⩣ࠊࡣ㎰ᐙࡓ

࣭ FFS ZATࠋࡿ࠶ࡀၥ㢟ࡣ࡚࠸ࡘࢢࣥࣜࢱࢽࣔࠊࡀࡿ࠶ࡣᐇグ㘓ࡢ ࡚ࢀࡽ㝈ࡀ⟭άືணࡢ

ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡣάື࡞༑ศࠊࡽࡇࡿ࠸

࠙άືᐇୖࡢㄢ㢟ࠚ

࣭ ᱂ᇵᢏ⾡ࠊ✀Ꮚ⏕⏘ࡢ◊ಟࢆ㏻⏘⏕࣐ࢦࠊ࡚ࡌ㛵ࡿࡍ㎰ᐙࡢពḧࡣ㧗ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ

࣭ HB ᕞ࡛ࡢ࣐ࢦࠊࡣ㈙ࡾྲྀ࠸ᴗ⪅ࢆᑐ㇟୍ࡀ࣮ࢼ࣑ࢭࡓࡋᅇ㛤ദࡓࢀࡉ௨እࣥࢸࢣ࣮࣐ࠊ

ࡣຊྥୖ⬟ࡢࢢࣥࢸࢣ࣮࣐ࡢ࣐ࢦࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࢇࡣಟ◊ࡿࢃࢢ BM ࡛ྲྀ

HBࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗࡲጞࡀࡳ⤌ࡾ ࠋ࠸࡞ࡏḞࡶ࡛

࣭ （ᮏᖺࡣㄆド✀Ꮚࡀ⏘⏕ࡢ᪤ࡀ࠸࡞ࡁ࡛）ࡢ࣐ࢦ✀Ꮚ⏕⏘࡛ࣉ࣮ࣝࢢྛࠊࡣ࡚࠸ࡘ 2 ࡢྡ

ෆ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡿࡂࡍከࡣ㎰ᐙ⏘⏕࣐ࢦ 2 ࡶẁ್ࡾ࡞౪⤥㐣ከࠊሙྜࡓࡋ⏘⏕ࢆᏊ✀ࡀྡ

Ᏻࠋࡿ࡞ࡃ

࣭ ㄆド✀Ꮚࢆࢺࢵ࣓ࣜࡢ⌮ゎ࠺ࡽࡶ࡚ࡋᚲせࠋࡿ࠶ࡀㄆド✀Ꮚ࡛ࠊࡤࢀ࠶㔞ࡣᑡࡀ࠸࡞ᨻᗓࡀ

㧗್࡛㉎ධࠊࡋࡿࡍᴗ࣐ࢦࠋ⬟ྍࡶࡇࡿ✀Ꮚࠊࡶ࡚࠸ࡘࢺࢵࢣ࣮࣐ࡢ㎰Ẹࢆᩍ⫱

ࡀㄆド✀Ꮚ࡛ࣝ࣋ࣞࡿࡺࡽ࠶ࡴྵࡶ⪅ᴗࡾྲྀ࠸㈙ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ㎰Ẹࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍ

ᚲせ࡛࠺࠸ࡿ࠶ㄆ㆑ࢆᣢࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃࡽࡶ࡚ࡗ（POUYA Ặࢺ࣓ࣥࢥ）

࣭ ㈙ࡾྲྀ࠸ᴗ⪅ࡢಖ⟶᪉ἲࡀ㐺ษ࡛ࠊ✀Ꮚࡢᦆኻࢆᣍࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀࡇࡃ㈙ࡾྲྀ࠸ᴗ⪅ࡢ

ᣦᑟࠊࡸ㎰⸆⟶⌮ࡢ◊ಟࡢᚲせᛶࠋࡿ࠶ࡶ

࣭ ZAT ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍᐇࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡿࡍᑐ

ࠋࡁ࠺ᨭᡶࢆ᪥ᙜࢺ࣏࣮࢛ࣥࣝ࢝ࣇ ࣭

࠙ᮏ㑥◊ಟࠚ

࣭ ᮏ㑥◊ಟࡢ࡛ࢲࣥ࣡ࣝࡧࡼ࠾ࠊ➨୕ᅜ◊ಟཧຍࠋࡓࡋ

࣭ ᪥ᮏ࡛ࡽ⏘⏕ࠊࡣ✭ᚋฎ⌮ࡢ࣐ࢦࡢ࡛ࡲ᱂ᇵ㛵ࡿࡍ᪥ᮏࡢඃⰋࢆᏛࠋࡔࢇᖐᅜᚋ

࢙ࢩࢆ㦂⤒ࠊ㝿ࡿࡍࢺ࣮࣏ࢧࢆಟㅮᖌ◊ࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣ࡞ࣥࢮࣞࣉࡸࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡

ࠋࡓࡋ

࣭ ࣝ ❧ᙺάືࡢሙ࡛⌧ࠊࡣぢ▱ࡓಟ࡛ᚓ◊ࡢࡇࠋࡔࢇᏛ࡚࠸ࡘ㐠Ⴀࡢ㎰ẸᏛᰯࡣ࡛ࢲࣥ࣡

ࠋࡿ࠸࡚࡚

࠙ᣢ⥆ᛶࠚ

ᑓ㛛ⓗࠋ࠸పࡣᛶ⬟ྍࡿࡅ࠸࡚ࡋᐇⓗ⥆⥅ࡀᕞᒁࢆάືࡢᵝྠࠊᚋ⤊ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

ࡶಖ☜ࡢ⟭ணࡢࡵࡓࡿࡍάືࡀᬑཬဨࠊࡾ࠶ᚲせ࡛ࡀࢺ࣮࣏ࢧࡢᑓ㛛ᐙࠊࡣ࡚࠸࠾㒊ศ࡞

ᅔ㞴ࠋ
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᪥ 6 ᭶ 8 ᪥ 9:00 㹼 10:30
ሙᡤ㸸Houet ┴ Binkadi
㠃ㄯ┦ᡭ㸸 Mr. NAON Yacouba（୰᰾㎰ᐙ㸭 Houet ┴ Binkadi）
 Mr. BANAO Bédémé（୰᰾㎰ᐙ㸭 Houet ┴ Binkadi）
 ୍⯡㎰ᐙ（⏨ᛶ 19 ዪᛶࠊྡ 5 ྡ）

࠙ᆅᇦࠚ≀⏘⏕ࡢ

࣭ ᆅᇦࡢࠊࢬ࣓ࠊ࣒࢞ࣝࢯࠊࡣ≀⏘⏕࡞⥥ⰼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࣓࣐ࠊࢶࢵࢼࠊ࣓ࢥࠊ࣐ࢦࠊෆࠊ

➨ࡣඃඛᗘࡢ࣐ࢦ 4 1）ࠋ. .2ࠊ࣒࢞ࣝࢯ .3ࠊࢬ࣓ ⥥ⰼ4ࠊ. ࡞ࡁࡣࣉ࣮ࣝࢢዪᛶ（ࠋ࣐ࢦ

ᅵᆅࢆᚲせࢆ࣓࣐ࡸࢶࢵࢼࠊ࠸࡞ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏘⏕

ࠋ࠸࡞࠸࡚࠼ቑࡣᛶ⏘⏕ࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶ഴྥࡢቑຍࡣ✚ẖᖺ⏕⏘㠃࡚ࡋ※ධ࡞㔜せࡣ࣐ࢦ ࣭

⾜ࢺࢵࢣ࣮࣐ࠊࡵࡓࡿࡍẁḟ➨࡛㈍್ࠊࡓ᮶ࡀ࣮ࣛࢭ࣮ࣝ࣍ᮧࠊࡣ࣐ࢦࡓࡋ⏘⏕ ࣭

ࡣᖺࠋ࠸࡞ࡣࡇࡃ 400 㹼 650FCFA 㸭⟽୍ࠊᖺࡣ 500 㹼 800FCFA 㸭⟽࡛ࠋࡓࡗ࠶

࣭ ᬑཬဨࡢࡁࡲ✀ࡣᮇࠊ⫧ࡢᮇࠊ✭ࡢᮇ᮶ࡢࡑࠋࡿࠊᚲせᛂࢡࢱࣥࢥ࡚ࡌ

ࠋࡿ࠶ࡶࡇ࠺ࡽࡶ᮶࡚ࠊࡾྲྀࢆࢺ

࠙◊ಟ࡛Ꮫࠚࡇࡔࢇ

࣭ FFS ࢆᮇࡢࡁࡲ✀ࠊࡣ࡚࠸࠾ 7 ᭶ 15 㹼 30 ᪥ࢆࡇ࠺࠸ࡁࡿࡍᏛࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡔࢇ

（୰᰾㎰ᐙ）ࠋࡿࡍ࠺ࡼࡃࡲࢆ✀ᮇࡢࡇࠊࡋㄪᩚࢆ⏬ィࡢ✀ࡢ≀సࡢู

（㎰ᐙ⯡୍）ࠋࡓࡋゎ⌮ࢆ࠸㐪ࡢရ㉁ࡿࡼ⏝ࡢ⫧࠸ࡓࠊ᪉ࡾసࡢ␇ࠊࡶࡢࡑ ࣭

࣭ ◊ಟ࡛㓄ᕸࡶ࡛ࡘ࠸ࠊࡣࣝࣗࢽ࣐ࡓࢀࡉཧ↷࡛࠺ࡼࡿࡁಖ⟶ࡗࡶࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋ

ࠋ࠸ࡋḧࡀࣝࣗࢽ࣐ࡓࡋ࣮ࣂ࢝ࢆࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸

࣭ ◊ಟ࡛ࡣ㎰⸆㛵࡛ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠋࡓࡗ࡞ࡀ࣐࣮ࢸࡿࡍᏛࢆࡇࡔࢇᐇ㊶ࡍ⛣㝿ࠊࡣ

ᢞ㈨ࡶᚲせ࡛ࡢࠋࡿ࠶㎰⸆ࢆ࡚࠼⪄ࡃࡼࢆ࠺㈙ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ

࣭ ⏕⏘⪅ᡭᖒࡣࢺ࣮ࣀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩࣇࡸᩍࡾ࠾ࡓࢀࡽ࠼ࠋࡿ࠸࡚ࡗ

࠙FFS/FBSࠚ
࣭ ୰᰾㎰ᐙࡿࡼ FFS/FBS （୰᰾㎰ᐙ）ࠋࡓࡗࡋ㞴ࡀࡢࡿࡵ㞟ࢆ⪅ཧຍࠊ࡛ࡢ࡞㦂⤒ࡢ࡚ࡵึࡣ

࣭ ୰᰾㎰ᐙࡿࡼ FFS/FBS ࠋࡓࡋཧຍࡽ࡚ࡗศࡀᯝ⤖ࠊ࡛ࡢ࡞ࡳ⤌ࡾྲྀ࠸࡞ࡢࡇࡓࡋ㦂⤒ࠊࡣ

ཧຍ㎰ᐙⰋ࠸⤖ᯝࡀฟࠊࡽ࡞࠺ࡼࡿᚋཧຍࠋ࠸ࡓࡋ（FFS/FBS （㎰Ẹࡢཧຍ

࣭ FFS/FBS ࡛Ꮫࠊࡇ࠸ࡓࡾ▱ࡽࡉࠊ࡚࠸ࡘࡇࡔࢇၥⅬࡓࡗ࠶ࡀ࡞ሙྜ୍ࠊࡣ⯡

㎰ᐙࡣ୰᰾㎰ᐙࠊ୰᰾㎰ᐙࡣ ZAT ࠋ࠺ஒࢆ࠼ᩍࠊࡾྲྀࢆ⤡㐃

࠙✀Ꮚ⏕⏘ࠚ࡚࠸ࡘ

ࡣᏊ✀࣮ࣝ࢝ࣟࠋࡿ࠸࡚ࡋ㉎ධࡽࢺ࢙ࣥࢪ࣮࢚ࡢ㎰ᴗᒁࡣ✀ ࣭ 600FCFAࡽࢺ࢙ࣥࢪ࣮࢚ࠊ

㉎ධࡿࡍㄆド✀Ꮚࡣ 2,500FCFA ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆࡇࡿ࠶᭷࡛ࡀ᪉ࡓࡗࢆ✀࠸Ⰻࡢ㉁ࠊࡀࡔ

ࠋᐜ᫆ࡣධᡭࡢ✀ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀᗜࡢ㎰ᴗᒁᮧࠊࡓࡲࠋࡿ

࣭ ᮧෆ࡛୰᰾㎰ᐙࡣ 2 ࡢࡑࠊ࡛ྡ 2 ࠋᅔ㞴ࡣࡇࡿࡍ㈍࡚ࡍᮧෆ࡛ࠊࡿࡍࢆ⏘⏕Ꮚ✀ࡀྡ

ᮧෆ࡛ࠊࡣሙ┦ࡢᏊ✀࣐ࢦ 400FCFA࡛ࢯࢵࣛࣗࢹ࣎࣎ࠊ 550FCFA እࡢᮧ࡚ࡗࡸ࠺ࠊࡀࡔ

ࠋ࠸࡞ࡽ▱ࡢࡿ

࣭ ୰᰾㎰ᐙࡣ᫇ࡽ✀Ꮚ⏕⏘ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᖺࡢ࣓ࢥࡣ✀Ꮚ⏕⏘Ⓩ㘓ࡢ࣐ࢦࠋࡓࡗ⾜ࢆ✀

Ꮚ᳨ࠊࡣࡵࡓࡿࡍ⏘⏕ࢆᰝᐁ᮶࡚࠺ࡽࡶᚲせ࠾ࠊࡾ࠶ࡀ㔠࠾ࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡿࡀ㔠ࢆ

ᅇ࡛ࡣࡢࡿࡁ 8 ࡋ⏘⏕ᖺࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡶࢡࢫࣜ࠺ኻࢆࡍ࡛࡞ᐖࠊୖࡿ࡞᭶ᚋ࢝

ࡔࡲࡀᏊ✀ࡓ 2 ࠋࡓࡗ࡞ࢃ⾜ࡣᏊ⏕⏘Ⓩ㘓✀ࡢ࣐ࢦࡣᖺࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗṧ⟽

࣭ ⥥ⰼࡣ㈍ࡢ┦ሙࡀỴ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲᏳᚰࡣ࣐ࢦࠊࡀࡿࡁ࡛⏘⏕࡚ࡋẖᖺ౯᱁ࡢኚືࡿ࠶ࡀ

ࠋࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࣝࣈࣥࣕࢠࠊࡵࡓ
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（※⿵㊊㸸⥥ⰼࡣᅜෆ࡛ࡶ㟂せࡾ࠶ࡀὶ㏻ࡢ⤌ࡀࡳฟ᮶ୖࡣ࣐ࢦࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗࡀ㍺ฟࡀከ࠸

（ࠋࡿࡅཷࢆᙳ㡪ኚືࡢ౯᱁࡞ᅜ㝿ⓗࠊࡵࡓ

᪥ 6 ᭶ 8 ᪥ 14:15 㹼 15:15
ሙᡤ㸸DRAAH HB
㠃ㄯ┦ᡭ㸸 Ms. ZAMTAKO/HIEN A. NoellieࠝFFS ◊ಟㅮᖌ（㎰⸆㒊㛛）ࠞ

 Mr. SAWADOGO Souleymane（✀Ꮚ⏕⏘◊ಟㅮᖌ）

 Ms.TRAORE Memouna（✀Ꮚ᳨ᰝᐁ）

࠙◊ಟཧຍ⪅ࡢពḧ࣭ែᗘࠚ

࣭ ◊ಟཧຍ⪅ࡢពḧࡣ㧗ࠊࡃẖᅇࡀࣉ࣮ࣝࢢࡢ࡚ࡍཧຍࠋࡓࡋ㢖⦾㉁ၥࡶᣲࠊࢀࡽࡆ◊ಟ

Ⅼ࡛⌮ゎᗘࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓ࠸ࡶ⪅ཧຍ࠸࡞ࡏヰࢆㄒࢫࣥࣛࣇࠊࡋࡔࡓࠋ࠸࡞ࡣၥ㢟ࡶែᗘࡢ

ࠋࡓ࠸ࡶ⪅ཧຍ࠸࡞༑ศ࡛ࡀ

࠙◊ಟࡢᐇࠚ

࣭ ◊ಟ≉ࠊࡣ࡚࠸࠾ᩍᮦࡣࠊࡎࡽ࠾࡚ࡗᐇ㊶ⓗ࡞ᣦᑟ࡛ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠋࡓࡗ⾜ࢆ㈨ᩱࢆ

ぢࠊࡀࡓࡗ࠶ࡣࡇࡿࡏ㓄ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜ࡣ

࣭ ◊ಟࠊࡣࢶࣥࢸࣥࢥࡢ๓㎰ᴗᒁࡢ Mr. MALO Ặ（ࢺ࣏࣮࢛ࣥࣝ࢝ࣇࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ）

ࠋࡓࡋỴ定ࠊ࡚ࡗ⾜ࢆࡏࢃྜࡾࡍ

࣭ ◊ಟࡢ㛫ࡀ㝈ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࡚ࡢෆᐜࠊࡵࡓࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆ⡆༢࡞ㄝ᫂ࡓࡵ㡯┠ࡶ

ࠋࡿ࠶

࠙ᖺࡢ◊ಟࠚ࡚࠸ࡘ

࣭ 3 ࠋࡳ῭ᐇ࡛ࡍࡣㄽ◊ಟ⌮ࡢ⏘⏕Ꮚ✀ࠋண定ࡿࡵົࢆಟㅮᖌ◊ࡢᖺࡶྡ

࣭ ᖺࡽ㎰⸆⟶⌮ࢆ◊ಟࡢෆᐜຍࠋࡓ࠼

࣭ FFS/FBS ᬑཬဨࠊࡋࡔࡓࠋ࠺ᛮࡔࡢࡶ࠸Ⰻࡣయ⮬ࡳ⤌ࠊࡣ࡚࠸ࡘᬑཬయไࡓࡌ㏻ࢆ

ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡋࢆࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ࣭ࢢࣥࣜࢱࢽࣔࡿࡼ

࠙ZAT ࠚពぢࡢ

࣭ Mr. SAWADOGO Houetࠊࡣ ┴㎰ᴗᒁࡢᡤᒓ8ࠋ ᆅᇦࠊ⣙ 1,000 ࡋᢸᙜࢆࢺ࣮࣏ࢧࡢ㎰ᐙࡢྡ

ࡀሙᡤ࠸㏆ࡶ᭱ࠊࡕ࠺ࡢᢸᙜᆅᇦࠋࡿ࠸࡚ 20km ࡀሙᡤ࠸㐲ࡶ᭱ 45km 㐌ࠊࡾ࠾࡚ࢀ㞳 7
᪥୰ 5 ᪥ࢻ࣮ࣝࣇࡣฟ࡚ࠊ㎰Ẹࡢᣦᑟࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ

࣭ HB ᕞ࡛ࠊࡣHouet ┴ 13 Tuyࠊྡ ┴ 7 Kenedougouࠊྡ ┴ 13 ࡢྡ ZAT ࠋࡿ࠸ࡀ

ࡀ⟭ணࡾࡲ࠶ࡶάື࡛ࡢ㏻ᖖࠋࡢࡶࡢಶேᡤ᭷ࡣࢡࣂࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࢡࣂࡣᡭẁࡢື⛣ ࣭

ࠋ࠸࡞

࣭ ᢸᙜᆅᇦࡢู⏝௳࡛ゼၥࡓࡋ㝿ࠊFFS/FBS ㉁ၥ࠺࠸㸽࠸࡞ࡁ࡛ࡣࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇࡢ

ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡣࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ࡞⡆༢ࡃࡈࠊ࡚ࡗᐤࡕ❧㐨୰࡛ࡃ⾜ᆅᇦࡢࠊ࡚ࡋᑐ

ࠋࡇࡢ

࠙◊ಟㅮᖌࡢ⤒㦂ࠚ

࣭ 3 ࡣࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢ㛵㐃࣐ࢦࠊࡀࡿ࠶ࡀ㦂⤒ࡓࡋཧຍࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢ࣮ࢼࢻࠊࡶྡ

ཧຍࠋ࠸࡞ࡣࡇࡓࡋ

࠙ᚋࡢ改ၿⅬࠚ

࣭ FFS/FBSࠊ✀Ꮚ⏕⏘ࡢ◊ಟࡢᚋࢢࣥࢸࢣ࣮࣐ࠊ㛵ࡿࡍ⬟ຊᙉ࠺⾜ࢆᚲせࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀ

3 ᒙࡢಖ⟶⿄ࢆࡓࡗ✀Ꮚࡢಖ⟶᪉ἲࡶ㔜せ࡛ࠋࡿ࠶๓ᖺࡓࡋ⏘⏕✀Ꮚࢆ㐺ษಖ⟶ࡿࡍ

᪉ἲࢆᣦᑟࠋࡁࡿࡍ
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ࠚࡢࡑ࠙

࣭ Ms.TRAORE（✀Ꮚ⏕⏘᳨ᰝᐁ）ࠊࡣHB ᕞ 3 ᕞ㎰ᴗᒁࡽ㎰ẸࠋᢸᙜࢆᏊ⏕⏘᳨ᰝ✀ࡢ┴

ᥦฟࡓࢀࡉ✀Ꮚ⏕⏘Ⓩ㘓⏦ㄳ᭩ࠊࡣᙼዪࡵࡲࡾྲྀࡀ୰ኸᨻᗓᥦฟ᭱ࠋࡿࡍ᪂ࡢⓏ㘓ࣜࢫ

ࠋࡳ῭ඹ᭷౫㢗ࢆࢺ

᪥ 6 ᭶ 8 ᪥ 15:20 㹼 16:40
ሙᡤ㸸DRAAH HB
㠃ㄯ┦ᡭ㸸 Mr. RAMDE Souleymane（FFS/FBS ◊ಟㅮᖌ）

 Ms. DA/SANKARA Martine（FFS/FBS ◊ಟㅮᖌ）

࠙◊ಟཧຍ⪅ࡢពḧ࣭ែᗘࠚ

࣭ ◊ಟཧຍ⪅ࡣᏛࡪពḧࡀᙉࠊࡃᩍࢆࡇࡓ࠼✚ᴟⓗࡅཷධࡿࢀጼໃࡀぢࠋࡓࢀࡽ◊ಟࡢᐇ

୰ࡢࢇࡉࡃࡓࡣ㉁ၥࡀฟࠊࢀࡉⰋ࠸◊ಟࡓࡗࡔᛮࠋ࠺

࠙◊ಟࡢᐇࠚ

࣭ ◊ಟࡢ‽ഛࠊࡣ࡚࠸࠾᪥ᮏேᑓ㛛ᐙࠊ㛵ಀ⪅ヲ⣽࡞㆟ㄽ࡚ࡋࢆỴࠋࡿ࠸࡚ࡵ◊ಟ࠸⏝

ࠋࡿ࠸࡚ࡵୗ࡛Ỵࡢ࠸ྜࡋヰࠊࡶ࡚࠸ࡘᩍᮦࡿ

࣭ ◊ಟ࡛ᣦᑟࡁࡿࡍ3ࠊ࠺ ᒙಖ⟶⿄ࡣ࡞⮬ศ࡛㉎ධࠊ࡚ࡋά⏝ࠋࡓࡋ

࠙◊ಟࡢㄢ㢟ࠚ

ࢆᕤኵ࠺ࡼࡿࡏࡲ⤌ࢆ࣌⪅ཧຍࡿศࡢㄒࢫࣥࣛࣇࠊࡣ⪅ཧຍ࠸࡞ࡽศࡀㄒࢫࣥࣛࣇ ࣭

ࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟࠊࡽࡀ࡞ࡋ

᪥ᩘࠊࡵࡓ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ᠈グࢆෆᐜࡓࢀࡉᣦᑟࠊࡀ୰᰾㎰ᐙ࠸࡞ࡋゎ⌮ࢆㄒࢫࣥࣛࣇ ࣭

ᚋᛀࠋࡿ࠺ࡾ࠶ࡶࡇ࠺࠸࠺ࡲࡋ࡚ࢀ

࣭ ྛ ࣉ࣮ࣝࢢ 2 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡄ㜵ࢆᦆኻࡢ㆑▱ࠊ࡛ࡇࡿࡍ㇟ᑐࢆྡ

࣭ ㎰Ẹࡣ ZAT ࢆෆᐜࡢಟ◊ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋಙ㢗ࢆ ZAT ࠋ࠸ࡍࡸࢀࡽࢀධࡅཷࠊࡤࢀࡍಖドࡀ

ࠚᬑཬయไࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࠙

࣭ ୰᰾㎰ᐙ୍ࡀ⯡㎰ᐙࢆᣦᑟࡿࡍ⤌ࡣࡳ᪂ࠊ࡛ࡢࡶ࠸ࡋ୰᰾㎰ᐙࡀࣉࢵࢩ࣮ࢼ࣮࢜ࡢ㔜せࠋ

ࠋࡿ࡞ᚲせࡶࡇࡃ࠸࡚ࡗ⾜ⓗ⥆⥅ࢆࢢࣜࢱࢽࣔࠊࡓࡲ

࣭ ୰᰾㎰ᐙࡢ⬟ຊࡶᕪࡢࡑࠊࡽࡇࡿ࠶ࡀⅬ࡚࠸࠾࡚ࡢᆅᇦ࡛ᆒ୍ࡢᡂᯝࢆฟࡇࡍ

ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸ᚓពࡀᣦᑟࠊࡀ୰᰾㎰ᐙࡢ࡚ࡍࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ

࣭ Mr. RAMDE ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ 2 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡋࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇࡢᡤ࢝

࣭ ࣔ ಟᚋ◊ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀᣲ㆟㢟ࡤࡋࡤࡋࠊࡣ࡚࠸ࡘᚲせᛶࡢࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ࣭ࢢࣥࣜࢱࢽ

ᐇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ㝈ࡶ⟭ணࡶ㛫ࠊࡀࡿ࡞㘽ࡢᬑཬయไࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡣࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇࡢ

ࡀᅔ㞴ࠋ

࠙ᖺࡢ◊ಟࠚ࡚࠸ࡘ

࣭ ᖺࡢ⤒㦂ࢆάࠊࡋᖺࢆࢺࢫࣛࡣከ⏝ࡓࡋᩍᮦࢆ‽ഛࠋࡓࡋ

࣭ ୰᰾㎰ᐙࡢ㑅定ࢫࣥࣛࣇࠊࡣ࡚࠸࠾ㄒ⬟ຊࢆ༑ศ☜ㄆࠋࡓࡋ

࠙◊ಟㅮᖌࡢ⤒㦂ࠚ

࣭ 2 Ms.DAࠊ≉ࠋࡿ࠶ࡀཧຍ⤒㦂ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢ㎰ᴗ㛵㐃ࡿࡼ࣮ࢼࢻࠊࡶྡ ࠊࡣ

GIZ/PDA ࠋࡿ࠸࡚࡚❧ᙺࡶ࡚࠸࠾ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᮏࢆ㦂⤒ࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀ㦂⤒ࡓࡗࢃ㛵ࡶ

࠙ᚋࡢ改ၿⅬࠚ

࣭ ᕞ㎰ᴗᒁࡢ MOU ࠋࡿ࠶࡛ࡁࡿࡍ⤖⥾ࢆ

࣭ JCC ࠋ࠸ࡋ㞴ࡀධᡭࡢሗࡢ㛵㐃ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡵࡓ࠸࡞ࡀཧຍᶵࡢ
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࣭ ㅮᖌࡢㅰ㔠‶ࡶࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀ㛵࡛ࡢࡿࢃ改ၿࠋ࠸ࡋ࡚ࡋᩍᮦࡢ

‽ഛ࠾ࡶ㔠6:00ࠊࡋࡿࡀ 㹼 18:00 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ࡛ࡲ

࣭ ࣔ ࠋࡁࡿ࠼ᩚࢆయไࡢࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ࣭ࢢࣥࣜࢱࢽ

࣭ ZAT ࠋᚲせࡀᕤኵࡿࡵ㧗ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࠊࡋಁࢆ㛵ࡢ

࠙ᮏ㑥◊ಟࠚ

࣭ （Mr. RAMDE ）10 ᪥㛫ࡢ◊ಟཧຍࠊࡋከࢆࡇࡢࡃᏛࠋࡔࢇᖐᅜᚋࠊࡣሗ࿌᭩ࢆసᡂࠊࡋ

ᕞᒁ㛗ࡢሗ࿌ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣ࡞ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡≉ࠋࡓࡗ⾜ࢆ◊ಟ࡛Ꮫࠊࡣࡇࡔࢇ᪥

ᖖࡢᴗົᙺ❧࡚࡚ࠋࡿ࠸

࣭ ◊ಟ୰⥴୍ࠊ◊ಟཧຍࡓࡋ DGPVࠊDGPERࠊDRAAH ࠋࡓࡗ⾜⦾㢖ࢆ㆟ㄽࡢ

᪥ 6 ᭶ 12 ᪥ 10:30 㹼 11:45
ሙᡤ㸸࣡ࢢࢻ࢞ᕷෆᑓ㛛ᐙసᴗሙ

㠃ㄯ┦ᡭ㸸ᅵ᪉㔝ศᑓ㛛ᐙ（Ⴀ㎰㸭᱂ᇵ）

ࠚ࡚࠸ࡘົᡤࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࠙

࣭ DGPER ෆࡢົᡤࡀᡭ⊃࡛ࠊసᴗࡢࢫ࣮࣌ࢫ☜ಖࡀ㞴2017ࠊࡽࡇࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋ ᖺ 4
᭶ูࡾࡼ㏵సᴗሙࢆ‽ഛࠋࡓࡋ

࠙άືࡢ㐍ᤖࠚ

࣭ INERA INERAࠋ㐍ᤖ㡰ㄪࡣඹྠࡢ ⫋ဨࡣࣉࢵࢩ࣮ࢼ࣮࢜ࠊࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ㧗ࠋ࠸

ࡓࡗ࡞ࡽ࡚᫂ࡌ㏻ࢆάື✲◊ࠋࡿ࠶ࡀࣉࢵࣕࢠ࡞㛫ⓗࢺ࣮ࣃࡢᬑཬࢺ࣮ࣃࡢ✲◊ ࣭

㒊୍ࠊࡣಟᩍᮦ◊ࡢᖺࠋ࠸࡞ࡀ㛫࡞༑ศࡢࡵࡓࡿࡏࡉᫎෆᐜࡢᬑཬ◊ಟࠊࢆࡇ

ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎࡀ（࡞⫧ࠊ✀ᮇ）ᡂᯝࡢ✲◊

࣭ INERA ࠋ࠸㐜ࡣࡁືࠊࡢࡢࡶ࠸㧗ࡣࣉࢵࢩ࣮ࢼ࣮࡚࢜ࡋయࡣ

࣭ INERA ࡋࢆάືࡓࡆᥖࢆ⌮ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋㄆ㆑ࢆࡇࡁࡿࡸࠊࡃ㧗ࡶࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡣ

ࠋ࠸࡞ࡀࡅ࡙࡞㈨㔠ⓗࠊⓗ≀ࠊேⓗࠊࡿࡅࢆ⏬ィࡢࡑࠊࡀࡿࡀࡓ

࠙άືィ⏬ࠚࣉࢵࣕࢠࡢ≦⌧

࣭ ᮏࡣࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ㐣ཤ ABE ࠋࡓࡋ定⟇ࢆ⏬㛫࡛ィࡓࢀࡽ㝈ࠊ㝿ࡓฟࡀࣈࢸࢩࢽ

ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶࡢࡓࡗ࡞ࢀࢃ⾜ࡀィ⏬⟇定ࡓࡗᚑࡁ⥆ᡭ࡞ẁ㝵࡛༑ศࡢึ᭱

࠙ᐇయไࠚ

࣭ INERA JCCࠊࡀࡓࢀࡉ⤖⥾ࡀ࣮ࣝࢥࢺࣟࣉࡢ ⣔⫋ဨࢽ࣑ࢻࡣࡢࡓࢀࡉ௵࣮ࣂ࣓ࣥࡢ

（Dr. OUEDRAOGO）࡛ ࡛（Dr. MININGOU）⪅✲◊ࡿ࠸࡚ࡋࢆάື⥴ሙ୍࡛⌧ࠊ ࠋࡓࡗ࡞ࡣ

JCCࠊཎᅉ࡛ࡀࡇࡢࡇ ࠋࡿṧࡀ㒊ศ࡛ㄢ㢟ࡢሗඹ᭷ࡿࡅ࠾

ࠊࡾࡼࡇࡢࡇࠋࡓࡋ௵㞳ࡀ᭶ⰾᩥᑓ㛛ᐙࡢ㛗ᮇ┤Ⴀᑓ㛛ᐙࠊࡽ࡚ࡋ㛤ጞࡀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡌ⏕ࡀ࠸㐪ࡢⱝᖸ᪉㔪ࡢάືࡢᅾ⌧ࠊタィࡢࡶࡶࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

࠙ᅵ᪉ᑓ㛛ᐙࡢάືࠚ

࣭ ᅵ᪉ᑓ㛛ᐙࡢ௵ᮇ2018ࠊࡣ ᖺ 6 ᭶ࠋ࡛ࡲ

࣭ ௵ᮇ‶᭱ࠕ࡛ࡲప୍ရ✀ࡢရ✀Ⓩ㘓ࡢ‽ഛࠖࠋ࠸ࡓࡋࢆINERA ࡀ࢘ࣁ࢘ࣀࡢࡑ⪅✲◊

ṧࡀࢻࢵࢯ࣓ࠊ࠺ࡼࡿ INERA ࠋ㐩Ⅼ฿ࡢάື⤊ࠊࡀࡇࡿṧ

࣭ ලయⓗࠊࡣCNS ࡣࡁ⥆ᡭࡢ INERA INERAࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ定ࢆࡇࡿࡍᐇࡀ ᚲせࡀ

ࠋ࠺⾜ࢆᢏ⾡⛣㌿ࠊ࡛ࡲࢁࡇࡿࡁ࡛⌮ᩚࢆࢱ࣮ࢹ࡞

࠙ရ✀Ⓩ㘓ࠚ࡚࠸ࡘ

࣭ ရ✀Ⓩ㘓࣒ࢸࢫࢩࡢ⮬యࠊࡣ㢖⦾ኚࠋࡿࢃᖺࡓࡲ⤌ࡀࡳỴ定ࡓࢀࡉᶍᵝࠋ⏦ㄳᚲせ

ࡿࢀࡉᅇᐇᖺࠊࡣࢱ࣮ࢹ࡞ CNS ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࢀࢃ⾜ࡀရ✀Ⓩ㘓ࠊࢀࡉ定࡛㆟ㄽࡢ

㸫 129 㸫



定࡛ࡢูࡣ㆟㢟ࡶ㆟ㄽࠊࡵࡓࡿࢀࡉရ✀Ⓩ㘓᳨ࡢウࡢࡑࠊࡾ࠶ࡶࡇ࠸࡞࠸࡛ࡲሙྜ

ࠋࡿࢀࡉᅇ定ࡢḟᅇࡣ

࣭ ⏦ㄳᚲせࠊࡣࢱ࣮ࢹ࡞DHS VATࠊࢺࢫࢸ ࡢࢺࢫࢸ 2 ᖺศࠊࢱ࣮ࢹࡢ᱂ᇵ㛵ࡿࡍᢏ⾡

ᵝ᭩ࠋ

࣭ ᅜᐙရ✀ࡣࢢࣟࢱ࢝ 2019 ᖺ᭦᪂ண定ࠊࡣࢢࣟࢱ࢝ࡢࡇࠋḟᅇࠕࡾࡼ㣗⏝ ⏝ᦢἜࠕࠖ ࡗ࠸ࠖ

ࠋண定ࡿࢀࡉ᫂グࡶ࡚࠸ࡘ㏵⏝࡞ࡢ✀ရࠊࡓ

࣭ ⌧ᅾࡢ᭷ᮃ࡞ရ✀ࠕࠊࡣKDG3 GMP3ࠕࠖ MKDࠕࠖ 㸰 （ࠖᦢἜ⏝）ࠕࠊLeo2 （ࠖ㣗⏝）୍࡛ࠋࡿ࠶ᖺ

ࠋศᯒ୰࣭⌮ᩚࡣࢱ࣮ࢹࡢᖺࠊࡾ࠶࡚ࡋ⌮ᩚࡣࢱ࣮ࢹࡢ┠

⏝㣗ࠕ ࣭ ࡚ࡗ⾜ࢆ㣗ヨ㦂ࠋࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡅศࢆヨ㦂ࠊࡣ࡚ࡋάືࡓࡅศࢆࠖ⏝ᦢἜࠕࠖ

ࠋࡇࡿ࠸

ࠋࡓࡗศࡀࡇ࠸࡞ᑡࡀἜศࡣᐇࠊࡣS42ࠖࠕ ࣭

࠙INERA ࠚ࡚࠸ࡘ

࣭ INERA ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ㛵ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊ࡛⪅✲◊ 6 㐪ࡢほᐹ᪉ἲࡾࡦே୍ࠋ⪅✲◊ࡢྡ

ࠋᣦᑟࡋᑟධࢆࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫᅜ㝿ࠊࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ୍⤫ࡀࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫࠊ࡞ࡿ࠶ࡀ࠸

࣭ INERA ᣢࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡳ⤌ࡿࡍᚓ⋓ࡽእ㒊ࢆ⟭ண✲◊ࡀ⪅✲◊ྛࠊࡃ࡞ࡀ⟭ᖖண⤒ࡣ

⥆ᛶࡢ☜ಖࡣ㞴ࠊ࡞ࣝࣗࢽ࣐ࠊࡋࡔࡓࠋ࠸ࡋᢏ⾡ⓗṧࡣࡢࡶࡿᚋࡶά⏝ࡿࢀࡉぢ㎸ࠋࡳ

࣭ ཎ✀⏕⏘ࡣ INERA ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡶࢺࢵࣉࣥࡢ㒊ศࡢࡇࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࡋண⟬࡛ᐇࡢ

ࠚᐇయไࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࠙

ࢵࣃࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ㆟ㄽࡢࣥࣙࢩ࣮ࣞࢢࢸࣥࡢάືࡢෆ࡛࣒࣮ࢳࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

ࠋࡿ࠼⪄ࡿ࠶㔜せ࡛ࡣࡇࡿࡏࡉྜ⤫ࢆᡂᯝྛࠊ୰࡛ࡢࢪ࣮ࢣ

㏻ࢆᙉࡢ࣮࢚ࣝࣜࣇ࣐ࢦࠋ㒊୍ࡢ⪅┈ཷࡶᴗ⏘࣐ࢦࡢ᪥ᮏࠊ࡚ࡋᵓ㐀ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

INERAࠊ࡚ࡋࣥࣙࢪࣅ࡞୰㛗ᮇⓗࠋ⌮ࡀࡇࡍṧࢆࡾࡀ࡞ࡘ࡞ⓗ῭⤒ࠊ࡚ࡌ ㏻ࢆ✲◊ࡢ

ṧࡀぢ▱ᨻ⾜ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀࡇࡿࡅ࠸࡚ࡗసࢆ࣐ࢦ࡞࠺ࡼࡿ࠼ᛮ࠸ࡓ࠸㈙ࡀ᪥ᮏࠊ࡚ࡌ

ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ᚲせࡀどⅬ࠺࠸ࡃ࠸࡚ࡋṧ῭⤒ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡽ

࣭ ࠊࡤ࠼ᡂᯝ 4 ࢪࣅ࡛ࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈ᪥ᮏࠕࡶࡃࡉᑠࡣつᶍ࠼ࡓࠊࡶ࡚࠸ࡘᣦᶆࡢ

ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸Ⰻࡶ࡚ࡗ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸ࠖࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡚ࡋࢫࢿ

᪥ 6 ᭶ 13 ᪥ 14:00 㹼 15:30
ሙᡤ㸸DRAAH BM
㠃ㄯ┦ᡭ㸸Mr. SANOU Kointani（BM ᕞࢺ࣏࣮࢛ࣥࣝ࢝ࣇ）

ࠚ㐍ᤖ࣭ㄢ㢟ࡢάືࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࠙

ࠋᢸᙜࢆㄪᩚࡢάືࡢࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࢘࢝ሙ⌧ࠊ᪥ᮏഃࠊ࡚ࡋࢺ࣏࣮࢛ࣥࣝ࢝ࣇ ࣭

࣭ ㄪᩚࡢᑐ㇟ࡣ᪥ᮏேᑓ㛛ᐙࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈࠊഃࠊࡣㅮᖌࠊ୰᰾㎰ᐙࠊDGPER ࣏࣮࢛ࣝ࢝ࣇ

ࠋࢺࣥ

࣭ ᪥ᮏேᑓ㛛ᐙࡢάືࢯࣇࢼ࢟ࣝࣈࠊഃࡀཧຍ࡛ࡢࡑࠊࡾ࠶ࡶࡇ࠸࡞ࡁ㒊ศࡢㄪᩚࡀᅔ

㞴ࠋࡿ࠶ࡀࡇ࡞

࣭ ሗࡢඹ᭷ࠊࡣ࡚࠸ࡘᕞ㎰ᴗᒁ㛗ࢆ㏻ࠋࡁࡍᒁ㛗ࢆ㏻ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊ࡚ࡋάືࢆᐇ

ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀࡇࡿࡍ

࣭ FFS/FBS ࡞㣗ᥦ౪ࡢಟᚋ◊ࠊࡤ࠼ࠋᚲせࡀᕤኵࡍಁࢆཧຍࡢ㎰Ẹࠊࡣ࡚࠸࠾ᐇࡢ

FFS/FBSࠋ࡞ࡿࡍᐇࢆࢺ࣮࣏ࢧࡢ ࡣ࡛ࡢࡶ࠸ࡋ᪂࡚ࡋỴࡣࢳ࣮ࣟࣉᢏ⾡ᬑཬࡿࡼ

ࠋ࠸࡞
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࠙ᣢ⥆ᛶࠚ

┬㎰ᴗࠋࡿ࠶ࡀ㦂⤒ࡓࡁ࡚ࡋඹྠ࡛ᐇࡢ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡢูࠊࡣࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ⪅⏘⏕࣐ࢦ ࣭

࠸࡚ࡗ⾜ࡣᨭࡢ㎰ᐙ࣐ࢦࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࡅ࡙⨨࡚ࡋ≀స࡞㔜せࢆ࣐ࢦࠊࡶ࡚ࡋ

DRAAHࠊࢆຊ⬟ࡢࡵࡓࡿࡏ᰿ࢆ✀ရ࠸ࡋ᪂ࡢ࣐ࢦࠋࡿ FFS/FBSࠋࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࡣ ࣮ࣟࣉࡢ

ࠋ⬟ྍࡀࡇࡃ࠸࡚ࡏࡉ⥆⥅ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀㄢ㢟࡞㈨㔠ⓗࡣࢳ

࣭ ◊ಟᡂᯝࠊࡣ࡚࠸ࡘ⥆⥅ࡢᬑཬဨ（ZAT/UAT）ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢆࢢࣥࣜࢱࢽࣔࡿࡼάື

ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸Ⰻࡀࡢࡴ㎸ࡾྲྀ

࣭ ᆅᇦࡢ࣐ࢦࡿࡅ࠾ඃඛᗘࡣ㧗ࠊࡃ㎰Ẹࡣࡕࡓቑ⏘࡚ࡅྥᏛࡪពḧࡀ㧗ࠋ࠸

ࠚࡢࡑ࠙

ࠊᏊ✀ࠊࡣࡵࡓࡿࡆᗈࢆ✚㠃ࠋࡿ࡞␗࡚ࡗࡼྜ⤌ࡸ⪅⏘⏕ࠊࡣ࡚࠸ࡘ✚స㠃ࡢ࣐ࢦ ࣭

ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞ᚲせࡀࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ⓗ⧊⤌ࠊࡣࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࡞ᚲせࡀᢞධࡢ࡞⸆㎰ࠊ⫧࠸ࡓ

࣭ ࣡ 㑅ࡽྜ⤌ࠊࡀ୰᰾㎰ᐙࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᮏࠊࡣ࡛࣮ࢼ࣑ࢭࡢ㛵ಀ࣐ࢦࡓࢀࢃ⾜࡛ࢢࢻ࢞

ࣛࢡ࡞☜᫂ࡣ㎰Ẹ㑅定ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᮏࠊࡋࡔࡓࠋࡓฟࡀ㉁ၥࡿࡍᑐࡇࡓࡗ࡞ࢀࡤ

ࠋࡓࡋ㑅定ࡎࡉ㏻ࢆྜ⤌ࠊࡽᚲせᛶࡢࢺ࣮࣏ࢧ⾡ᢏࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐇ࡚ࡗᚑࣜࢸ

࣭ （ཧ⪃）⤌ྜࡣᅜࣞࠊࣝ࣋ᕞ࡛ࣞࣝ࣋Ꮡᅾࠋࡿ࠸࡚ࡋDRAAH ᕼᮃࡣ㎰Ẹࠋ࠸࡞ࡣࡾࡀ࡞ࡘࡢ

ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍຍධࡤࢀࡍ

᪥ 6 ᭶ 13 ᪥ 14:15 㹼 15:15
ሙᡤ㸸DRAAH BM
㠃ㄯ┦ᡭ㸸 Mr. SAWADOGO Oumarou（BM ᕞᒁ㛗）

 Mr. KONE Bakassa（Mouhoun ┴ᒁ㛗）

ࠚࢺ࣓ࣥࢥ࠙

BMࠊࡣࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᨭ⏘⏕࣐ࢦ ࣭ ᕞ࡚ࡗ㔜せࡢ࣐ࢦࠋࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࡞ရ㉁ࠊ࡚ࡏࡉୖྥࢆ

ᅜ㝿ᕷሙࡢ୰࡛➇தຊࢆࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡅ

࡛ࢇ㐍ࣉࢵࢸࢫࡢḟࠊࡋάࢆάືࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡛ࡇ࠺࠸୰㛫ᆅⅬࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

ࠋ࠸ࡋ

ࠚ㔜せᛶࡢ࣮ࢱࢡࢭ࣐ࢦ࠙

ࢦࠋ≀స࡞㠃࡛㔜せࡢ࣮ࢸࣜࣗ࢟ࢭࢻ࣮ࣇࠊᰤ㣴㠃ࠊධ㠃ࠊ࡚ࡗ㎰ᐙ⏘⏕ࠊࡣ࣐ࢦ ࣭

ࡶࢺࢵ࣓ࣜࡿࡍ⏘⏕ࠊࡤࢀࡀୖࡀ㔞ࡢࡾࡓᙜ࣮ࣝࢱࢡ࣊ࡾ࠾࡚ࡋᡂ㛗ࡀయ⮬࣮ࢱࢡࢭ࣐

ࠋࡿ࡞ࡃࡁ

ࡢ㎰Ẹࠊࡾࡼࢀࡑࠋࡿ࠸࡚࠼ቑࡶ✚స㠃ࡢ࣐ࢦࠊࡾ࠾࡛ࢇ㐍ࡶഛᩚࡢ࣮࢚ࣝࣜࣇ࣐ࢦ ࣭

ධ㠃࡛ࡶࢺࢡࣃࣥࡢࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ

࣭ ᆅᇦࡢ࣐ࢦࡢ࡚ࡗඃඛᗘࠊࡣձ㔠స≀（ࠊ࣐ࢦ⥥ⰼࢬࢲࠊࢶࢵࢼࠊ）ࠊղ✐≀（ࣝࢯ

ḟⰼ⥥ࡣ࣐ࢦࠊࡣ୰࡛ࡢ≀ձ㔠సࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿ࠼⪄࡚ࡅศ（࣓ࢥࠊࢺࢵ࣑ࣞࠊ࣒࢞

➨ࠊ࡛࠸ 2 ࡢ㔜せᗘ࡛ࠋࡿ࠶

㣗ࢆ࣐ࢦ㝿ࡢ࣮ࢽࣔࣞࢭࠊࡀࡿ࠶࡛（⏝㈍࠸࡞ࡅศࢆ㏵⏝）⏝ฟ㍺ࠊࡣ㏵⏝ࡢ࣐ࢦ ࣭

ࡿࡍ㈍ࠊ࡚ࡗసࢆ（ⳫᏊ࠾ࡓࡵ⢾࡛ᅛ◁ࢆ࣐ࢦ）ࢺࢵࢣࢫࣅࡢ࣐ࢦࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡶࡇࡍ

ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆᮇᚅࡶရ✀改Ⰻࡢ࣐ࢦ⏝㣗ࡿࡼࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶࡇ

ࠚㄢ㢟ࡢ⏘⏕࣐ࢦ࠙

㔞ࠊ改Ⰻࡢ✀ရࠊධᡭࡢᏊ✀ࠊ᪉୍࡛ࠋࡿ࠶ࡀࢺࢵ࣓ࣜ࠸࡞ࡽࡀᡭ㛫ࡣ⏘⏕ࡢ࣐ࢦ ࣭

✭ࠊண㜵ࡢᐖᐖࠊ✀ᮇࠊࡣලయⓗࠋࡿ࠶ࡀవᆅࡢ改ၿᢏ⾡㛤Ⓨࡓࡅྥୖྥ

ᚋࡢಖ⟶ࡢ改ၿࡀᚲせࠋ
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࣭ ⏕⏘ᚋࡀࢢࣥࢸࢣ࣮࣐ࡢᙅ್ࠋ࠸ẁࡀᏳ定ࡀࡇ࠸࡞ࡋㄢ㢟࡛ࡀ࣮࢚ࣝࣜࣇࠊࡵࡓࡿ࠶

ࠋࡳぢ㎸ࡿࢀࡉୖྥࡣ㔞⏘⏕ࡢ࣐ࢦࠊࡤࢀ࡞࠺ࡼࡿࡍ⬟ᶵࡃࡲ࠺

࣭ ᖺࡢ࣐ࢦࡣ㈍౯᱁ࡀୗࠊࡽࡇࡓࡗࡀ⏕⏘㔞ࡶୗ㝆ࠋࡓࡋ

࠙UAT/ZAT ࠚ࡚࠸ࡘ

࣭ ᬑཬဨࡢάືࠊࡣࡢ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡢ㐃ᦠ࡛ᐇࡿ࠸࡚ࡋ㒊ศࠋࡿ࠶ࡶ

࣭ UAT/ZAT ZATࠊࡃࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡶຊᙉ◊ಟ⬟ࡓࡋ㇟ᑐࢆ ࡏࢃྜせᮃࡢຊᙉ⬟ࡢ

ࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡀಟ◊ࡢࣥ࢘ࢲ࣒ࢺ࣎ࠊࡓ

࣭ BM ᕞࡢ 6 ィྜࠊ࡛┴ࡢࡘ 47 ࡢྡ ZAT160ࠊ ྡ௨ୖࡢ UAT ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆάືࡀ

࣭ ZAT/UAT ࣮ࢥࢫࡢࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑ࢥ࡛࣒ࢲ࣓ࣥࣛࣔࠊࡣ࡚࠸ࡘ㛵ࡢάືࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢ

ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡵỴࢆࣉ

ࠚ࡚࠸ࡘ࣮࢙ࣥࢳ࣮ࣗࣜࣂ࣐ࢦ࠙

࣭ ᕞࠊ࡛ࣝ࣋ࣞࡢࢀࡒࢀࡑ┴ࠊ⤌ྜ（Union）ࠊྛࡀࡿ࠶ࡀ Union ࢸࢣ࣮࣐ࠊࡃᙅࡶࡾࡀ࡞ࡘࡢ

ࠋࡿ࠶ࡀవᆅࡢ㠃࡛改ၿࡢࢢࣥ

᪥ 6 ᭶ 13 ᪥ 16:35 㹼 17:30
ሙᡤ㸸DRAAH BM
㠃ㄯ┦ᡭ㸸Mr. COULIBALY Saïfoulaye（FFS/FBS ◊ಟㅮᖌ）

࠙◊ಟࡢᐇࠚ

࣭ 2016 ᖺࠊࡣ㸴㹼 7 ᅇࡢ FFS/FBS ◊ಟ2017ࠊ ᖺࡣ 1 ᅇࡢ FFS/FBS ◊ಟࡢㅮᖌࢆᢸᙜࠋ

2017 ᖺࡣ 7 ᅇࡢ◊ಟࢆண定ࠋࡿ࠸࡚ࡋ

࠙ཧຍ⪅ࡢែᗘࠊពḧࠚ

࣭ ཧຍ⪅ࡢពḧࡣ㧗ࠋ࠸ᖺࠊࡣ◊ಟ‽ഛ༑ศ࡞㛫ࠊࡀࡓࡗ࡞ࡀᖺࡣ༑ศ࡞‽ഛࡋࢆ

࡚◊ಟࡢᐇࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢูࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ◊ಟẚࠊࡿ㣗ࡸᐟἩࡀࢺ࣮࣏ࢧࡢ

ࠋࡿ࠸࡚ࡋཧຍಟ◊ࠊ࡛ୖࡓࡋゎ⌮ࢆࡇࡢࡑࡣ⪅ཧຍࠊࡀ࠸࡞

࣭ ◊ಟཧຍ⪅ࡢ㑅定ࡣ㐺ษࢫࣥࣛࣇࠊࡋࡔࡓࠋㄒࢆ⌮ゎ࠸࡞ࡋཧຍ⪅ࠊࡽࡇࡓ࠸ࡶ⌮ゎᗘ

ࠋࡿ࠶ࡀ㒊ศ࠸࡞ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡚࠸ࡘ

࣭ ᖺࠊࡣ༑ศࢫࣥࣛࣇㄒࡢㄞࡳ᭩ࠊࡁヰࡿࡁ࡛ࡀཧຍ⪅ࢆ㑅定ࠋࡓࡋ

࣭ ◊ಟᐇࡢㄢ㢟ࠊࡣ࡚ࡋ◊ಟ࡛ᣦᑟࡓࡋෆᐜࢆᐇ㊶ࡿࡍ㝿ࠊኳೃࡢ࡞᮲௳ࡾࡼᏛࢇ

㒊（4୍ࡢ⪅ཧຍࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀࢫ࣮ࢣ࠸࡞ࡏά㐺ษࡀࡇࡔ ゎᗘ⌮ࡢಟ◊ࠊࡣ（ྡ

ၥ㢟ࠊࡾ࠶ࡀᣦᑟࢆࡇࡓࡋ㐺ษᐇ㊶࡛ࠋࡓࡗ࡞ࡁ

࣭ ᖺࡢ⤒㦂ࢆάࠊ࡚ࡋᩍᮦࢆࢺࢫࣛከ⏝ࡢ࡞ࡿࡍ改ၿࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ

࠙◊ಟㅮᖌࠚ࡚࠸ࡘ

࣭ Mr. COULIBALY 1989ࠊࡣ ᖺࡽ㎰ᴗ◊ಟࢆᢸᙜࠊࡾ࠾࡚ࡋ㇏ᐩ࡞⤒㦂ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀGIZ/
PDA ࠋࡿ࠸࡚ࡋᢸᙜࢆಟㅮᖌ◊ࠊࡶ࡚࠸࠾

࣭ ◊ಟࡢᐇࠋ࠸࡞࠸ࡣࢺࣥࢱࢫࢩࠊࡿࡅ࠾◊ಟࡢෆᐜࡢูࠊࡣ࡚ࡗࡼㅮᖌ⥴୍◊

ಟࠋࡿ࠶ࡣࡇ࠺⾜ࢆ

ࠚ࡚࠸ࡘࢳ࣮ࣟࣉᬑཬࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࠙

ZAT/UATࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶㐺ษ࡛ࡣࢳ࣮ࣟࣉࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭ ࣮࣏ࢧࡢࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇࡿࡼ

ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍࢆࢺ

࣭ ୍ ᗘࡢ◊ಟ࡛࡚ࡢ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆ⛣㌿ࡣࡇࡿࡍ㞴ࠊࡃࡋ◊ಟࡓࡗ⾜ࢆᚋࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇࡢ

ࠋ㔜せࡣ
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᪥ 6 ᭶ 13 ᪥ 9:30 㹼 10:00
ሙᡤ㸸Passakongo
㠃ㄯ┦ᡭ㸸Mr. TORO Ynoussa（head of UAT ࢢࢻࢹ）

ࡢࢢࢻࢹ࠙ UAT ࠚ࡚࠸ࡘ

ࡣ┴ࢢࢻࢹ ࣭ 4 ࡢྡ UAT ࢆ┴ࠊࡾ࠾ࡀ 4 ࠋᢸᙜࢆࢀࡒࢀࡑ࡚ࡅศᆅᇦࡢࡘ

࣭ Mr.TORO 10ࠊࡣ 1ࠊࡀࡿ࡞␗࡚ࡗࡼᮇࠊࡣゼၥ㢖ᗘࡢᆅᇦྛࠋᢸᙜࢆᮧࡢ ᪥ࡢᩘ「ᮧ

ࠋࡿ࠶ࡶࡇࡿࡍゼၥࢆ

࣭ UAT FFS/FBSࠊ࡚ࡏే㏻ᖖᴗົࡢ ࣮࣏ࢧࡢ㎰Ẹࠋ࠸࡞ၥ㢟ࡣࡇࡿࡍࢆࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇࡢ

ࠋࡿ࠶࡛⎔୍ࡢᮏ᮶ᴗົࡢᙼࡣࢺ

࣭ UAT ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡢࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉ㓄㈿ࡾࡼ㎰ᴗᒁ┴ࡣ⟭άືணࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ௵ࡽ┬ࡣ

ࠋࡿ࠶ࡶ⟭άືணࠊࡿࡼዎ⣙ࡢ

࣭ UAT UATࠊࡋ定⟇ࢆ⏬ィࡀ㎰ᴗᒁ┴ࠋ㎰ᴗᒁ㛗ࡢ┴ࠊࡣࡢࡿࡓ࠶ྖୖࡢᒓ┤ࡢ ࠋࡿࢀࡉ௵ࡀ

࠙ᢸᙜᆅᇦࡢඃඛస≀ࠚ

࣭ ᢸᙜᆅᇦࡢ≀⏘⏕ࡢඃඛᗘࠊࡣձࠊ࣒࢞ࣝࢯղ⥥ⰼࠊճ࣓ࠊࢬմࠊࢺࢵ࣑ࣞյࠋࡿ࠶࡛࣐ࢦ

ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏘⏕ࡵࡓࡢ㈍ࡣ࣐ࢦ

ࠚࡾࢃ㛵ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࠙

࣭ FFS/FBS ࠋࡿ࠶ࡀࡇࡓࡋཧຍ࡚ࡋ࣮ࣂ࣮ࢨࣈ࢜ࠊࡣ

ࠚࡢࡑ࠙

࣭ Mr. TORO ẶࡣᏛ༞ᴗᚋ 2 ᖺ㛫ࡢ㎰ᴗ◊ಟ࣐ࢦࠊࡾ࠾࡚ࡅཷࢆ᱂ᇵᢏ⾡㛵ࡿࡍ▱ぢࢆ᭷

ࠋࡿ࠸࡚ࡋ

࣭ ◊ಟࢆ㏻ࠊ࡚ࡌ㎰Ẹࡢ▱㆑ࠊࡾ࠾࡚ࡋୖྥࡣ⥅⥆ⓗ࡞◊ಟࡀᮃ࣮࣐࣮ࣇࢥࡓࡲࠋ࠸ࡋࡲ

ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀࡇࡍࡸቑࡶᩘࡢ

᪥ 6 ᭶ 14 ᪥ 10:00 㹼 11:15
ሙᡤ㸸Passakongo
㠃ㄯ┦ᡭ㸸Mr. SAMA Herassi（୰᰾㎰ᐙ）ࠊMr. TIBIRI Ernest（୰᰾㎰ᐙ）୍ࠊ⯡㎰ᐙ 3 ྡ

ࠚ㈍≧ἣࠊ⏘⏕ࡢ࣐ࢦ࠙

࣭ ᮧࡣ⏘⏕࣐ࢦࡢ 2015 ᖺୗ㝆2016ࠊࡀࡓࡋ ᖺࡣቑࠋࡿ࠸࡚࠼㈍౯᱁2015ࠊࡣ ᖺࡀ 400
㹼 420FCFA/Kg2016ࠊ ᖺ 600 㹼 650FCFA/Kgࠋ

࣭ ㈍ඛ࣮ࣛࢭ࣮ࣝ࣍ࠊࡣ୰ᅜᴗࠋ㐣ཤ 3 ᖺ㛫ࡣ୰ᅜᴗ㈍ࠋࡿ࠸࡚ࡋ

࣭ ୰ᅜᴗࡣ࡚ࢆ㈙ࠊୖࡿࢀࡃ࡚ࡗྲྀ࠸౯᱁ࡶ᭷ࠋ

࣭ Passakongo ࡣෆ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ⏘⏕ࡢ࣐ࢦࡀࢇࡢ㎰ᐙࡢ 53 ㎰ᐙࠋ⏘⏕ࡀ

࣭ ✀Ꮚ⏕⏘ࡢᅜᐙⓏ㘓ࠊࡣ୰᰾㎰ᐙ 2 ✀ࡓࡋ⏘⏕ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⏘⏕ࡢㄆド✀Ꮚࠋࡶྡ

ࠋճᨻᗓࠊࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢղูࠊ࣮ࣂ࣓ࣥࣉ࣮ࣝࢢձࠊࡣ㈍ඛࡢ

࣭ ⥥ⰼẚ㍑ࡣ࣐ࢦࠊࡿࡍᡭ㛫ࠊ࠸࡞ࡽࡀᢞධࡀᑡࠋࡿ࠶ࡀࢺࢵ࣓ࣜ࠺࠸ࠊࡴ῭࡚ࡃ࡞

ࡣ୰᰾㎰ᐙࠊ࡚࠸ࡘ✚స㠃ࡢ࣐ࢦ ࣭ 5ha ⛬ᗘ୍ࠋ⯡㎰ᐙࡣ 2 㹼 3ha ⛬ᗘࠋ㎰సᴗࠊࡣ࡚࠸ࡘ

༠ຊ┦ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ⏝㞠ࢆ⪅ປാࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡽࡀ࡞࠸ྜࡅຓ࠸࠾

ࡣసᴗࠊࡾࡼ 5 㹼 10 ே⛬ᗘ࡛⾜ࠋࡿ࠸࡚ࡗ

࠙◊ಟࠚ࡚࠸ࡘ

࣭ ◊ಟࢆ㏻ࠊ࡚ࡌ✀᪉ἲࠊ᱂ᇵ᪉ἲࠊ㎰⸆⟶⌮ࠊィ⟶⌮ࡢ᪉ἲࢆᏛࠋࡔࢇ

࣭ ᅜ㝿࡛ࢺࢵࢣ࣮࣐➇தຊࡵࡓࡿࡅࡘࢆ⏕⏘ᛶࡿ࡞ࡽࡉࠋ࠸ࡓࡆୖࢆ◊ಟࠋ࠸ࡋ࡚ࡋࢆ
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࠙ㄆド✀Ꮚ⏕⏘ࠚ࡚࠸ࡘ

࣭ ㄆド✀Ꮚ⏕⏘ࡢࡵࡓࡢ✀Ꮚࡢධᡭࡣ INERA ࡢ㏆㞄ࠋࡿ࠶㉎ධ࡛ࡢࡽ INERA ㈙ࢆᏊ✀࡛ࡲ

ࠋࡃ⾜࠸

࠙ᬑཬဨࡢᙺࠚ

ࡣ㎰Ẹࠊࡣሙྜࡓࡗ࠶ࡀࡇ࠸ࡓࡾ▱ࡃ῝ࡾࡼࠊࡇ࠸࡞ࡽࢃಟ࡛◊ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ ࣭

UAT ✀ࡸ⤂ࡢ㈍⤒㊰ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢᬑཬࡢ⾡᱂ᇵᢏࠊࡓࡲࠋࡇࡢࡿࢆࢺࢡࢱࣥࢥ

Ꮚࡢධᡭࡓࡗ࠸㒊ศࡶ UAT ࡣ㎰Ẹ）ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢺ࣮࣏ࢧࡀ UAT （㇟༳࠺࠸ࡿ࠸࡚ࡋಙ㢗ࢆ
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